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1.はじめに 

 

 1955 年、地方部におけるテレビジョン放送の難視聴対策として始まったケ

ーブルテレビは、その後、都市部の高層化等に伴う難視聴対策にも利用される

ようになった。1980 年代後半には、情報通信の高度化に伴い、地上放送に加

え、衛星放送の同時再放送、さらには、多様な視聴者ニーズに対応した多チャ

ンネルサービスの提供、地域のニーズに対応したコミュニティチャンネルの提

供等も行う都市型ケーブルテレビが各地に登場するようになった。1990 年代

後半には、衛星放送、地上放送のデジタル化の進展に沿って、ケーブルテレビ

でもデジタル化を進め、放送のデジタル化においても役割を果たしてきた。 

 通信の分野においても、1990 年代後半にはインターネットの普及に伴い、

ケーブルテレビのネットワークを活かしたケーブルインターネットにより高

速で低廉なインターネット接続サービスを提供してきた。従来、有線回線を前

提とした、固定ブロードバンドサービスや固定電話サービス(IP 電話を含む)

の通信分野のみならず、近年は、MVNO サービス、地域 BWA サービスなど移動

通信分野においてもサービス提供を行っている事業者が増加しつつある。 

 このような状況の中で、ケーブルテレビは、高精細度テレビジョン放送

(HDTV)を超える 4K・8K フォーマットに対応した超高精細度テレビジョン放送

(UHDTV)の進展に応じて、「ケーブル 4K」等の高度な放送サービスを自ら行う

とともに、2018年には衛星放送による 4K・8K実用放送の本格的な開始にも対

応していくことが求められている。また、FTTH(Fiber To The Home)を含むブ

ロードバンドの普及が進んでいる中、インターネットを使って利用者に動画等

のコンテンツを提供する、いわゆる OTT(Over The Top）と呼ばれる通信分野

におけるサービスが普及しつつある一方で、放送分野における放送番組の配信

サービスとしての IP 放送について、同一の内容を不特定多数が同時に視聴で

きるという放送の特徴を確保する観点からも、IP 放送に関する技術的条件を

明確化することが求められている。 

 そこで、情報通信技術分科会放送システム委員会では、現行の有線テレビジ

ョン放送方式等の技術基準も踏まえ、ケーブルテレビの高度化及び普及促進を

図るため、必要な技術的条件の検討を行うこととし、「ケーブルテレビシステ

ムの技術的条件」のうち、「ケーブルテレビにおける IP放送等に関する技術的

条件」について、検討を行い、報告を取りまとめたものである。 
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2.検討の背景 

 

2.1 検討開始の背景 

 IP マルチキャスト方式による放送サービスの技術的条件については、

2007(平成 19)年 3月 28日のケーブルテレビシステム委員会報告において今後

の課題として「国内のサービス状況や国内外の標準化動向を踏まえ、その必要

性も含め継続的な検討を行う必要がある」とされていた。 

 4K・8K をはじめとする放送サービスの高度化、テレビ視聴形態の多様化等

放送を取り巻く環境が変化しているとともに、固定ブロードバンド網の広帯域

化等を踏まえ、有線一般放送を行う登録一般放送事業者(以下、「ケーブルテレ

ビ事業者等」という)は、インターネットプロトコル（IP）を活用して放送を

取り巻く環境の変化に対応する取り組みを進めている。 

 4K・8Kに関して、総務省は、「4K・8Kロードマップに関するフォローアップ

会合」を開催し、とりまとめた 4K・8K推進のためのロードマップ（2014(平成

26)年９月、第一次中間報告、2015(平成 27)年７月、第二次中間報告）に基づ

き、4K・8Kに関する取組を推進してきた。 

 情報通信審議会におけるケーブルテレビに関する取り組みとしては、

2014(平成 26)年 12 月、「ケーブルテレビシステムの技術的条件」のうち「ケ

ーブルテレビにおける超高精細度テレビジョン放送の導入に関する技術的条

件」について放送システム委員会において検討を行った結果に基づき、一部答

申を行った。総務省は、当該一部答申を受け、2015(平成 27)年３月に所要の制

度整備を行った。なお、当該報告において課題とされていた BS/CS110 のパス

スルー伝送方式のための左旋用中間周波数については、2018(平成 30)年２月

の放送システム委員会における検討を経て、総務省は、同年５月に所要の制度

整備を行っている。 

 2015(平成 27)年には、CS124/128、ケーブルテレビ、IPTV 等による 4K 実用

放送が既に開始されており、2016(平成 28)年には、BSによる 4K・8K試験放送

が開始され、2018(平成 30)年 12 月には、BS/CS110 により 4K・8K 実用放送が

開始される予定である。 

 ケーブルテレビに関しては、2017(平成 29)年５月、総務省の放送を巡る諸

課題に関する検討会 地域における情報流通の確保に関する分科会報告書「ケ

ーブルビジョン 2020＋ ～地域とともに未来を拓く宝箱～」において様々な提

言がなされ、放送サービスの IP化に関連して、IP放送の品質を確保するため

に必要な技術基準の在り方の検討を行うことが適当であるとされた。 

 このような状況の下、総務省では 2017(平成 29)年 11 月から IP ネットワー

クを活用した放送の普及を図るため「4K・8K 時代に向けたケーブルテレビの

映像配信の在り方に関する研究会（座長：伊東 晋 東京理科大学 教授）」を開

催し、IP 放送の技術基準等の在り方について検討を進め、2018(平成 30)年 6

月に報告書がとりまとめられた。 
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 このような背景を踏まえ、ケーブルテレビの放送サービスの多様化、高度化

を図るため、IP放送等に関して必要な技術的条件の検討を行うものである。 

 

2.2 ケーブルテレビの IPネットワーク 

 ケーブルテレビの IP ネットワークは、現在主流となっている幹線に光ファ

イバを使用した HFC(Hybrid Fiber Coaxial)による CATVアクセスサービス、

近年普及が進みつつある幹線及び分配線も含む伝送路全区間において光ファ

イバを使用する FTTH(Fiber To The Home)による FTTHアクセスサービスがあ

る。 

 HFC によるネットワークは、10MHz〜55MHz の上りと 90〜770MHz の下りの伝

送 帯 域 等 を 利 用 して 、 DOCSIS(Data Over Cable Service Interface 

Specifications)規格により、下り 40～320Mbps程度(DOCSIS3.0仕様)、1Gbps

程度(DOCSIS3.1仕様)の伝送帯域を有する。 

 一方、FTTH によるネットワークは、光領域のより広範な帯域を利用して、

数 10Mbps～10Gbps 程度の伝送帯域を有する。ケーブルテレビの FTTH につい

ては、ケーブルテレビ局舎から加入者宅まで自ら光回線を整備して FTTH を提

供する「自社回線」、ケーブルテレビ局舎から回線事業者局舎の相互接続点ま

で回線を整備、相互接続点から加入者宅までは接続料を支払うことで他事業者

の回線を用いて FTTHを提供する「接続」、ケーブルテレビ局舎から加入者宅ま

で、他の回線事業者からの光回線の卸役務の提供を受けて FTTHを提供する「卸

役務」といった方法がある。 

 それぞれの方法には、設備投資の規模、価格競争やサービス改善の容易性な

どにおいて、メリット、デメリットが存在するため、事業者は、地理的要因や

競争状況、自らの事業に必要な帯域や必要となるコスト等を踏まえて、最適な

方法を選択してネットワークを構築する必要がある。 

 

2.3 IP放送に関する状況 

 IPマルチキャスト方式による IP放送の実施については、放送法の技術基準

は、標準的に使用されるものとして規定される放送方式以外にも個別審査によ

り使用を認めることができる柔軟な制度となっており、従来、個別審査により

使用が認められてきた経緯がある。 

 既に多数の放送番組を提供してひっ迫している放送用のネットワークに加

え、近年、FTTH等により広帯域化している IPネットワークを利用して放送サ

ービスを提供するニーズが高まってきており、事業者の申請に関する負担軽減

やマルチベンダー化を促進する観点からも、従来の RF 方式と同様に、技術的

条件の検討をすることが必要となってきている。 
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3.超高精細度テレビジョン放送等に係る有線一般放送方式の要求条件 

 

3.1要求条件 

 

3.1.1 基本的な考え方 

 超高精細度テレビジョン放送等に係る有線一般放送方式の要求条件の基本

的な考え方は次のとおりとする。 

・超高精細度テレビジョン放送等による高画質サービス、多機能及び多様で

柔軟なサービスを実現できること。 

・将来の技術動向を考慮し、実現可能な技術を採用するとともに、その後に

想定されるサービスや機能の追加等にも配慮した拡張性を有する方式と

すること。 

・現行の放送サービスや他のデジタル放送メディアとの相互運用性をでき

る限り確保するとともに、通信との連携による新たなサービスにも対応で

きること。 

・既存の設備や端末の活用並びに既存の運用形態の適用が最大限行えるこ

と。 

・送信設備、受信機及び伝送設備が満たすべき条件が開示されていること。 

 

3.1.2 システム 

項目 要求条件 備考 

インターオペラ

ビリティ 

・地上放送、衛星放送、ケーブルテレビ、IPTV等

の様々なメディア間で、できる限り互換性を

有すること。 

・既存のシステムに妨害を与えないこと。 

・ケーブルテレビにおける既存の放送・通信サー

ビスと併存でき、新方式の円滑な導入及びマ

イグレーションが可能であること。 

 

サ
ー
ビ
ス 

高機能化

／多様化 

・現行の高精細度テレビジョン放送（HDTV）、超

高精細度テレビジョン放送（UHDTV）サービス

を基本とした高画質サービスを可能とするこ

と。 

 

・多様で柔軟な高機能サービスを可能とするこ

と。 

・インターネット等の通信系を利用したサービ

スについても考慮すること。 

・チャンネル切り替えに要する時間は、可能な限

り短いこと。 
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・年齢による視聴制限（パレンタルレート）設定

のような、視聴者によるアクセス制御を可能

とすること。 

・緊急警報信号のような非常災害時における対

象受信機への起動制御信号及び緊急情報の放

送について考慮すること。 

拡張性 
・サービス形態、符号化方式、受信機、限定受信

方式等について拡張性を有すること。 

 

アクセシ

ビリティ 

・高齢者、障がい者等様々な視聴者向けのサービ

スについても考慮すること。 

・種々の放送サービスに視聴者が容易にアクセ

スできること。 

・さらに、放送と通信系のサービスが連携するサ

ービスへのアクセスが容易であること。 

 

実時間性 

・高い実時間性を要求される場合を考慮するこ

と。 

・視聴者に違和感を与えない程度の映像・音声の

遅延差であること。 

 

システム制御 

・放送の要件に応じて伝送パラメータの選択や

組合せの変更を行うことができ、また、それに

合わせて受信機制御が可能な方式とするこ

と。 

 

・送出する映像、音声、データの容量やチャンネ

ル数等を任意に選択、変更できること。 

 

著作権保護 
・放送コンテンツの記録及び利用に関して制御

できる機能を有すること。 

 

個人情報保護 ・受信者の個人情報保護について考慮すること。  

国際標準との 

整合性 

・国際標準との整合性を考慮し、容易に導入でき

るシステムとなるよう考慮すること。 
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3.1.3 放送品質 

項目 要求条件 備考 

画質 

・現行の HDTV、UHDTVサービスと同等又はそれ

以上の画質が望まれることを考慮し、できる

限り高い画質を保つこと。 

・標準テレビジョン放送（SDTV）についても、

できるだけ高画質を保つこと。 

 

・情報源符号化による画質劣化の時間率ができ

るだけ小さいこと。 

・サービスに応じて画像のビットレートを変更

できること。 

音質 

・現行の HDTV、UHDTVサービスと同等又はそれ

以上の音質が望まれることを考慮し、できる

限り高い音質を保つこと。 

・SDTVについても、できるだけ高音質を保つこ

と。 

・多チャンネル音声など高臨場感音声サービス

を可能とすること。 

 

・サービスに応じて音声のビットレートを変更

できること。 

 

3.1.4 技術方式 

項目 要求条件 備考 

映像入力フォー

マット及び符号

化方式 

・現行の HDTV、UHDTVサービスを考慮した映像入

力フォーマット及び高効率かつ高画質な符号

化方式であること。 

 

・将来の拡張性を考慮した符号化方式であるこ

と。 

音声入力フォー

マット及び符号

化方式 

・現行の HDTV、UHDTVサービスを考慮した音声入

力フォーマット及び高効率かつ高音質な符号

化方式であること。 

・多チャンネル音声放送が可能な符号化方式で

あること。 

・将来の拡張性を考慮した符号化方式であるこ

と。 

 

データ符号化方

式 

・将来の拡張性を考慮した符号化方式であるこ

と。 

・通信系のサービスとの連携を考慮した符号化

方式であること。 
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多重化方式 

・多様なサービスの柔軟な編成が可能な多重化

方式であること。 

・通信系のサービスとの連携を考慮すること。 

・他のサービスとの相互運用性を考慮すること。 

・衛星等による放送波の再放送のような、他の放

送ネットワークからの乗り移りの容易性を考

慮すること。 

 

・自主放送信号及び再放送信号の独立性が確保

できるように考慮すること。 

限
定
受
信
方
式 

ス ク ラ ン

ブ ル サ ブ

システム 

・高度な秘匿性を有すること。  

・不正受信に対して十分な安全性を有し、脆弱性

が発見された場合等に対応可能な機能を有す

ること。 

関 連 情 報

サ ブ シ ス

テム 

・関連情報伝送や限定受信機能に関して十分な

安全性を有し、その安全性を継続的に維持・改

善できること。 

 

・種々のサービス形態に対応するため、課金・収

納方式等に自由度があり、弾力的な運用が可

能であること。 

・個々の受信者へ向けた情報の伝送、表示が可能

であること。 

・新規関連情報サブシステムへの更新や拡張性

を考慮すること。 

・関連情報は可能な限り共通の形式によること。 

・関連情報の配付は、効率的で正確、確実なもの

であること。 

 

 

 

 

 

伝

送

路

符

号

使 用 す る

IP アドレ

ス 

・IPマルチキャスト方式の IPアドレスを対象と

すること。 

 

伝 送 帯 域

幅 

・放送サービスとして提供される放送信号の全

てを伝送するために必要な帯域幅を確保する

こと。 

 

伝 送 路 の

ト ラ ヒ ッ

ク の 要 求

条件 

・放送のトラヒックが通信のトラヒックと伝送

路を共有している場合、放送のトラヒックを

安定的に伝送するための措置がとられている

こと。 
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化

方

式 
通信系 

・伝送路の帯域の有効利用及び多様なサービス、

特に現行の HDTV、UHDTV サービスを伝送でき

るよう十分な伝送容量を確保できる通信方式

であること。 

 

誤 り 訂 正

系 

・採用する通信方式との整合性が良いこと。 

・符号化効率が良いこと。 

・サービスの要求に応じた誤り耐性の選択を考

慮すること。ただし、伝送容量の低下を最小限

にとどめること。 

 

伝送容量 

・通信サービスからのトラヒックの影響を考慮

した上で、放送サービスとして提供しようと

する放送信号を伝送するために必要十分な伝

送ビットレートを確保できること。 

 

受信機等への 

配慮 

・現行設備や受信機への負担等を考慮して、技術

方式を選定すること。 

 

 

3.1.5 受信機 

項目 要求条件 備考 

操作性 

・操作が簡単であること。 

・受信者や事業者の要求に応じて、受信機機能の

更新が可能であること。 

・高齢者、障がい者等に配慮した操作性を有する

こと。 

・所望のサービスの選択が統一的な操作方法で

行えることが望ましい。 

 

処理系 
・番組視聴に必要となる、必要十分なメモリ容量

及びその情報の処理機能・能力を持つこと。 

 

インターフェー

ス 

・映像、音声出力については、既存の受像機にお

ける提供について考慮すること。 

・適切な著作権保護を実現する機能を有するこ

と。 

・高速データ転送が可能であること。 

・多様な機器を複数接続でき、かつ、接続設定が

容易であること。 

・受信機が対応するサービスに応じたインター

フェースを有すること。 

 

拡張性 
・ハードウェア及びソフトウェアの追加、変更に

ついて考慮されていること。 
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3.2 要求条件との整合性 

 3.1.1から 3.1.5に示した要求条件の各項目に対して、今回検討した方式との

整合性は以下のとおり。 

 

3.2.1 基本的な考え方 

項目 要求条件 整合性 

基本的な考え

方 

・超高精細度テレビジョン放送等によ

る高画質サービス、多機能及び多様で

柔軟なサービスを実現できること。 

・将来の技術動向を考慮し、実現可能な

技術を採用するとともに、その後に想

定されるサービスや機能の追加等に

も配慮した拡張性を有する方式とす

ること。 

・現行の放送サービスや他のデジタル

放送メディアとの相互運用性をでき

る限り確保するとともに、通信との連

携による新たなサービスにも対応で

きること。 

・既存の設備や端末の活用並びに既存

の運用形態の適用が最大限行えるこ

と。 

・送信設備、受信機及び伝送設備が満た

すべき条件が開示されていること。 

・現行の有線テレビジョン放送等

で提供されている超高精細度テ

レビジョン放送、高精細度テレ

ビジョン放送等によるものと同

等のサービスが提供できるよう

にすることによって、高画質サ

ービス、多機能及び多様で柔軟

なサービスの実現、その後に採

用されるサービスや機能の追加

等にも配慮した拡張性を有する

ことを考慮した。 

・情報源符号化方式等について、

現行の方式等と同等のものを採

用することによって、現行の放

送サービスや他のデジタル放送

メディアとの相互運用性を確保

するとともに、IPネットワーク

を活用した伝送方式によって、

通信との連携による新たなサー

ビスにも対応できることを考慮

した。 

・上記の方式を採用するにあたっ

て、既存の設備や端末の活用並

びに既存の運用形態の適用が最

大限行えること、送信設備、受信

機及び伝送設備が満たすべき条

件が開示されていることを考慮

した。 
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3.2.2 システム 

項目 要求条件 整合性 

インターオペラ

ビリティ 

・地上放送、衛星放送、ケーブルテレビ、

IPTV 等の様々なメディア間で、でき

る限り互換性を有すること。 

・既存のシステムに妨害を与えないこ

と。 

・ケーブルテレビにおける既存の放送・

通信サービスと併存でき、新方式の

円滑な導入及びマイグレーションが

可能であること。 

・情報源符号化方式等について、

現行の方式等と同等のものを

採用することによって、様々な

メディア間で、できる限り互換

性を有することを考慮した。 

・IP伝送方式が、既存のシステム

に妨害を与えないこと、既存の

放送・通信サービスと併存で

き、新方式の円滑な導入及びマ

イグレーションが可能である

ことを考慮した。 

サ
ー
ビ
ス 

高 機 能 化

／多様化 

・現行の高精細度テレビジョン放送

（HDTV）、超高精細度テレビジョン放

送（UHDTV）サービスを基本とした高

画質サービスを可能とすること。 

・情報源符号化方式等について、

現行の方式等と同等のものを

採用することによって、HDTV、

UHDTV サービスを基本とした高

画質サービスを可能とするこ

と、多様で柔軟な高機能サービ

スを可能とすること、視聴者に

よるアクセス制御を可能とす

ること、緊急制御信号及び緊急

情報を放送することを考慮し

た。 

・IP伝送方式を採用することによ

って、インターネット等の通信

系を利用したサービスについ

ても考慮するとともに、信号の

遅延を規定することにより、チ

ャンネル切り替えに要する時

間を可能な限り短くすること

を考慮した。 

・多様で柔軟な高機能サービスを可能

とすること。 

・インターネット等の通信系を利用し

たサービスについても考慮するこ

と。 

・チャンネル切り替えに要する時間は、

可能な限り短いこと。 

・年齢による視聴制限（パレンタルレー

ト）設定のような、視聴者によるアク

セス制御を可能とすること。 

・緊急警報信号のような非常災害時に

おける対象受信機への起動制御信号

及び緊急情報の放送について考慮す

ること。 

拡張性 

・サービス形態、符号化方式、受信機、

限定受信方式等について拡張性を有

すること。 

・現行の有線テレビジョン放送等

を同等の放送方式を採用して

おり、同等の拡張性等を有す

る。 
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アクセシ 

ビリティ 

・高齢者、障がい者等様々な視聴者向け

のサービスについても考慮するこ

と。 

・種々の放送サービスに視聴者が容易

にアクセスできること。 

・さらに、放送と通信系のサービスが連

携するサービスへのアクセスが容易

であること。 

・現行の有線テレビジョン放送等

と同等の放送方式を採用して

おり、同等のアクセシビリティ

等を有する。 

・IP伝送方式を採用することによ

って、放送と通信系のサービス

が連携するサービスへのアク

セスがより容易になっている。 

実時間性 

・高い実時間性を要求される場合を考

慮すること。 

・視聴者に違和感を与えない程度の映

像・音声の遅延差であること。 

・IP 伝送方式の技術的条件とし

て、現行のデジタル有線テレビ

ジョン放送方式の技術的条件と

同等程度の性能を有するようネ

ットワーク品質、安定品質等の

条件を定めており、高い実時間

性、映像・音声の遅延差は確保

される。 

システム制御 

・放送の要件に応じて伝送パラメータ

の選択や組合せの変更を行うことが

でき、また、それに合わせて受信機制

御が可能な方式とすること。 

・IP伝送方式の採用により、柔軟

にシステム制御や受信機制御が

可能となっており、また、送出

する映像、音声、データの容量

やチャンネル数等を任意に選

択、変更可能である。 

・送出する映像、音声、データの容量や

チャンネル数等を任意に選択、変更

できること。 

著作権保護 

・放送コンテンツの記録及び利用に関

して制御できる機能を有すること。 

・現行のデジタル有線テレビジョ

ン放送方式と同様の機能を実

現可能である。 

個人情報保護 

・受信者の個人情報保護について考慮

すること。 

・現行のデジタル有線テレビジョ

ン放送方式と同様の機能を実

現可能である。 

国際標準との整

合性 

・国際標準との整合性を考慮し、容易に

導入できるシステムとなるよう考慮

すること。 

・現行のデジタル有線テレビジョ

ン放送方式と同様に国際標準

との整合性等を考慮した。 
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3.2.3 放送品質 

項目 要求条件 整合性 

画質 

・現行の HDTV、UHDTV サービスと同等又

はそれ以上の画質が望まれることを

考慮し、できる限り高い画質を保つこ

と。 

・標準テレビジョン放送（SDTV）につい

ても、できるだけ高画質を保つこと。 

・現行の HDTV、UHDTV サービスと

同等又はそれ以上の画質を保つ

ことができる。 

・ビットレートを適切に選定する

ことにより、画質劣化の時間率

を小さくすることが可能であ

り、伝送容量の範囲内で、サービ

スに応じて画像のビットレート

を変更可能である。 

・情報源符号化による画質劣化の時間

率ができるだけ小さいこと。 

・サービスに応じて画像のビットレー

トを変更できること。 

音質 

・現行の HDTV、UHDTV サービスと同等又

はそれ以上の音質が望まれることを

考慮し、できる限り高い音質を保つこ

と。 

・SDTV についても、できるだけ高音質を

保つこと。 

・多チャンネル音声など高臨場感音声

サービスを可能とすること。 

・現行の HDTV、UHDTV サービスと

同等又はそれ以上の画質を保つ

ことができる。 

・ビットレートを適切に選定する

ことにより、画質劣化の時間率

を小さくすることが可能であ

り、伝送容量の範囲内で、サービ

スに応じて画像のビットレート

を変更可能である。 ・サービスに応じて音声のビットレー

トを変更できること。 

 

3.2.4 技術方式 

項目 要求条件 整合性 

映像入力フォー

マット及び符号

化方式 

・現行の HDTV、UHDTVサービスを考慮し

た映像入力フォーマット及び高効率

かつ高画質な符号化方式であること。 

・現行のデジタル有線テレビジョ

ン放送方式と同等の映像入力フ

ォーマット及び符号化方式であ

る。 ・将来の拡張性を考慮した符号化方式

であること。 

音声入力フォー

マット及び符号

化方式 

・現行の HDTV、UHDTVサービスを考慮し

た音声入力フォーマット及び高効率

かつ高音質な符号化方式であること。 

・多チャンネル音声放送が可能な符号

化方式であること。 

・将来の拡張性を考慮した符号化方式

であること。 

・現行のデジタル有線テレビジョ

ン放送方式と同等の音声入力フ

ォーマット及び符号化方式であ

る。 
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データ符号化方

式 

・将来の拡張性を考慮した符号化方式

であること。 

・通信系のサービスとの連携を考慮し

た符号化方式であること。 

・現行のデジタル有線テレビジョ

ン放送方式と同等のデータ符号

化方式が利用可能である。 

多重化方式 

・多様なサービスの柔軟な編成が可能

な多重化方式であること。 

・通信系のサービスとの連携を考慮す

ること。 

・他のサービスとの相互運用性を考慮

すること。 

・衛星等による放送波の再放送のよう

な、他の放送ネットワークからの乗り

移りの容易性を考慮すること。 

・現行のデジタル有線テレビジョ

ン放送方式と同等の多重化方式

である。 

・IP伝送方式の採用により、通信

系のサービスとの連携がより容

易になっている。 

・自主放送信号及び再放送信号の独立

性が確保できるように考慮すること。 

限

定

受

信

方

式 

  

ス ク ラ ン

ブ ル サ ブ

システム 

・高度な秘匿性を有すること。 ・現行のデジタル有線テレビジョ

ン放送方式と同等のスクランブ

ル方式である。 

 

・不正受信に対して十分な安全性を有

し、脆弱性が発見された場合等に対応

可能な機能を有すること。 

関 連 情 報

サ ブ シ ス

テム 

・関連情報伝送や限定受信機能に関し

て十分な安全性を有し、その安全性を

継続的に維持・改善できること。 

・安全性の維持・改善については、

受信機側でハードウェアを更新

する方法、受信機側で記録媒体

等を使ってソフトウェアを更新

する方法、又は放送や通信を使

ってソフトウェアを更新する方

法により確保可能である。 

・IP伝送方式を採用することで、

種々のサービス形態への対応、

個々の受信者へ向けた情報伝

送、表示等が可能である。 

・関連情報等に関しては、現行の

デジタル有線テレビジョン方式

と同等の対応が可能である。 

・種々のサービス形態に対応するため、

課金・収納方式等に自由度があり、弾

力的な運用が可能であること。 

・個々の受信者へ向けた情報の伝送、表

示が可能であること。 

・新規関連情報サブシステムへの更新

や拡張性を考慮すること。 

・関連情報は可能な限り共通の形式に

よること。 

・関連情報の配付は、効率的で正確、確

実なものであること。 

伝

送

路

使 用 す る

IP アドレ

ス 

・IPマルチキャスト方式の IPアドレス

を対象とすること。 

・IP伝送方式において利用する IP

アドレスは、マルチキャストア

ドレスとした。 
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符

号

化

方

式 

伝 送 帯 域

幅 

・放送サービスとして提供される放送

信号の全てを伝送するために必要な

帯域幅を確保すること。 

・IP伝送方式において、提供しよ

うとする放送サービスに必要な

放送信号の全てを伝送するため

に必要な伝送帯域を確保するこ

とを技術的条件とした。 

伝 送 路 の

ト ラ ヒ ッ

ク の 要 求

条件 

 

・放送のトラヒックが通信のトラヒッ

クと伝送路を共有している場合、放送

のトラヒックを安定的に伝送するた

めの措置がとられていること。 

・IP伝送方式において、放送のト

ラヒックを通信のトラヒックに

優先して伝送する等の措置をと

ることを技術的条件とした。 

通信系 

・伝送路の帯域の有効利用及び多様な

サービス、特に現行の HDTV、UHDTV サ

ービスを伝送できるよう十分な伝送

容量を確保できる通信方式であるこ

と。 

・現行において十分な実績のある

IPネットワークを対象としてお

り、現行の HDTV、UHDTV サービ

スを伝送できる十分な伝送容量

の確保が可能である。 

誤 り 訂 正

系 

・採用する通信方式との整合性が良い

こと。 

・符号化効率が良いこと。 

・サービスの要求に応じた誤り耐性の

選択を考慮すること。ただし、伝送容

量の低下を最小限にとどめること。 

・現行において十分な実績のある

IPネットワークを対象としてお

り、符号化効率、誤り耐性の選択

が可能である。 

伝送容量 

・通信サービスからのトラヒックの影

響を考慮した上で、放送サービスとし

て提供しようとする放送信号を伝送

するために必要十分な伝送ビットレ

ートを確保できること。 

・現行において十分な実績のある

IPネットワークを対象としてお

り、放送信号を伝送するために

必要十分な伝送ビットレートを

確保可能である。 

受信機等への配

慮 

・現行設備や受信機への負担等を考慮

して、技術方式を選定すること。 

・現行設備で既に採用済み又は機

能拡張することで対応可能な技

術方式を採用した。 

 

3.2.5 受信機 

項目 要求条件 整合性 

操作性 

・操作が簡単であること。 

・受信者や事業者の要求に応じて、受信

機機能の更新が可能であること。 

・高齢者、障がい者等に配慮した操作性

を有すること。 

・所望のサービスの選択が統一的な操

作方法で行えることが望ましい。 

・民間規格及び受信機設計におい

て考慮されることを想定した。 
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処理系 

・番組視聴に必要となる、必要十分なメ

モリ容量及びその情報の処理機能・能

力を持つこと。 

・民間規格及び受信機設計におい

て考慮されることを想定した。 

 

インターフェ

ース 

・映像、音声出力については、既存の受

像機における提供について考慮する

こと。 

・適切な著作権保護を実現する機能を

有すること。 

・高速データ転送が可能であること。 

・多様な機器を複数接続でき、かつ、接

続設定が容易であること。 

・受信機が対応するサービスに応じた

インターフェースを有すること。 

・民間規格及び受信機設計におい

て考慮されることを想定した。 

 

拡張性 

・ハードウェア及びソフトウェアの追

加、変更について考慮されているこ

と。 

・民間規格及び受信機設計におい

て考慮されることを想定した。 
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4.インターネットプロトコル伝送の技術的条件 

 

 インターネットプロトコル伝送(以下、「IP伝送」という)の技術的条件につ

いては、総務省において、ケーブルテレビの IP 放送に係る映像配信の在り方

について検討するため、４Ｋ・８Ｋ時代に向けたケーブルテレビの映像配信の

在り方に関する研究会が開催され、「４Ｋ・８Ｋ時代に向けたケーブルテレビ

の映像配信の在り方に関する研究会報告書」(参考資料４)(以下、「IP 放送報

告書」)が取りまとめられている。技術的条件を検討するに当たっては、IP放

送報告書の検討結果を踏まえ、IPネットワークを利用して行われる IP放送の

技術的条件として、安定的な伝送のための措置、伝送品質、伝送帯域、サービ

ス可用性等について検討を行うこととした。 

 IP伝送の技術的条件については、これまで RF方式による伝送において用い

られてきた搬送波という物理的な電磁波等の性質に基づく条件ではなく、IP

パケットという論理的なトラヒックを管理する条件を基本として、電波による

放送や RF 方式による放送の伝送品質と同等程度で柔軟性の高い技術基準の検

討を行うこととした。 

 したがって、既存の RF 方式による有線テレビジョン放送方式として、有線

一般放送の品質に関する技術的条件を定める省令（以下、「品質省令」という）

の第２章第２節 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョ

ン放送等を行う有線放送設備に係る条件と同等程度となるような技術的条件

を検討する。なお、品質省令の第２章第２節には、RF 方式の技術基準として

「入力信号の条件」、「搬送波の周波数」、「搬送波の変調等」、「搬送波等の条件」

が規定されている。 

 地上基幹放送や衛星基幹放送の同時再放送を行うために空中線により放送

波を適切に受信するための条件である「入力信号の条件」は、現行と同等程度

の品質を確保するため、既存の規定を適用することとするが、「搬送波の周波

数」、「搬送波の変調」、「搬送波等の条件」として規定されている技術的条件に

ついては、それらに替えて、「パケットの IPアドレス」、「総合品質」、「ネット

ワーク品質」、「安定品質」等に関する技術的条件を検討した。 

 

4.1 システムの構成 

 

4.1.1 IP伝送型ケーブルテレビの構成例 

 本報告においては、ケーブルテレビのヘッドエンドから受信者端子までの

間において、IPネットワークを利用した IPマルチキャスト方式による放送

システムを IP伝送型ケーブルテレビということとする。IP伝送型ケーブル

テレビは、ネットワークの構成に応じて、地域 IP伝送型ケーブルテレビ(図

4.1-1)及び広域 IP 伝送型ケーブルテレビ(図 4.1-2)を想定することができ

る。地域 IP 伝送型ケーブルテレビは、ヘッドエンドを中心とした一定の地
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理的範囲内の受信者向けの IP 放送のサービスを提供するためのケーブルテ

レビシステムである。一方、広域 IP 伝送型ケーブルテレビは、一般に広域

又は全国にネットワークが構築されている電気通信サービス用の IP ネット

ワークを利用した広域又は全国の受信者向けの IP 放送のサービスを提供す

るためのケーブルテレビシステムであり、広域又は全国で一律の放送サービ

スの提供も可能となっている。 

 

 

 

図 4.1-1 地域 IP伝送型ケーブルテレビの構成例 

 

 

 

図 4.1-2 広域 IP伝送型ケーブルテレビの構成例 

 

 

4.1.2 IP伝送型ケーブルテレビの構成要素 

 IP 伝送型ケーブルテレビは、FTTH の場合は、図 4.1-3 のように、アンテ

ナ等、IP放送送出装置等、ルータ、OLT(Optical Line Terminal)、光伝送
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路、受信用光伝送装置[ONU: Optical Network Unit]、ルータ、受信者端子、

受信設備［IP-STB(Internet Protocol-Set Top Box)、IP放送の受信機能を

搭載したデジタルテレビ等（以下、「IP-STB等」という)]の構成要素からな

る。図 4.1-3に示すヘッドエンド入力、ONU入力及び出力、受信者端子の４

つの規定点での性能規定を検討した。 

 

 

 

図 4.1-3 IP伝送型ケーブルテレビの構成要素、性能規定点(FTTH) 

 

 また、HFCの場合は、図 4.1-4のように、アンテナ等、IP放送送出装置等、

ルータ、CMTS(Cable Modem Termination System)、光・同軸伝送路、保安装

置、CM(Cable Modem)、ルータ、受信者端子、受信設備の構成要素からなる。

図 4.1-4に示すヘッドエンド入力、保安装置出力、受信者端子の３つの規定

点での性能規定を検討した。 

 

 

 

図 4.1-4 IP伝送型ケーブルテレビの構成要素、性能規定点(HFC) 

 

 また、性能規定を検討するにあたり、IP伝送型ケーブルテレビに係る有線

放送設備に関するレイヤモデルについて、図 4.1-5のとおり整理し、主とし

てネットワーク層を対象に検討した。加えて、それらの性能とデータリンク

層における性能との技術的な相関性について検討した。 
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図 4.1-5 IP伝送型ケーブルテレビ設備に関するレイヤモデル 

 

 4.2に電気信号等に係る技術的条件として、①ヘッドエンドの入力端子に

おける入力信号、②受信者端子における信号等に関する条件を、4.3に受信

者端子以外の性能規定点における技術的条件として、①受信用光伝送装置の

入力端子又は出力端子、②保安装置の出力端子における信号等に関する条件

を、4.4 に情報源符号化方式等に係る技術的条件として、①情報源符号化、

多重化、誤り訂正、スクランブル、緊急警報信号等、②多重化(IPパケット

化に係る部分に限る)等に関する条件を、4.5 にサービス可用性に関する技

術的条件、4.6に測定方法に関して検討した経緯と結果を示す。 

 

4.1.3 地上放送、衛星放送等の放送方式の条件 

(1)標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式

(総務省令)(以下、「デジタル放送の標準方式」という）第３章に規定する

地上基幹放送局を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送

及び高精細度テレビジョン放送に準拠する方式 

(2)デジタル放送の標準方式第５章に規定する 11.7GHz を超え 12.2GHz 以下

の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョ

ン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短

波放送、データ放送に準拠する方式 

(3)デジタル放送の標準方式第５章に規定する 12.2GHz を超え 12.7GHz 以下

の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局を用いて行う標準テレビジョ

ン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短

波放送、データ放送に準拠する方式 

(4)品質省令第 11 条第３項及び第４項に規定された条件に適合するデジタ

ル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等に準拠する

方式 
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4.2 電気信号等に係る技術的条件 

 

4.2.1 ヘッドエンドの入力端子における入力信号の条件 

 ヘッドエンドの入力端子における入力信号の条件については、品質省令第

９条に規定する入力信号の条件とする。 

 

(理由) 

 IP 伝送における伝送品質は、品質省令第２章第２節で規定されたデジタ

ル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放

送設備に係る条件と同等程度の技術的条件を定めることとしているから、ヘ

ッドエンドの入力端子における入力信号の条件についても同等の条件とす

ることが適当である。 

 

4.2.2 受信者端子等における信号の条件 

(1)IP放送について 

 IP 伝送型ケーブルテレビは、「４Ｋ・８Ｋ時代に向けたケーブルテレビ

の映像配信の在り方に関する研究会報告書」(以下、「IP放送報告書」とい

う）の IP放送に相当するものとする。IP放送報告書においては、IP放送

は、「ケーブルテレビ事業者等により、ヘッドエンドから受信者端子まで

の間において、管理された IP ネットワークを利用した、IP マルチキャス

ト方式による通信であって、放送法における放送に該当するもの」と定義

されていることから、本報告においても同等の定義を採用する。なお、管

理された IP ネットワークとは、少なくとも 4.2.2.2 総合品質及び

4.2.2.3 ネットワーク品質、4.2.2.4 安定品質の技術的条件の全てを満

たす IPネットワークのこととする。 

(2)IP伝送型ケーブルテレビの技術的条件の考え方 

 IP 放送を行う IP 伝送型ケーブルテレビに係る受信者端子等における信

号の条件は、IP放送報告書の検討結果も踏まえ検討する。 

 IP伝送は、ルーティング処理やトラヒックの混雑、アクセス網等を共有

している場合には他者のトラヒックによる影響等により生じるパケット

の遅延や損失等に対処する必要がある。品質省令の伝送品質に係る技術基

準としては、ヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号を、

受信者端子において、実質的に誤りを生じない水準で受信するための技術

的条件を規定していることから、IP伝送においても同等程度の技術的条件

とすることが適当である。 

 さらに、伝送品質を検討するにあたっては、放送には同一の内容を不特

定多数の者が同時に視聴できるという特徴があることを考慮する必要が

ある。 
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 なお、ITU-T勧告 J.241（Quality of service ranking and measurement 

method for digital video services delivered over broadband IP 

networks)には、パケットの損失率、パケットの遅延、パケットのジッタ

(到達時刻の揺らぎ）、スループット、サービス可用性、前方誤り訂正等が

IPネットワークの伝送品質を評価する指標として挙げられている。 

(3) 他の事業者等が提供する電気通信役務用の回線の利用 

 ケーブルテレビのネットワークの一部に他の事業者等が提供する電気

通信役務用の回線を利用する場合は、電気通信回線の性能を適切に配分し

て回線の区間ごとに必要な伝送品質を確保したり、安定的な伝送のための

措置や伝送帯域を確保等するなどにより、ケーブルテレビのネットワーク

全体の性能を確保することが必要である。ケーブルテレビ事業者等は、当

該他の事業者等と利用する回線の区間に応じ、総合品質、ネットワーク品

質、安定品質等について確認することが適当である。 

 

4.2.2.1 パケットの IPアドレス等 

 IP伝送による放送番組の伝送に際して利用される IPパケットに宛先とし

て付与される IPアドレスは、IPv4の場合は RFC 5771(IANA Guidelines for 

IPv4 Multicast Address Assignments)、IPv6の場合は RFC 4291(IP Version 

6 Addressing Architecture)に定められるマルチキャストアドレスとする。 

 

(理由) 

 デジタル有線テレビジョン放送方式では、品質省令において、搬送波の変

調の型式に 64 値直交振幅変調等を用いる場合は、放送番組を送るためのチ

ャンネルを、受信者端子における搬送波の周波数として個別に規定し、受信

設備では当該周波数を使用して、放送番組を選局し、受信している。 

 一方、IP 伝送型ケーブルテレビは、IP マルチキャスト方式により放送す

るから、IP放送送出装置等は、搬送波の周波数に相当するものとして、IPア

ドレスのうち、マルチキャストアドレスを宛先として IPパケットを送出し、

受信設備は当該マルチキャストアドレス又はマルチキャストアドレスと送

信元の IPアドレスの組み合わせを使用して放送番組を選局し、受信する。 

 したがって、搬送波の周波数に相当する条件として、ヘッドエンドから受

信者端子まで、放送番組の IP伝送に際して利用される IPパケットに宛先と

して付与される IP アドレスはマルチキャストアドレスとすることが適当で

ある。 

 なお、マルチキャストアドレスは、IETF (Internet Engineering Task 

Force)によって発行された RFCに定められるものが、国際的に標準として利

用されているから、RFC 5771(IANA Guidelines for IPv4 Multicast Address 

Assignments)、RFC 4291(IP Version 6 Addressing Architecture)等に定め

られる以下のマルチキャストアドレスとすることが適当である。 
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(1) IPv4のマルチキャストアドレス 

 32 ビットの IP アドレスの先頭 4 ビットが 1110 で始まり、続いて、28

ビットのグループ IDで構成された IPアドレスを使用する。 

 

 

 

図 4.2-1  IPv4のマルチキャストアドレスの構成 

 

 ただし、RFC 5771に定められた以下の区分に従って利用することとし、

IP 伝送型ケーブルテレビの番組伝送には、Administratively Scoped 

Block、Source-Specific Multicast Blockの IPアドレスの範囲内のもの

を利用することが望ましい。なお、以下に記載のない IP アドレスは、予

約等とされているものである。 

IPアドレスの範囲 目的 

224.0.0.0-224.0.0.255 Local Network Control Block 

224.0.1.0-224.0.1.255 Internetwork Control Block 

224.0.2.0-224.0.255.255 AD-HOC Block I 

224.3.0.0-224.4.255.255 AD-HOC Block II 

232.0.0.0-232.255.255.255 Source-Specific Multicast Block 

233.0.0.0-233.251.255.255 GLOP Block 

233.252.0.0-233.255.255.255 AD-HOC Block III 

239.0.0.0-239.255.255.255 Administratively Scoped Block 

 

(2) IPv6のマルチキャストアドレス 

 128ビットの IPアドレスの先頭８ビットが 11111111で始まり、続いて、

４ビットのフラグ、４ビットのスコープ、112ビットのグループ IDで構成

された IPアドレスを使用する。 

 

 

 

図 4.2-2  IPv6のマルチキャストアドレスの構成 

 

 ただし、フラグ、スコープの構成は、RFC 4291の定めに従い、スコープ

の区分は以下のとおり。IP 伝送型ケーブルテレビの番組伝送には、

Organization-Local scope、Global scopeのマルチキャストアドレスを利
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用することが望ましい。なお、以下に記載のないスコープは、予約等とさ

れているものである。 

スコープの値(16進) 目的 

1 Interface-Local scope 

2 Link-Local scope 

3 Realm-Local scope 

4 Admin-Local scope 

5 Site-Local scope 

8 Organization-Local scope 

E Global scope 

 

 なお、放送番組の選局は、放送番組毎に関連づけられたマルチキャスト

アドレス又はマルチキャストアドレスと送信元の IP アドレスの組み合わ

せ(放送番組のチャンネルに相当)を選択することにより行われる。具体的

な選局等の処理は、IPv4 の場合は IGMP(Internet Group Management 

Protocol)、IPv6の場合は MLD(Multicast Listener Discovery Protocol)

を利用して行う。当該プロトコルの主な機能は、受信者の選局操作に基づ

き、選局された放送番組の受信を開始すること(JOIN)及び終了すること

(LEAVE)である。 

 IGMPv2は RFC 2236(Internet Group Management Protocol, Version 2)、

IGMPv3は RFC 3376(Internet Group Management Protocol, Version 3)及

び RFC 4604(Using Internet Group Management Protocol Version 3 

(IGMPv3) and Multicast Listener Discovery Protocol Version 2 

(MLDv2) for Source-Specific Multicast)に、MLDv2はRFC 3810(Multicast 

Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6)及び RFC 4604 に定め

られている。なお、IGMPv3は機能的には MLDv2に相当するプロトコルであ

る。 

 

4.2.2.2 総合品質 

 IP伝送における総合品質は、受信者端子におけるパケットの損失率とし、

１×10-7以下の技術的条件を満たすこととする。 

 

(理由) 

(1)パケットの損失率 

 ヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号が受信者端子

において正確に復元できるという同一性を確保する観点から、受信者端子

におけるパケットの損失率に関する技術的条件を、受信者端子に接続した

受信設備により放送番組の受信を確保するための上位層における補正を

考慮した総合品質とすることが適当である。 
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 技術的条件を検討するに当たり、(一社)日本ケーブルラボにおいて、実

証試験を実施した(実証試験の詳細は、「IP 放送伝送品質実証実験報告書」

(参考資料１)を参照)（以下、「IP 放送実証試験報告書」という）。実証試

験においては、送信側で、TS(Transport Stream)のストリームをパケット

化した RTP/UDPパケット(IPパケットのペイロード。詳細は 4.4.2を参照)

のストリームを、エミュレータ等によって、当該パケットの損失率を１×

10-3 から１×10-7 まで変化させたストリームを発生させ、疑似的な伝送路

を経由させた後、受信側で、TSアナライザにより、パケットの損失率、TS

のストリームとしての規格適合性について測定した。併せて IP-STB を接

続して映像及び音声の状態を観察した。 

 パケット損失率が 1×10-5 以上までの場合は、映像にブロックノイズが

入ることが視認可能であった。パケット損失率が 1×10-5未満(1×10-6以下

及び 1×10-7以下)の場合は、誤り検出時点の映像を個別に確認すればブロ

ックノイズ等を視認できる場合があるが、通常の視聴状態での視認は難し

いとの結果が得られている。 

 一方で、現行の品質省令で規定されている誤り訂正後のビット誤り率 1

×10－11は、TSストリームの伝送容量を 15Mbpsとすると、平均的には２時

間程度は誤りが生じない水準と考えることができる。これをパケット損失

率で考えると、通常の RTP パケットに TTS パケット(パケットサイズ 192

×８ビット)が７パケット挿入されている場合、RTPパケットの１パケット

当たりのサイズは、1.08×104ビットとなるから、伝送容量 15Mbpsで平均

的に２時間程度は誤りが生じない水準としては、1.0×10-7程度のパケット

損失率に相当すると考えられる。なお、伝送容量に応じて、誤りが生じる

頻度は異なるが、実証試験においては、12Mbps、30Mbps、60Mbps、80Mbps

のいずれの伝送容量でも、誤り検出時の映像の状態については同様である

との結果が得られている。 

 以上を踏まえ、受信者端子におけるパケットの損失率に関する技術的条

件としては 1×10-7以下とすることが適当である。 

 なお、パケットの損失率は、受信設備による上位層の前方誤り訂正(AL-

FEC: Application Layer Forward Error Correction)により改善が可能で

あるから、AL-FECを使用する場合は、当該前方誤り訂正後の損失率とする

ことが適当である(図 4.2-3のストリーミング処理部における AL-FEC処理

後)。 
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図 4.2-3 IP-STB等の機能構成例 

 

(2)上位層における前方誤り訂正(AL-FEC) 

 ヘッドエンドから受信者端子までの間でパケットの損失が生じた際に、

その損失に対処する手段として、AL-FEC がある。AL-FEC については、技

術基準とはせず、利用するか否かは事業者の判断となるが、パケットの損

失率の技術基準への適合性を評価する際に考慮することが適当である。 

 AL-FECのデータ構造等については、IETFの RFC 2733(An RTP Payload 

Format for Generic Forward Error Correction)、RFC 5109(RTP Payload 

Format for Generic Forward Error Correction)などに定められている。

一方、具体的な AL-FEC については、(一社)IPTV フォーラムの IPTV 規定 

地上デジタルテレビジョン放送 IP再送信運用規定(IPTVFJ STD-0005 1.4

版)(以下、「IPTV再送信運用規定」という)「第６編 通信運用規定」で定

められており、Pro-MPEG FEC Code of Practice #3 release2(以下、「Pro-

MPEG FEC」という)を採用している。 

 Pro-MPEG FECは L(横方向)×D(縦方向)個のパケットを 2次元に配置し、

縦方向、横方向の各パケットに演算(XOR)を施して得られた FEC パケット

を利用して誤り訂正を行う方法である。縦方向のみの FECパケットを利用

する Pro-MPEG 1D FEC、縦方向及び横方向の FECパケットを利用する Pro-

MPEG 2D FECがある。図 4.2-4は L=10、D=10の FECパケットを生成するた

めのパケット配置図である。100個のパケットに対して、Pro-MPEG 1D FEC

の場合は縦方向の FECパケットが 10個、Pro-MPEG 2D FECの場合は、縦方

向及び横方向を合わせて FECパケットが 20個生成されることとなる。 
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図 4.2-4 Pro-MPEG FECにおけるパケット配置 

 

 IP 放送実証試験報告書によれば、Pro-MPEG FEC の誤り訂正能力は、誤

り訂正前のパケット損失率に依存しており、誤り訂正前と誤り訂正後のパ

ケット損失率の関係は、Pro-MPEG 1D FECの D=5と、D=10の場合について

は、図 4.2-5のとおりである。この場合、誤り訂正後においてパケット損

失率 1×10-7以下を得るためには、誤り訂正前のパケット損失率が 1×10-4

以下である必要がある。なお、この誤り訂正能力は、ランダムに発生する

誤りに対するものである。 

 

 
 

図 4.2-5 Pro-MPEG 1D FECにおける誤り訂正能力 
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4.2.2.3 ネットワーク品質 

 IP 伝送におけるネットワーク品質は、ヘッドエンドから受信者端子まで

の間において、以下の(1)及び(2)の技術的条件を満たすこととする。 

(1)パケットの遅延は、1.0秒以下 

(2)パケットのジッタは、100ミリ秒以下 

 

(理由) 

 ヘッドエンドの主たる機器の入力端子の入力信号が受信者端子におい

て正確に復元できるという同一性、入力端子の入力信号が受信者端子に同

時と考えられる一定の時間内に到達するという同時性を確保する観点か

ら、受信者端子におけるパケットの遅延、ジッタ(到達時刻の揺らぎ）に関

する技術的条件をネットワーク品質とすることが適当である。 

 

(1)パケットの遅延 

 遅延とは、パケットをヘッドエンドの主たる機器の入力端子から受信者

端子まで伝送するために要する時間とする。ただし、ヘッドエンドで行わ

れる情報源符号化、多重化、スクランブル等(以下、「情報源符号化等」と

いう）は、放送番組の画質等事業者の提供するサービスの品質等に係るも

のであり、必要に応じ、任意規格等により対応することが適当であるから、

情報源符号化等に要する時間は当該遅延には含まないこととする。なお、

再放送に際しては、トランスコードや再スクランブルをしない場合には、

ヘッドエンドで情報源符号化等の処理は行われないのが通常である。自主

放送の場合も情報源符号化等の処理は、送出に先立って行われるのが通常

である。 

 遅延の検討に当たっては、入力端子の入力信号が受信者端子に同時と考

えられる一定の時間内に到達するという同時性を確保する観点からは、

様々な考え方を採ることができる。本報告では、一つの考え方として、放

送番組の伝送遅延に対する視聴者の感覚として、どの程度であれば遅れて

いると感じないかという観点から、映像や音声等は高度な符号化が行われ

ており、復号には一定の時間を要することを踏まえ、特に最大の容量を有

する映像に係るストリームの復号に要する時間を基準に考えることとす

る。映像の符号化方式である ITU-T 勧告 H.262(MPEG-2)、H.264(MPEG-4 

AVC)、H.265(HEVC)のいずれの方式であっても、前後のフレームとは独立し

て復号可能なフレーム(Intra Frame：以下、「Ｉフレーム」という)が周期

的に出現し、受信設備では選局後、当該フレームを受信してから映像が再

生されることとなる。「デジタル放送における映像符号化、音声符号化及

び多重化方式 標準規格」(ARIB STD-B32)において、遅延時間に関する制

約として、H.265(HEVC)におけるＩフレームの間隔は原則 32/60 秒以内で

最大 1.0秒、また、その復号処理遅延は 0.5秒以下とされている。これに
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より、放送波を直接受信する場合においても、映像を再生するには、I フ

レームの待機時間と受信設備の処理時間が必要であり、受信開始から映像

が再生されるまでに 0.5～1.5 秒程度の遅延が生じている。したがって、

パケットの遅延を、当該遅延の平均程度以下、すなわち 1.0秒以下とする

ことで、パケットの遅延と映像を再生するまでの処理時間を合わせて 1.5

～2.5 秒以下とすることができ、視聴者の感覚からは同時性の観点で違和

感がないと考えられるから、パケットの遅延に関する技術的条件としては、

1.0秒以下とすることが適当である。 

 なお、将来、出現すると想定される新たな映像符号化方式において、同

様の考え方を採り得るか否かについては、新たな映像符号化方式が国際標

準等として規格化された時点で改めて検討することが適当である。 

 

(2)パケットのジッタ 

 技術的条件を決定するに当たり、(一社)日本ケーブルラボにおいて実証

試験を実施した。実証試験においては、送信側において、エミュレータに

より遅延を 100～500ms の範囲で変化させることでジッタを発生させて、

受信側において、TSアナライザによりジッタを測定した。併せて、IP-STB

を接続して映像音声の状態を観察した。 

 TSアナライザで測定されたジッタは非常に小さな値となっているが、TS

アナライザ自身はジッタを吸収するバッファを有していないため、ジッタ

に対応せず、受信エラーを検出したが、IP-STBはジッタに対応して映像及

び音声を適切に受信することができ、映像品質等に影響は出なかった。 

 また、(一社)IPTV フォーラムの IPTV 再送信運用規定「第７編 送出運

用規定」において、ガイドラインとして、パケット受信時のジッタは 100

ミリ秒以下(送出設備及びネットワークにおける合計値)が望ましいとさ

れており、既に市場に供給されている受信設備も本規定に基づいて製造さ

れ、市場で利用されている実績がある。 

 したがって、ジッタについては、IP放送実証試験報告書によれば、適切

な容量のバッファを IP-STB 等が有していれば、放送番組の視聴に影響は

出ないことから、既に利用の実績がある、IPTV再送信運用規定のガイドラ

インを踏まえ、技術的条件としては、100 ミリ秒以下とすることが適当で

ある。 

 

(3)緊急地震速報等 

 IP伝送による緊急地震速報等を含む再放送等を行う場合、緊急地震速報

等については、その性質から特に迅速な提供が可能な方式により行うこと

ができるよう、民間規格等において、十分に短い時間で伝送できるよう配

慮することが適当である。 
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4.2.2.3 安定品質 

 IP 伝送における安定品質は、ヘッドエンドから受信者端子までの間にお

いて、以下の(1)及び(2)の技術的条件を満たすこととする。 

(1)安定的な伝送のための措置 

 品質省令第２章第２節で規定されたデジタル有線テレビジョン放送方

式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件と同等

の安定性を確保するために必要な以下のいずれかの措置を講ずる。 

①IP 伝送による放送番組の伝送に際して利用されるパケットを優先的に

伝送するために必要な措置 

②IP 伝送による放送番組の伝送に際して利用されるパケットのみを伝送

する帯域を確保するために必要な措置 

 

(2)伝送帯域 

 ヘッドエンドから受信者設備までの間における以下の区間においてそ

れぞれ十分な伝送帯域を有するものとする。 

①中継系伝送路設備においては、提供する全ての放送番組を伝送するため

に必要な伝送帯域 

②アクセス系伝送路設備においては、受信者端子において提供しようとす

る放送番組の全てを伝送するために必要な伝送帯域 

 

(理由) 

 IP 伝送は、RF 方式による伝送と比較して、放送用と通信用の周波数が

固定的に割り当てられていないため、伝送路を柔軟に利用して、放送と通

信のトラヒックを効率的に伝送することが可能になっている。一方で、一

般に放送と通信のトラヒックが同じ伝送路を共用しており、時間帯や地域

に応じてトラヒックの変動が生じ、また、送信側、受信側の状況により、

トラヒックが想定の範囲を超えて大きく変動する可能性がある。 

 通信のトラヒックの変動にかかわらず、放送のトラヒックを安定して伝

送するためには、ケーブルテレビ事業者等は、IPネットワークを含む有線

放送設備を適切に設計、構成、運用することが必要である。ただし、これ

に必要なコストや運用等がケーブルテレビ事業者等の過大な負担になら

ないように留意する必要がある。 

 IPネットワークを利用して、放送のトラヒックを安定的に伝送する観点

から、ヘッドエンドから受信者端子までの区間において、安定的な伝送た

めの措置、伝送帯域に関する技術的条件を、安定品質とすることが適当で

ある。 

(1)安定的な伝送のための措置 

 IP伝送により、放送のトラヒックを安定的に伝送するためには、放送
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トラヒックの優先制御を行うこと、放送トラヒックのための専用帯域を

確保すること等があり技術基準としてこれらの要件化を検討すること

が適当である。 

 放送トラヒックの優先制御は、IPパケットのヘッダ部のサービス種別

(Type of Service:IPv4 の場合)又はトラヒッククラス（Traffic 

Class:IPv6の場合)の先頭３ビットを利用して、IPパケットの優先度を

設定することにより行う。最大８段階の優先度の設定が可能となるが、

IP放送送出装置等において、放送のトラヒックには十分に高位の優先度

を設定した上で、ルータ等により当該優先度の設定を参照して、放送ト

ラヒックが通常の通信トラヒックよりも優先的にルーティング、伝送さ

れるように処理する必要がある。優先制御に関して、設定した優先度と

同等以上の優先度のトラヒックが集中することにより放送トラヒック

の安定品質が低下しないような技術的な手段が確保されるとともに、IP

ネットワークの有する伝送帯域や利用者の動向等を踏まえ、IPネットワ

ークの監視や必要に応じた伝送帯域の拡張等の適切な運用を行うこと

が必要である。 

 放送トラヒックの専用帯域の確保は、論理的又は物理的に放送トラヒ

ックのみが伝送される帯域を利用してルーティング、伝送を行う必要が

ある。専用帯域を確保している場合についても IP ネットワークの監視

や必要に応じた伝送帯域の拡張等の適切な運用を行うことも必要であ

る。 

 

(2)伝送帯域 

 ケーブルテレビ事業者等は、映像及び音声のほか、放送事業者等が送

信しようとしている放送に係る信号の全てを含む情報を送るための IP

ネットワークの帯域として、中継網やアクセス網などにおいて、受信者

に対して提供しようとする放送サービスの提供条件に基づき、必要な帯

域を確保することが必要である。 

 なお、ここでいう必要な帯域の確保とは、中継網、アクセス網等にお

ける伝送に利用する通信方式について ITU、IEEE 等の規格で定められ

た伝送帯域の値を用いて算出された帯域があることで足りると考える

ことが適当である。  

 必要な帯域を算出にするにあたり、各受信者の家庭では、複数の受信

設備による視聴や裏番組の録画など複数の放送番組を同時に受信する

ニーズが想定されるため、放送番組を複数同時に提供することが望まし

いが、４Ｋ・８Ｋ等の大容量の映像を含む放送番組については、最低限、

１番組を伝送することを確保することが必要である。ケーブルテレビ事

業者等が受信者に対して提供しようとする放送サービスの提供条件に

応じて、２番組以上の放送番組を同時に受信者に対して伝送する必要が
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ある場合には、当該事業者においては、同時に伝送する番組数に応じた

帯域を確保することが必要である。 

 IP 伝送による放送信号の伝送に必要な帯域は、放送番組の映像信号、

音声信号、データ信号その他の信号の伝送に必要な帯域を番組の種類

(標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビ

ジョン放送等)毎に算出し、ケーブルテレビ事業者等は、受信者に対して

提供しようとする放送サービスの提供条件に応じて、必要な帯域を確保

することが適当である(図 4.2-7 に伝送帯域の算出方法の事例を示す)。 

 

（参考 4.2-1）映像・音声・字幕等により構成される放送番組の伝送に利用され

る容量 

地上放送(2K) 約 24Mbps[H.262] 

約 15Mbps[H.264] 

ケーブル４Ｋ(4K) 約 29Mbps[H.265] 

新 4K8K衛星放送(4K) 約 33Mbps[H.265] 

新 4K8K衛星放送(8K) 約 100Mbps[H.265] 

 

（参考 4.2-2）放送システム委員会報告(平成 26年 3月 25日参考資料 9 60/P 及

び 60/I映像の所要ビットレート確認実験) 

映像フォーマットの例 所要ビットレート 

(テストモデルを用いた推定) 

1080/60/I(2K) 

1080/60/P(2K) 

10Mbps～15Mbps[H.265] 

10Mbps～15Mbps[H.265] 

2160/60/P(4K) 30Mbps～40Mbps[H.265] 

4320/60/P(8K) 80Mbps～100Mbps[H.265] 

 

 ケーブルテレビ事業者等は、中継系伝送路設備のコア網及び中継網に

おいては、当該事業者が提供する全ての番組を送信することができる帯

域、アクセス系伝送路設備のアクセス網においては、当該事業者が受信

者に対して同時に提供するとしている番組数に応じて、必要な数の番組

を同時送信することができる帯域を確保することが必要である(コア網、

中継網、アクセス網の伝送路の区分については、図 4.2-4、図 4.2-5、図

4.2-6を参照)。 
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図 4.2-4 IP伝送網の区分(FTTH、地域 IP伝送型) 

 

 

 

図 4.2-5 IP伝送網の区分(FTTH、広域 IP伝送型) 

 

 

 

図 4.2-6 IP伝送網の区分(HFC、地域 IP伝送型) 
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○ケーブルテレビ事業者等が、地上放送[HD]9 番組、衛星放送[HD]29番組、自主放

送[HD]70番組、ケーブル４K等[4K]2 番組の放送サービスを提供し、加入者に対

して、4Kは 1番組、その他は 2番組を同時提供することとした場合の事例 

必要な帯域の算出     

地上放送[HD, H.264] 15Mbps × 9 番組 =135Mbps 

衛星放送[HD, H.264] 15Mbps × 29 番組 =435Mbps 

自主放送(多チャンネル番組)[HD, H.264] ６Mbps × 70 番組 =420Mbps 

自主放送(ケーブル 4K 等)[4K, H.265] 29Mbps × 2 番組 =58Mbps 

 合計  1,048Mbps 

○コア網及び中継網で必要な帯域(全番組を伝送可能な帯域) 

1,048Mbps 

○アクセス網で必要な帯域(同時送信する番組全てを伝送可能な帯域) 

・４K １ｃｈ 29Mbps 

・地上放送 ２ｃｈ 30Mbps 

・地上放送＋衛星放送 30Mbps 

・地上放送＋自主放送(多チャンネル番組) 21Mbps 

 

図 4.2-7 伝送帯域の算出方法の事例(IP放送報告書より抜粋) 

 

 

4.2.2.4 受信者端子間分離度及び受信者端子におけるその他の条件等 

 IP 伝送に係る受信者端子の技術的条件として、受信者端子間分離度及び

受信者端子におけるその他の条件等は適用しない。 

 

(理由) 

 IP 伝送に係る受信者端子における信号の条件として、IP パケットのアド

レス、ネットワーク品質、安定品質に係る技術的条件となっており、電磁波

に関する技術的条件ではないから、現行の受信者端子間分離度及び受信者端

子におけるその他の条件等の規定を適用する必要はない。 

 

 

4.3 受信者端子以外の性能規定点における技術的条件 

 

4.3.1 受信者宅内ネットワークの構成 

 受信者宅内ネットワークは、受信者宅(戸建て、集合住宅等)の構造に応じ

て、様々な形態があるが、本報告では受信者宅内の最も基本的なネットワー

ク構成を対象に技術的条件を検討する。当該検討に際しては、IPネットワー

クにおけるルーティングはルータ等の機能により実現されていることから、

IP伝送型ケーブルテレビにおける受信者端子については、STBの機能を有す

る機器とルータ等を含む一体の設備を受信設備とみなすことができること

30Mbps 
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とし、この場合、当該受信設備の入力端子を受信者端子とすることが適当で

ある。 

 なお、基本的なネットワークとは異なる形態のものについては、IP放送報

告書にあるとおり、その多様性・複雑性に鑑みて、民間標準化団体等の主導

の下、民間規格による技術仕様の策定、それを活用した推奨や認証の仕組み

を進めていくことを期待するとともに、一般には、ケーブルテレビ事業者等

と受信者の間の契約約款等に基づき個々のケースに応じた対応をしていく

ことが適当である。 

 

4.3.2 受信者宅内ネットワークの構成要素 

 受信者宅内ネットワークは、FTTHの場合は、図 4.3-1のように、ONU(受信

用光伝送装置)の出力端子、ルータ、受信者端子、受信設備の構成要素から

なる。 

 

 
 

図 4.3-1 受信者宅内ネットワークに関する構成要素、性能規定点(FTTH) 

 

 また、HFCの場合は、図 4.3-2のように、保安装置の出力端子、CM(Cable 

Modem)、ルータ、受信者端子、受信設備の構成要素からなる。 

 

 

 

図 4.3-2 受信者宅内ネットワークに関する構成要素、性能規定点(HFC) 
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4.3.3 受信用光伝送装置の入力端子又は出力端子 

 受信用光伝送装置の入力端子又は出力端子においては、技術的条件は定め

ないこととする。 

 ただし、IP-STB 等の機能を有する機器とルータ等を含む一体の設備を受

信設備とみなすことができるから、この場合、当該受信設備の入力端子を受

信者端子とみなして、受信用光伝送装置の出力端子における技術的条件は、

受信者端子における技術的条件と同等と考えることができる。 

 

(理由) 

 IP 放送実証試験報告書の実証試験の結果に基づけば、受信用光伝送装置

の入力端子における受光レベルとパケット損失率の相関係数|R|は、80Mbps

と 12Mbpsのデータを伝送した場合、それぞれ、|R|≒0.739、|R|≒0.810と

され、パケットの損失率と受信用光伝送装置の入力端子における受光レベル

には、一定の相関関係があることが認められる(80Mbps 場合：図 4.3-3、

12Mbpsの場合：図 4.3-4)。 

 

 
 

図 4.3-3 80Mbpsにおける受光レベルとパケット損失率の関係 
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図 4.3-4 12Mbpsにおける受光レベルとパケット損失率の関係 

 

 しかしながら、この相関関係は、実証試験の実施環境からは、アクセス網

についての結果であり、中継網を有していない地域 IP 伝送型ケーブルテレ

ビについては適用の可能性があるが、中継網を有する広域 IP 伝送型ケーブ

ルテレビについては、コア網及び中継網におけるパケット損失等が考慮され

ていないから、そのまま適用することはできない。また、アクセス網に採用

した光アクセス技術の方式等の違いにより相関関係が異なる可能性もある

ことから、引き続き、検証が必要である。 

 したがって、受信用光伝送装置の入力端子における受光レベルと、IP放送

送出装置等から送出されたパケットが受信者端子に到達するまでの全区間

における損失率との関係が明確になっていないことなど、実証が十分になさ

れたとはいえないから、今後の検討課題とし、受信用光伝送装置の入力端子

における技術的条件は定めないこととするのが適当である。 

 一方、受信用光伝送装置の出力端子については、IP-STB等の機能を有する

機器とルータ等を含む一体の設備を受信設備とみなすことができるから、こ

の場合、当該受信設備の入力端子(図 4.3-1では、ルータの入力端子)が受信

者端子とみなせる。この場合、当該受信者端子と受信用光伝送装置の出力端

子との間を適切な LANケーブル等で接続し、当該ルータにおいて放送のトラ

ヒックが優先されるようにルーティングされていれば、当該出力端子から当

該受信者端子までの信号の劣化は極めて小さく、実質的に両端子の技術的条

件は同等とみなすことができるから、当該性能規定点における技術的条件は、

受信者端子における技術的条件と同等と考えることができる。したがって、

受信用光伝送装置の出力端子における技術的条件は定めないこととする。 

 

4.3.4 保安装置の出力端子 

 保安装置の出力端子においては、技術的条件は定めないこととする。 
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(理由) 

 IP 放送実証試験報告書の実証試験の結果に基づけば、保安装置の出力端

子における搬送波(C: Carrier)のレベルと雑音(N: Noise)のレベル比（CN

比)とパケット損失率の相関関係|R|は、80Mbpsと 12Mbpsのデータを伝送し

た場合、それぞれ、|R|≒0.741、|R|≒0.744とされ、パケットの損失率と保

安装置の出力端子における CN 比には、一定の相関関係があることが認めら

れる(80Mbps場合：図 4.3-5、12Mbpsの場合：図 4.3-6)。 

 しかしながら、実証試験の結果は、地域 IP 伝送型ケーブルテレビについ

て適用の可能性があるが、コア網におけるパケット損失等が考慮されていな

いから、保安装置の出力端子の技術的条件としてそのまま適用することはで

きない。また、採用した変調方式や通信方式等の違いにより相関関係が異な

る可能性もあることから、引き続き、検証が必要である。 

 したがって、実証が十分になされたとはいえないから、今後の検討課題と

し、保安装置の出力端子における技術的条件は定めないこととするのが適当

である。 

 

 

 
図 4.3-5 80Mbpsにおける CN比とパケット損失率の関係 
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図 4.3-6 12Mbpsにおける CN比とパケット損失率の関係 

 

 

4.4 情報源符号化方式等に係る技術的条件 

 

4.4.1 情報源符号化、多重化、誤り訂正、スクランブル、緊急警報信号等に

ついての技術的条件 

 品質省令第 11条第３項等の規定を準用する。 

 

(理由) 

 IP伝送における伝送品質は、品質省令第２章第２節で規定されたデジタ

ル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線

放送設備に係る条件と同等程度の技術的条件を定めることとしているか

ら、情報源符号化、誤り訂正、スクランブル、緊急警報信号等の条件につ

いても同等の条件とすることが適当である。 

 

4.4.2 多重化(IPパケット化に係る部分に限る)についての技術的条件 

 TSパケット及び TLVパケットを IPパケット化して伝送する。 

 

(理由) 

 放送に係る MPEG-2 TS(Moving Picture Expert Group-2 Transport 

System)方式及び MMT･TLV(MPEG Media Transport・Type Length Value)方

式により生成されたストリームである TS(Transport Stream)パケット及

びTLVパケットは、映像、音声等が多重化されたビットストリームであり、

IP ネットワークを利用して伝送するためには、IP パケット化をして伝送

することが適当である。 

 TS パケット及び TLV パケットのレイヤモデルを図 4.4-1 及び図 4.4-2

に示す。 
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図 4.4-1 MPEG-2 TS方式のレイヤモデル 

 

 

 
 

図 4.4-2 MMT･TLV方式のレイヤモデル 

 

4.4.2.1 タイムスタンプ付 TS 

 IP パケット化に際し、IP 伝送においては、再放送のための同期等を行う

ため、タイムスタンプを付与した TS パケット(又は分割 TLV パケット)を利

用することがあることから、タイムスタンプ付 TS パケット(以下、「TTS パ

ケット」という）を定義する。 

 

 TTSパケットは以下のデータ構造を有する。なお、分割 TLVパケットにタ

イムスタンプを付した場合も同様の構造とする。 

データ構造 Bit Identifier 

TimeStampedTS() { 
 Do { 
  Timestamp 
  transport_packet() 
 } 
} 

32 uimsbf 
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4.4.2.2 RTP(Real-time Transport Protocol) 

 IP パケット化に関して、トランスポート層のプロトコルとして RTP を利

用する場合、原則として、RFC 3550(RTP: A Transport protocol for Real-

Time Applications)に従う。ヘッダ構成及びヘッダフィールドは以下のとお

り。 

 

 

注： V: version(2bits) P: padding(1bit) X: extension(1bit) 

 CC: CSRC count(4bits) M: marker(1bit) PT: Payload Type(7bit) 

 

図 4.4-3 RTPのヘッダ構成及びヘッダフィールド 

 

4.4.2.3 UDP(User Datagram Protocol) 

 IP パケット化に関して、トランスポート層のプロトコルとして UDP を利

用する場合、原則として、RFC 768(User Datagram Protocol)に従う。ヘッ

ダ構成及びヘッダフィールドは以下のとおり。 

 

 
 

図 4.4-4 UDPのヘッダ構成及びヘッダフィールド 

 

4.4.2.4 IPパケット化された TTSパケット 

 RTP/UDP プロトコルを利用した場合の、TTS パケットの IP パケット化は、

IP パケットのサイズをルータ等が１回の転送で伝送可能な MTU(Maximum 

Transmission Unit)(1,500バイトが標準)のサイズ以下にする観点から、TTS

パケットのサイズが 192 バイトであることを踏まえ、一つの IP パケットに

は、IP ヘッダ(20 バイト)、UDP ヘッダ(8 バイト)、RTP ヘッダ(12 バイト）

及び７個の TTSパケットを格納し、合計 1,384バイトとすることが標準的で

ある。 
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図 4.4-5 IPパケット化された TTSパケット 

 

 

4.5 サービス可用性に関する技術的条件 

 サービス可用性(技術基準で規定された値を算出できる確率の設定等)に

ついての技術的条件は定めないこととする。 

 

(理由) 

 IP 伝送型ケーブルテレビの導入に際して、ケーブルテレビ事業者等に対

して、IP伝送に係るサービス可用性に関して、技術基準の適合性に関する測

定を行わせ、その結果を報告させることの妥当性を検討した。 

 放送法第 139 条に基づき、総務大臣は、ケーブルテレビ事業者等に対し、

有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の安全・信頼性の確保及び当

該電気通信設備を用いて行われる有線一般放送の品質適正性の確保を目的

として設けられた規定の施行に必要な限度において、報告を求めることがで

きるともに、その職員に、当該電気通信設備を設置する場所に立ち入り、当

該電気通信設備を検査させることができる。 

 ケーブルテレビ事業者等は、本条及び放送法施行規則第 159 条に基づき、

毎年、登録に係る有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況等を

総務大臣に報告している。また、重大事故が発生した場合にも放送法第 137

条に基づく報告等が義務付けられている。 

 既存の制度の下で、技術基準への適合性に関する報告義務や総務省の職員

による立入検査の権限があることも踏まえれば、IP 伝送型ケーブルテレビ

を導入したケーブルテレビ事業者等のみに対して、現状の年次報告に加え、

追加的に義務を課すことは、有線一般放送の安全・信頼性及び品質適正性の

確保等の観点からは、これまでの有線一般放送の業務の実施状況を踏まえれ

ば、必ずしも必要とは考えられない。 

 したがって、サービス可用性(技術基準で規定された値を算出できる確率

の設定等)についての技術的条件は定めないこととすることが適当である。 

 しかしながら、通信のトラヒックの変動の影響が受信者による放送の受信

に影響を与えない水準を維持するため、ケーブルテレビ事業者等において、

適切なネットワークの運用を行う観点から、必要な範囲で技術的条件等を測

定することも考えられる。 

 なお、災害時や特定の利用者等を原因とする通信トラヒックの急激かつ予
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測不可能な変動が生じることがある。特に災害時については、国民生活への

影響が大きいため、災害時においても必要最低限の災害情報等を受信者に提

供できるようにする観点から、可能な場合には、あらかじめ放送事業者等と

協議した上で、衛星基幹放送の降雨減衰対策等を参考に、低画質映像を放送

することにより、伝送するトラヒックを制限するような運用を検討しておく

ことも考えられる。 

 

4.6 測定方法に関する基本的な考え方 

 

(1)IP放送送出装置等において、測定の対象となるパケットにシーケンス番

号及び時刻を付与し、受信者端子において、当該シーケンス番号又は時刻

を取得し、損失率、遅延、ジッタを測定する。 

(2)測定値の算出については、ITU-T 勧告 Y.1540(Internet Protocol data 

communication service - IP packet transfer and availability 

performance parameters)等の国際標準を踏まえた算出方法とする。 

(3)ネットワークを敷設等する際における有線一般放送に用いる電気通信設

備の技術基準への適合性の確認に際しては、実用サービスと同等程度の試

験環境を構築して計測を行う。 

(4)個々の受信者端子の技術基準への適合性の確認に際しては、原則として、

実用サービスが提供されている受信設備における受信者端子において測

定を行う。 

(5)具体的な測定方法については、IP放送サービスの提供状況や市場におけ

る測定機器の状況などを踏まえて、民間標準化団体等において、引き続き、

通信のトラヒックの変動、放送の伝送容量等を考慮して測定時間、区間等

を含め測定方法の詳細化等の検討を行い、適切な方法を定める。 
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5.デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有

線放送設備に係る技術的条件 

 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う

有線放送設備に係る技術的条件のうち、搬送波の変調の型式が 64 値直交振幅

変調（以下、「64QAM変調」という）及び 256値直交振幅変調（以下、「256QAM

変調」という）の場合における搬送波等の条件に関する技術的条件を検討した。

なお、検討の結果、搬送波の変調の型式が 64QAM変調の場合における搬送波等

の条件に関する技術的条件については、見直しの必要性がないとした。 

 

 

5.1 搬送波の変調の型式が 256QAM変調の場合における搬送波等の条件 

 搬送波の変調の型式が 256QAM 変調の場合における搬送波等の条件のうち、

搬送波のレベル及び搬送波のレベルと雑音のレベルの比は、総務省情報通信審

議会の平成 19 年３月 28 日の一部答申（「ケーブルテレビシステムの技術的条

件」のうち「FTTH 等の伝送帯域の拡大に伴う BS-IF 等パススルー伝送並びに

情報源符号化方式及び伝送路符号化方式の高度化に関する技術的条件」（諮問

第 2024 号））に基づき、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令

（平成 23 年総務省令第 95 号）（以下、「品質省令」という）の第 12 条におい

て表 5.1-1のとおり規定されている。 

 

表 5.1-1 搬送波等の条件（256QAM変調） 

区     別 条      件 

搬送波のレベル 57＋10log10（Z/75）以上 81＋10log10（Z/75）

以下 

※Z は、出力端子の定格出力インピーダン

ス(単位オーム) 

搬送波のレベルと雑音のレ

ベルの比 

34デシベル以上 

 

 搬送波の変調の型式が 256QAM 変調の場合における搬送波等の条件のうち、

搬送波のレベルと雑音のレベルの比は、保安装置の出力端子又は受信用光伝送

装置の出力端子及び受信用光伝送装置の入力端子において、品質省令の第 12

条において、それぞれ表 5.1-2及び表 5.1-3のとおり規定されている。 
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表 5.1-2 保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子における搬送波等の

条件（256QAM変調） 

区     別 条      件 

搬送波のレベルと雑音のレ

ベルの比 

36デシベル以上（保安装置又は受信用光伝

送装置の出力端子から受信者端子までの

搬送波のレベルと雑音のレベルの比が 39

デシベル以上である場合） 

 

表 5.1-3 受信用光伝送装置の入力端子における搬送波等の条件（256QAM

変調） 

区     別 条      件 

搬送波のレベルと雑音のレ

ベルの比 

37デシベル以上（受信用光伝送装置の入力

端子から受信者端子までの搬送波のレベ

ルと雑音のレベルの比が 39 デシベル以上

である場合） 

 

 
5.1.1 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比の技術的条件 

 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比（CN比）は、32dB以上とする。 

 

（理由） 

搬送波の変調の型式が 256QAM 変調の場合における必要な CN 比を求めるた

め、現在市場で入手可能な STBを用いて、256QAM 信号にガウスノイズを重畳

して CN比を変化させたときに対するビット誤り率（BER: Bit Error Rate）を

測定した。 

このときの、測定条件は以下のとおり。 

・搬送波周波数（U14：479MHz、U61：761MHz） 

・搬送波レベル（55dBμB、66dBμB） 

なお、試験系統図は図 5.2-1のとおり。 

 

図 5.1-4 256QAM信号の CN比と BER測定の試験系統図 
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複数の STB について測定を行い、図 5.1-5 から図 5.1-8 のような結果が得

られた。 

 

 

図 5.1-5  CN 比対 BER 特性（U14、66dBμV） 

 

 

 

図 5.1-6  CN 比対 BER 特性（U61、66dBμV） 
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図 5.1-7  CN 比対 BER 特性（U14、55dBμV） 

 

 

 

図 5.1-8 CN 比対 BER 特性（U61、55dBμV） 

 

品質省令の入力信号の条件である誤り訂正前の BERが 1×10－4となるのに必

要な CN 比の条件は、表 5.1-4 のとおりとなる。したがって、必要な CN 比は、

測定結果のうち、最悪値である 31.8dB以上とする。 
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表 5.1-4  BERが 1×10
－4

となる CN比（dB） 

 66dBμV 
(U14／U61) 

55dBμV 
(U14／U61) 

STB1 30.8 / 30.8  31.0 / 31.1 
STB2 30.8 / 30.8 31.0 / 31.1  
STB3 31.5 / 31.6 31.8 / 31.8  
STB4 31.0 / 31.0 31.3 / 31.3 
STB5 30.7 / 30.7 30.7 / 30.8 
STB6 30.7 / 30.7 30.7 / 30.8 

 

ただし、STBには製品による個体差があるため、これを考慮する必要がある。

標準的な性能を有する STB と正常の範囲内ではあるが最も性能が低い STB と

の性能の差である 0.54dBを考慮すると、必要な CN比は、32.34dBとなる。 

したがって、32.34dBを切り上げて 33dBとすることが適当である。 

なお、今回の試験測定に使用した全ての STBは、内部構成として入力信号の

分配回路等を有する STB（図 5.1-9）であるが、現在、品質省令の規定は、STB

の内部構成が最も基本的なもの（以下「基本 STB」という）（図 5.1-10）に基

づき、技術基準が定められている。したがって、必要な CN 比については、内

部構成の違いを考慮して修正する必要がある。 

 

図 5.1-9 入力信号の分配回路を有した STBの内部構成図 

 

 

図 5.1-10 基本 STBの内部構成図 

 

基本 STBに必要な CN比は、入力信号の分配回路を有する場合に比べ 0.19dB

良くなるため、入力信号の分配回路を有する STB の CN 比である 31.8dB は、

31.61dBに相当する。また、基本 STBの性能の個体差は入力信号の分配回路を

有する STB の性能の個体差である 0.54dB に比べ、0.16dB と小さくなってお

り、基本 STBの性能の個体差を考慮した場合に必要な CN比は 31.77dBとなる。 
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したがって、搬送波の変調の型式が 256QAM変調の場合における必要な CN比

の条件は、31.77dBを切り上げて 32dBとすることが適当である。 

 

5.1.2 搬送波のレベルの技術的条件 

 搬送波のレベルは、出力端子の定格出力インピーダンスが 75 オームの場合

において、55dBμV以上 81dBμV以下とする。 
 

(理由) 

 搬送波のレベルの下限について、雑音レベルについては、従来どおり、標準

テレビジョン放送の下限値 60dBμV、標準テレビジョン放送の所要 CN比（38dB）

及び帯域幅による雑音のレベル換算 1dBより、23dBμVとなる。今般の 256QAM

変調における CN 比の見直しにより、必要な CN 比が 32dB となったことから、

下限レベルは 55dBμVとなる。したがって、搬送波のレベルは、55dBμV以上

81dBμV以下とすることが適当である。 

 

 

 

図 5.1-11 搬送波のレベル（256QAM） 

 

5.1.3 受信用光伝送装置等の入出力端子における搬送波のレベルと雑音のレ

ベルの比 

 

5.1.3.1 保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子における搬送波のレベル

と雑音のレベルとの比の技術的条件 

 保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までの搬送波

のレベルと雑音のレベルとの比（CN比）が 39dB以上の場合にあっては、当

該出力端子における CN比は 33dB以上とする。 
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(理由) 

 搬送波の変調の型式が 256QAM 変調の場合における保安装置又は受信用光

伝送装置の出力端子で必要な CN比は、現在の棟内伝送路の CN比の基準であ

る 39dB 及び今般見直す受信者端子で必要な CN 比 32dB より逆算すると

32.97dBとなる。したがって、当該出力端子において搬送波の変調の型式が

256QAM 変調の場合における必要な CN 比は切り上げて 33dB とすることが適

当である。 

 

図 5.1-12 保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子の CN比 

 

5.1.3.2 受信用光伝送装置の入力端子における搬送波のレベルと雑音のレベ

ルとの比の技術的条件 

 受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までの搬送波のレベルと雑

音のレベルとの比（CN比）が 39dB以上の場合にあっては、受信用光伝送装

置の入力端子における CN比は 34dB以上とする。 

 

(理由) 

 5.1.3.1 より、搬送波の変調の型式が 256QAM 変調の場合における保安装

置又は受信用光伝送装置の出力端子で必要な CN比は 32.97dB、これを CN比

38dBの FTTH伝送路で HEへさかのぼると 34.6dBとなる。34.6dBに信号偏差

2dB を加えた 40dB の FTTH 伝送路で受信用光伝送装置へ下ると 33.5dB とな

る。したがって、受信用光伝送装置の入力端子で必要な推定 CN 比は切り上

げて 34dBとすることが適当である。 

 

 
図 5.1-13 受信用光伝送装置の入力端子の CN比 
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注：推定 CN比は以下の式 5.1から求める。 

𝐶𝐶 𝑁𝑁⁄ = 10 log10 �
1
𝐵𝐵𝑁𝑁

∙
1
2 ∙ (𝑚𝑚𝑘𝑘 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝑃𝑃𝑠𝑠)2

∑ {𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑛𝑛 ∙ (𝑅𝑅 ∙ 𝑃𝑃𝑛𝑛)2 + 2 ∙ 𝑒𝑒 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝑃𝑃𝑛𝑛} + 2 ∙ 𝑒𝑒 ∙ 𝑅𝑅𝑑𝑑0 + 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒2
𝑁𝑁𝑇𝑇
𝑛𝑛=1

�  [dB] 

ここで 

𝐵𝐵𝑁𝑁 : 雑音帯域幅（デジタル有線テレビジョン放送信号 256QAM 方式：

5.30×106 [Hz]） 

𝑚𝑚𝑘𝑘 : 当該搬送波の光変調度 

𝑅𝑅  : 受光素子の光から電気への変換効率 [A/W] 
𝑁𝑁𝑇𝑇 : 同時に伝送している光信号の波数 

𝑃𝑃𝑆𝑆 : 当該搬送波で変調している光信号の受光電力 [W] 
𝑃𝑃𝑛𝑛 : n 番目の光信号の受光電力 [W] 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑛𝑛 : n 番目の入力光信号の相対強度雑音（RIN：Relative Intensity Noise） 
[1/Hz] 
𝑒𝑒 : 電気素量（1.602×10-19 [C]） 

𝑅𝑅𝑑𝑑0 : 受光素子の暗電流 [A] 
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒: 受光部の入力換算雑音 [A √Hz⁄  ]  

 

また、1 つの光信号に対する全光変調度 M、k 番目搬送波の光変調度𝑚𝑚𝑘𝑘、

および伝送搬送波数 K は式 5.2 の関係にある。 

𝑀𝑀 = ��𝑚𝑚𝑘𝑘
2

𝐾𝐾

𝑘𝑘=1

 

式 5.1 において、1 波長のみを使用する場合は𝑃𝑃𝑆𝑆 = 𝑃𝑃1及び𝑁𝑁𝑇𝑇＝1 として

算出する。 

 

 

5.2 搬送波の変調の型式が 64QAM変調の場合における搬送波等の条件 

 
搬送波の変調の型式が 64QAM変調の場合における搬送波等の条件のうち、搬

送波のレベルと雑音のレベルの比は、品質省令の第 12 条において表 5.2-1 の

とおり規定されている。 

 
 
 
 
 

（式 5.1） 

（式 5.2） 
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表 5.2-1 搬送波等の条件（64QAM変調） 

区     別 条      件 

搬送波のレベルと雑音のレ

ベルの比 

26デシベル以上 

 

5.2.1 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比の技術的条件 

 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比（CN比）は、現行の 26dB以上の規定

を維持することとする。 

 

（理由） 

 搬送波の変調の型式が64QAM変調の場合における必要なCN比を求めるため、

5.1で行った測定と同様の測定を 64QAM変調された信号について行うと、入力

信号の分配回路を有する STB の CN 比は 25.27dB となり、STB の性能の個体差

の 0.54dBを考慮すると、必要な CN比は、25.81dBとなる。 

したがって、25.81dBを切り上げて 26dBとなる。 

 

 次に、64QAM 変調における基本 STB に必要な CN 比は、入力信号の分配回路

を有する場合に比べ 0.19dB 良くなるため、入力信号の分配回路を有する STB

の CN 比である 25.27dB は、25.08dB に相当する。また、基本 STB の性能の個

体差は 0.16dB となるため、基本 STB の性能の個体差を考慮した場合に必要な

CN比は 25.24dBとなる。 

 したがって、搬送波の変調の型式が 64QAM 変調の場合における必要な CN 比

の条件は、25.24dB を切り上げて 26dB となるから、現行の規定を維持するこ

とが適当である。 
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6.今後の検討課題 

6.1 IP放送に関する課題 

(1)受信者端子における測定方法の検討 

 IP 伝送型ケーブルテレビのサービス提供に当たって必要な、受信者端子

における技術基準への適合性を確認するための方法等については、IP 放送

サービスの提供状況や市場における測定機器の状況などを踏まえて、民間標

準化団体等において、引き続き、通信のトラヒックの変動、放送の伝送容量

等を考慮して測定時間、区間等を含め測定方法の詳細化等の検討を行い、必

要に応じ技術基準に反映するため、今後の検討課題とすることが適当である。 

(2)受信者端子以外の性能規定点における技術的条件 

 受信者端子以外の性能規定点において、民間標準化団体等において実証試

験等を継続し、戸建て、集合住宅等を含む受信者宅内等における IP ネット

ワークの状況を踏まえ、パケットに係る技術的条件と FTTH における受信用

光伝送装置の入力端子の受光レベルや出力端子の CN 比、HFC における保安

装置の出力端子の CN 比等の相関性等の検討を行い、必要に応じ技術基準に

反映するため、今後の検討課題とすることが適当である。 

(3)必要な帯域の算出や伝送帯域の評価等にあたっての統計的な考え方の検討 

 必要な帯域の算出や伝送帯域の評価方法等の検討にあたって、可変ビット

レートの符号化を用いた複数番組の統計多重による提供や放送と通信のト

ラヒックのネットワーク利用率を用いることなど、必要な帯域や利用できる

伝送帯域が動的に変化することを踏まえ、統計的な考え方を考慮することに

ついては、現状においては、IPネットワークの状況や統計的な考え方を具体

化した帯域の算出方法等が十分に整理されていないことから、今後の検討課

題とすることが適当である。 

(4)IP技術の進展に応じた技術的条件等の見直し 

 IP 技術の技術革新の進展が急速であることを踏まえ、受信者のニーズや

ケーブルテレビ事業者等の設備の更新等の時期をとらえ、既存又は新規の技

術を検討し、IP放送として実現性の高い伝送方式やより効率的な IPネット

ワーク利用技術の導入に向け、IPマルチキャスト方式以外の IP伝送を含め、

導入の必要な技術や方式を検討し、適時に技術的条件の見直しを行うことが

適当である。 

 

6.2 国際標準化、技術開発に関する課題 

(1)IP放送に関する国際標準化に向けた取組 

 IP 放送については、既に多くの成果が ITU 等の国際標準に盛り込まれて

いるが、本報告の検討結果を踏まえ、特に IP 放送に係る設備のグローバル

な調達や展開が可能となるよう、引き続き、必要な検討を加えたうえで、ITU

等に働きかけ、勧告の改訂等を行っていくことが必要である。 

(2)地域 BWA、23GHz 帯無線伝送システム等の無線システムを利用した IP 放送
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に係る検討 

 ケーブルテレビのサービスは、近年、有線のみならず、無線システムも活

用して行われるようになってきている。したがって、ケーブルテレビのネッ

トワークの一部として利用される無線システムについては、既存の RF 方式

による放送に加え、IP 方式による放送にも柔軟に対応できるよう技術基準

の見直しが必要なことから、継続的に技術的な検討を行い、適時に技術的条

件の見直しを行っていくことが必要である。 

 

 

6.3 有線一般放送の技術的条件全般に関する課題 

 サービス可用性に関する技術的条件については、既存の制度の下で、ケー

ブルテレビ事業者等に対し、安全・信頼性の確保、有線一般放送の品質適正

性の確保等を目的とした技術基準への適合性等に関する報告義務や総務省

の職員による立入検査の権限があることを踏まえ、これまでの有線一般放送

の業務の実施状況も踏まえれば、必ずしも必要とは考えられないと結論付け

た。 

 しかしながら、ネットワークの高度化、広帯域化に伴い、ケーブルテレビ

のサービスは多様化が進んでおり、IP 放送のような放送と通信のネットワ

ークの共用化のみならず、有線と無線の様々なシステム間においても、相互

の関係が複雑化している状況を鑑み、毎年の報告内容の見直しや技術的条件

の見直し等、必要な技術的、制度的措置を講じていくことが必要である。 

 

 

  



 55  
 

 

参考資料 
参考資料１ 「IP放送伝送品質実証実験報告書」（（一社）日本ケーブルラボ、

2018年７月) 

参考資料２ 「デジタル有線テレビジョン放送用受信装置における 256QAM 方

式信号のＣＮ比試験報告書」((一社）日本 CATV 技術協会、2016

年 10月) 

参考資料３ 「規格書 STD-007-6.2 256QAM CN比検討（STB入力信号分配回

路の有無による所要 CN比の検討）」((一社）日本 CATV技術協会、

2018年６月) 

参考資料４ 「4K・8K 時代に向けたケーブルテレビの映像配信の在り方等に

関する研究会報告書」(2018年６月) 

参考資料５ ITU-T勧告 J.241(Quality of service ranking and 

measurement method for digital video services delivered 

over broadband IP networks)(ITU、2005年４月) 

参考資料６ ITU-T 勧告 Y.1540(Internet protocol data communication 

service – IP packet transfer and availability performance 

parameters)(ITU、2011年 12月)（省略） 

参考資料７ ITU-T勧告 Y.1541(Network performance objectives for IP-

based services)(ITU、2016年６月)（省略） 

参考資料８ RFC 5771(IANA Guidelines for IPv4 Multicast Address 

Assignments) (IETF、2010年 3月)  

参考資料９ RFC 4291(IP Version 6 Addressing Architecture)(IETF、2006

年２月)  

参考資料 10 「デジタル放送における映像符号化、音声符号化及び多重化方

式標準規格」(ARIB STD-B32 3.10版)(抜粋)((一社)電波産業会、

2018年４月) 

参考資料 11 「IPTV 規定 地上デジタルテレビジョン放送 IP 再送信運用規

定(IPTVFJ STD-0005 1.4版)」第零編、第６編、第７編(抜粋)((一

社)IPTVフォーラム、2017年７月) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IP 放送伝送品質実証実験報告書 
 
 
 
 
 
 

2018 年 7 月 24 日 
 
 
 
 

日本ケーブルラボ 

Japan Cable Laboratories 
 

  

参考資料１ 



 

2  
Japan Cable Laboratories 

目次 
1 本書について  .................................................................................................................. 5 
2 実験実施の背景と前提  ................................................................................................... 6 

2.1 省令としての技術基準  ............................................................................................ 6 
3 メンバー構成  .................................................................................................................. 7 
4 実証実験の前提  .............................................................................................................. 7 

4.1 IP 放送の定義  ......................................................................................................... 7 
4.2 RF 方式との関係  ..................................................................................................... 8 
4.3 省令の適応範囲  ....................................................................................................... 9 

4.3.1 入力信号と伝送路についての考え方  ............................................................... 9 
4.3.2 棟内環境についての考え方  ........................................................................... 10 
4.3.3 宅内環境についての考え方  ........................................................................... 10 

4.4 研究会での技術品質基準の考え方  ........................................................................ 10 
4.5 参照すべき品質や測定に関する文書  .................................................................... 10 

4.5.1 ITU-T 勧告 J.241 .......................................................................................... 10 
4.5.2 ITU-T 勧告 Y.1541 ........................................................................................ 12 
4.5.3 IPTV 規定 STD-0004､0005､0009 ................................................................ 12 

4.6 各要素の定義 ......................................................................................................... 12 
4.6.1 パケット損失（IP Packet Loss） .................................................................. 12 
4.6.2 遅延（Latency） ............................................................................................ 13 
4.6.3 揺らぎ（Jitter） ............................................................................................ 13 
4.6.4 遅延と揺らぎの測定基準  ............................................................................... 13 

5 実験の目的と机上検討  ................................................................................................. 14 
5.1 実験の目的と呼称  ................................................................................................. 14 
5.2 物理層品質と IP 層の関係性  ................................................................................. 14 
5.3 物理層品質とトランスポート層の関係性  ............................................................. 15 
5.4 IP 層品質と映像品質の関係性  .............................................................................. 16 

6 実証実験要件  ................................................................................................................ 17 
7 実験環境  ....................................................................................................................... 18 

7.1 物理層実験環境  ..................................................................................................... 18 
7.2 IP 層実験環境  ....................................................................................................... 19 
7.3 優先制御  ................................................................................................................ 19 

7.3.1 FTTH における優先制御  ............................................................................... 19 
7.3.2 HFC における優先制御  ................................................................................. 20 

7.4 実験データと計測時間  .......................................................................................... 22 



日本ケーブルラボ 
 IP 放送伝送品質実証実験仕様報告書案 

 
 

3 
Japan Cable Laboratories 

7.4.1 実験データ  ..................................................................................................... 22 
7.4.2 BER 計測時間  ................................................................................................ 22 
7.4.3 PLR 計測時間  ................................................................................................ 23 
7.4.4 データ量の想定  .............................................................................................. 24 
7.4.5 前方誤り訂正(FEC)について ......................................................................... 24 

8 実施結果  ....................................................................................................................... 25 
8.1 FTTH の物理層実験結果と見解  ........................................................................... 25 

8.1.1 優先制御の確認  .............................................................................................. 25 
8.1.2 机上検討と実験結果の違い  ........................................................................... 25 
8.1.3 受光パワーの計測と結果  ............................................................................... 25 

8.2 FTTH の IP 層実験結果と見解  ............................................................................. 29 
8.2.1 パケット損失の計測と結果  ........................................................................... 29 
8.2.2 パケット遅延と揺らぎの計測と結果  ............................................................. 31 

8.3 HFC の物理層実験結果と見解  ............................................................................. 32 
8.3.1 QoS の確認  .................................................................................................... 32 
8.3.2 机上検討と実験結果の違い  ........................................................................... 32 
8.3.3 CN の計測と結果  ........................................................................................... 32 

8.4 HFC の IP 層実験結果と見解  ............................................................................... 36 
8.4.1 パケット損失の計測と結果  ........................................................................... 36 
8.4.2 パケット遅延と揺らぎの計測と結果  ............................................................. 37 

8.5 アクセス網における優先制御の考え方  ................................................................ 37 
8.6 パケット遅延と揺らぎが映像に与える影響  ......................................................... 38 
8.7 パケットの揺らぎと STB のバッファ量 ............................................................... 43 

8.7.1 想定するパケット揺らぎのパターン  ............................................................. 43 
8.7.2 IP 放送対応受信機の構成  .............................................................................. 44 
8.7.3 パケットの揺らぎと受信機のバッファ使用量の関係  ................................... 45 

8.8 パケット損失率が映像に与える影響  .................................................................... 47 
8.8.1 パケット損失率と主観画質について  ............................................................. 47 
8.8.2 パケット損失が映像に与える影響  ................................................................ 48 

8.9 パケット損失と FEC ............................................................................................. 49 
8.9.1 Pro-MPEG FEC COP3 .................................................................................. 49 
8.9.2 Pro-MPEG 1D FEC ....................................................................................... 49 
8.9.3 Pro-MPEG 2D FEC ....................................................................................... 51 

8.10 測定方法についての考察  ................................................................................... 52 
8.10.1 実験環境における測定  ............................................................................... 52 
8.10.2 フィールドでの測定  ................................................................................... 52 



 

4  
Japan Cable Laboratories 

8.11 宅内環境についての考察  ................................................................................... 59 
8.11.1 ホームゲートウェイ  ...................................................................................... 59 
8.11.2 無線 LAN ........................................................................................................ 60 

9 エキスパートグループからの提言  ............................................................................... 63 
9.1 IP 放送に関する技術的条件とする値について  .................................................... 63 

9.1.1 IP パケットの損失率  ..................................................................................... 63 
9.1.2 IP パケットの遅延  ......................................................................................... 63 
9.1.3 IP パケットの揺らぎ  ..................................................................................... 63 

9.2 IP 放送に関する技術的条件に係る測定方法について  ......................................... 63 
9.2.1 IP パケットの損失率の測定  .......................................................................... 63 
9.2.2 IP パケットの遅延測定  .................................................................................. 63 
9.2.3 IP パケットの揺らぎ測定  .............................................................................. 64 
9.2.4 測定点について  .............................................................................................. 64 

10 今後の課題  ................................................................................................................ 65 
10.1.1 MMT・TLV に関する課題  ........................................................................... 65 
10.1.2 測定に関する課題  ...................................................................................... 65 
10.1.3 宅内環境についての課題  ........................................................................... 65 

Appendix .............................................................................................................................. 66 
1 参考資料（実験データ） .............................................................................................. 66 
2 実験手順  ....................................................................................................................... 66 

2.1 物理層実験  ............................................................................................................ 66 
2.1.1 期待される実験結果  ...................................................................................... 66 
2.1.2 実験手順 ......................................................................................................... 66 

2.2 IP 層実験手順  ....................................................................................................... 72 
2.2.1 期待される実験結果  ...................................................................................... 72 
2.2.2 実験手順 ......................................................................................................... 72 

3 実験結果データ  ............................................................................................................ 78 
 
  



日本ケーブルラボ 
 IP 放送伝送品質実証実験仕様報告書案 

 
 

5 
Japan Cable Laboratories 

 
1 本書について 

本書は IP 放送サービスを提供するにあたり、どのような技術的条件を満たせば

安定的にサービス提供が可能かを検証する目的の実験報告書であり、先に開かれ

た総務省での「4K・8K 時代に向けたケーブルテレビの映像配信の在り方に関する

研究会」（以下研究会）及び情報通信審議会 情報通信技術分科会 放送システム委

員会での「IP 放送作業班」（以下作業班）の議論を踏まえたうえで、仮説を提示し

実証実験を行った結果をまとめたものものである。 
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2 実験実施の背景と前提 

2.1 省令としての技術基準 

総務省が現在定めているケーブルテレビの一般放送の品質に関する技術基準に

は RF 方式に係る技術基準として有線一般放送の品質に関する技術基準を定める

省令（以下品質省令）等があるものの、IP 放送については未策定であり品質省令

には特定方式の技術基準として規定されていない。現在 IP 放送サービスを提供し

ている事業者は、IPTV フォーラムの規格や日本ケーブルラボの運用仕様等に基づ

き、事業者毎に品質基準を設けている。総務省は、事業者からの申請に対して、品

質省令の通則等に基づき、個別に審査を行っている状況である。IP 放送事業に新

規参入する後発事業者が登録を受けるための技術基準について明確な指針がない

状態であり、技術基準が明確に定められていない点が参入を妨げているとみるこ

ともできる。新たに技術基準を設けるにあたって、どのような技術的条件が望まし

いのか、どのような測定方法が適当なのかを検討する必要があり、合理的な技術的

条件を採用することが求められる。特に研究会や作業班では「現状のサービスに大

きな影響がないこと」つまり既存サービス事業者の立場の意見と「事業者にとって

大きなコスト負担や運用負担にならないこと」など今後参入を予定している事業

者の意見がある。技術的条件を定めるにあたってはこれらの意見を集約しつつ、合

理的で且つケーブルテレビの放送品質を担保しうる技術的条件等として何が適切

なのか、仮説を基にこれを実験によって明らかにする必要がある。 
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3 メンバー構成 

（一社）日本ケーブルラボでは検討にあたりエキスパートグループ（以下 EG）

を設置した。EG メンバーは（一社）日本ケーブルラボ会員の中から IP 放送に係

る知識を有する者と今後運用に関わる可能性がある者から構成した。参加メンバ

ーは以下のとおりである。 

1 NTT エレクトロニクス（株） 篠原 稔 
2 NTT エレクトロニクス（株） 横川 豊和 
3 SCSK（株） 久保 智 
4 沖電気工業（株） 上田 剛弘 
5 KDDI（株） 河村 圭 
6 (株)KDDI総合研究所 佐々木 力 
7 ケーブルテレビ徳島（株） 佐々木 治之 
8 ケーブルテレビ徳島（株） 岩佐 達矢 
9 （株）ケーブルネット鈴鹿 井ノ上 健太 

10 （株）コミュニティネットワークセンター 小宮山 宏 
11 シスコシステムズ合同会社 川島 誠一 
12 ジャパンケーブルキャスト（株） 寺島 広道 
13 ジャパンケーブルキャスト（株） 山瀬 直人 
14 （株）ジュピターテレコム 上園 一知 
15 住友電気工業（株） 近藤 利徳 
16 テクニカラーパイオニアジャパン（株） 渡辺 聡司 
17 （一社）日本ケーブルラボ 猪俣 亮 
18 日本デジタル配信(株） 五十嵐 貴光 
19 日本放送協会 倉掛 卓也 
20 パナソニック システムソリューションズジャパン（株） 影山 光宏 
21 HUMAX(株） 青山 泰忠 

 
 

4 実証実験の前提 
4.1 IP 放送の定義 

研究会では IP 放送を 管理された IP ネットワークを利用した IP マルチキャス

ト方式による通信であって、放送法における放送に該当するものと定義している。

IP 放送では、地上基幹放送、衛星基幹放送の再放送や自主放送等を行い、一般的

に OTT(Over The Top)と呼ばれるインターネットによるデジタルビデオ配信は含

まれていない。 
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4.2 RF 方式との関係 

研究会では「電波による放送や RF 方式による放送の伝送品質と同等程度で柔軟

性の高い技術基準を検討することが適当」としており、具体的に考慮する点は主に

「入力信号の品質の確保」、「伝送路上での信号品質の劣化への対処」、「STB(Set 
Top Box)への入力信号品質の確保」の 3 点である。なお RF 方式では品質基準値

という点においては HE(Headend)への入力信号が確保すべき品質、受信者端子で

確保すべき品質等が定められている。HE への入力については、例えば、復調後（誤

り訂正前）のビット誤り率 BER(Bit Error Ratio)について、衛星基幹放送では

「BER≦1×10-8」、地上基幹放送では「BER≦1×10-4」であり、受信者端子にお

いては、復調後（誤り訂正後）の BER について、「BER≦ 1×10-11」を前提とし

て受信者端子における技術基準が定められている。 
 
研究会で提示された「RF の伝送品質と同等程度」という考え方については EG

内で議論を重ねた結果、元来伝送方法の違う RF 方式と IP 方式という特性上、数

式的な観点では全く同じ品質を特定するのは困難という結論に至った。つまり、

BER = 1×10-11を後述する数式に従って PER（Packet Error Rate）に変換するこ

とで PER= 1×10-7を得ることはできるが誤りとなるビット数としては同一ではな

いという意味においてである。よって、EG としての解釈は RF 方式で示されてい

る品質は、設定されたビットレートに対する時間単位における誤り発生回数を指

しているもので、これと同等のビットレートにおいて時間単位における誤り発生

回数を IP ネットワークの伝送路上で得られれば RF 方式の品質と同等であると定

義した。 
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4.3 省令の適応範囲 

研究会では品質省令(強制規格)の適応範囲を図 4-1 のとおりに想定しており、伝

送路の品質を規定しようとしていることを明確化している。 

 
図 4-1 品質省令の適応範囲図 

 
4.3.1 入力信号と伝送路についての考え方 

入力信号とはアンテナなどの設備によって放送を受信し、これを復調した状態

の放送波を指す（OFDM や IF）場合とそこから TS(Transport Stream)を取得し

た場合の信号を指しており、4.2 で記載した信号の品質値はこれを規定している。

同じ入力信号である以上この条件は IP 放送であっても同様と考えられる。 
 
研究会ではケーブルテレビ事業者が「中継網」および「アクセス網」において帯

域を確保する点に触れており、どちらも伝送路設備として考えられている。IP 放

送におけるサービス事業者がどのような形態の伝送路を構築するのかは事業者の

裁量に委ねられており、当該品質基準値における伝送網とは HE から中継網を経

てアクセス網へ至り、そこから STB へ到達すること を前提とする。ただし、これ

らの網は管理されているという定義も重要な要素であり、すなわち優先制御され

ていることも前提となる。 
 
中継網とは一般的にアクセス網同士をまたぐ場合や、ある一定のネットワーク

領域を相互に接続する、もしくは事業者間の接続において利用されるものを指し、

電気的なスイッチまたはルータによって構成される部位を指して中継機器とする。

また、アクセス網とは FTTH(Fiber To The Home)や HFC(Hybrid Fiber Coaxial)
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と呼ばれる伝送方法で前者の場合 PON(Passive Optical Network)による光伝送技

術があり、後者は DOCSIS(Data Over Cable Service Interface Specifications)と
呼ばれる同軸線を介した伝送技術がある。本書ではこの両方の伝送方式を実験の

対象としている。 
 

4.3.2 棟内環境についての考え方 

FTTH においては集合住宅などの設備で棟内共用スペースまで光化され、そこ

から各戸までは VDSL により伝送されている場合や管理組合が保有する既設の設

備等ケースがあるが、これはサービス提供事業者が自身では管理できない機器装

置が存在しうることを示唆している。測定方法や基準値などはこれらを考慮する

必要がある。 
 

4.3.3 宅内環境についての考え方 

ONU(Optical Network Unit)または DOCSIS の CM(Cable Modem)から STB
の間は Ethernet ケーブルで直結される場合もあるが、ルータやハブなどで分配さ

れるケースが多くあり、これらの機器は棟内環境と同様、サービス提供事業者が管

理できない機器装置である場合がある。よって棟内同様に宅内の環境を考慮して

測定方法や基準値を実験実証する必要がある。 
 

4.4 研究会での技術品質基準の考え方 

研究会では伝送品質として「受信者端子において実質的に誤りを生じない技術

的条件（パケット損失率・遅延・揺らぎ）の在り方」と「技術基準に適合してい

ることを実用的に確認できる適切かつ 合理的な測定方法」の 2 項目に言及されて

いる。 
 

4.5 参照すべき品質や測定に関する文書 

4.5.1 ITU-T 勧告 J.241 

ITU-T 勧告 J.241(Quality of service ranking and measurement methods for 
digital video services delivered over broadband IP networks)は、デジタルビデオ

における測定と品質について言及された文書である。この中で HE(Headend）か

ら CPE(Customer Premises Equipment)(STB)における IP レイヤ の計測と計測

項目が影響を与える部位を解説している。研究会で言及された IP パケットの損失

率・遅延・揺らぎについては表 4-1 の様に纏められている。 
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表 4-1 ITU-T J.241 C.3.1 Parameters より抜粋 

Parameter Equipment Motivation Monitoring method 
Packet loss ratio CPE(STB) Image quality, 

video 
information loss 
estimation 

In service or through test 
streams with RTP/RTCP or 
sequence numbers available on 
packet header. 
Periodic PLR summary. 
Reports with one-minute 
resolution. 
Measurement of PLR requires 
analysis of a number of packets 
at least 10 times greater than 
the number related to the 
target PLR value. 
This determines the rate at 
which the PLR is reported. 

Network latency Test probe at 
user side, 
within CPE 
(STB) or as 
closest as 
possible to 
user access 
link. 

Smooth play-out Test stream 

Jitter CPE (STB) Smooth play-out In service or through test streams 
with RTP/RTCP or timestamps 
available on packet header. 

 
なお、遅延(latency)および揺らぎ(jitter)については次のような言及がある

「Latency and jitter values may vary according to specific multimedia service 
characteristics, such as interactivity, and according to the size of the de-jitter 
buffer and of the play-out delay employed at the CPE (STB) side.」このように

IP パケットの損失率は映像品質に影響するものであり、パケットの遅延およびそ

の揺らぎは STB のバッファによって吸収されるべき問題であり、映像の再生開始

時間に影響することが判る。 
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IP 放送サービスでは、放送の受信から送出までの間にもパケットの遅延や揺ら

ぎが発生する余地があり、伝送路上にもマルチキャストの分配を行うルータでパ

ケットの損失や遅延が発生する要素がある。これらを全く排除することはかなわ

ず、STB としてはこれらを想定して設計されるものと考えられる。 
 

4.5.2 ITU-T 勧告 Y.1541 

ITU-T 勧告 Y.1541(Network performance objectives for IP-based services)は、

同 J.241 からも参照されており、ネットワークの QoS を定義しており、この中で

ビデオサービスの QoS Class を 4（低い値）と定義している。ただし、ここでのビ

デオサービスはオンデマンドビデオのような OTT サービスを指しており、この値

が適当ではない可能性もある。また VIII.3.4 には放送事業者などを対象とした

MPEG-2 TS に関する誤り/損失のレートが例示されており、FEC(Forward Error 
Correction)についても言及がある。なお、QoS Class 4 の IPLR（IP packet Loss 
Ratio）は 1 × 10-3で IPER（IP packet Error Ratio）は 1 × 10-4と定義してい

る。 
 

4.5.3 IPTV 規定 STD-0004､0005､0009 

IPTV フォーラムでは IPTV 規定として、IPTVFJ STD-0004(IP 放送仕様)、
0005(地上デジタルテレビジョン放送 IP 再送信運用規定)および 0009(BS デジタ

ル放送 IP 再送信運用規定)においてパケット損失を考慮した FEC に関する規定が

ある。その中で FEC を搭載する場合、Pro-MPEG FEC Code of Practice #3 
release2(Pro-MPEG FEC COP3)を推奨している。また、ジッタ(揺らぎ)の許容性

能については同運用規定において 100msec 以下を推奨値 、300msec 程度を当面

の許容値 としている。 
 
 

4.6 各要素の定義 

4.6.1 パケット損失（IP Packet Loss） 

パケット損失は、IP ヘッダや UDP(User Datagram Protocol)ヘッダのチェック

サムで誤りと判断された場合や Ethernet のフレームチェックシーケンス（FCS: 
Frame Check Sequence）による誤りによってフレーム内容が消失していると判断

された場合に、パケットが破棄されることを指す。パケット損失を終端装置で見た

場合、FCS によって NIC（Network Interface Card）が破棄したものか、アクセ

ス網の最終段で ONU や CM(Cable Modem)がチェックサムの誤りで破棄したも

のか、もしくは途中経路上のルータが破棄したものかは判断できない。ここで定義

するパケット損失とは送出されたすべてのパケットに対する終端装置である IP-
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STB 内で RTP(Real-time Transport Protocol)のストリームからペイロードを取り

出す前段階で、何かしらの理由によって破棄された全てのパケット数の割合とす

る。 
 

4.6.2 遅延（Latency） 

ここで定義するパケットの遅延とはデータが送信元サーバから送り出された送

出時間（RTP タイムスタンプ）と終端装置における受信時間との差を指し、伝送

経路上のルータなどでバッファされた場合や経路切り替えなどでパケットの伝達

に時間を必要とすることなどにより発生する。なお、エンコーダ内部で RTP のパ

ケットにスタンプされた時間は、伝送経路上に配信される時点で既に遅延をはら

んでいるが、ここでは伝送経路上に配信されてから終端装置にてパケットが受信

される範囲である。また、RTP のシーケンス順が正順とは異なって終端装置に到

達する場合も終端側で遅延とみられることがあり、単にフラグメンテーションし

た IP の復元というよりも、RTP のシーケンスに影響することを指す。 
 
現状の IPTV 規定では TS(Transport Stream)にタイムスタンプが付与された

TTS(Time-stamped Transport Stream)の場合、RTP のタイムスタンプを無視し

て TS を再構築する運用仕様となっているが、ここでは RTP のタイムスタンプを

参照して実験を行う。 
 

4.6.3 揺らぎ（Jitter） 

ここでの IP パケットの揺らぎとは遅延の一種であり、遅延時間の最大値がある

とすればその閾値内で到達時間に早い遅いの間隔があることを指す。この間隔は

一定ではなく、揺らぎがある場合は RTP の到着シーケンス順がバラバラになると

考えられる。 
 

4.6.4 遅延と揺らぎの測定基準 

本実験では測定器に到達するパケットの平均遅延時間を遅延と定義し、遅延の

内最悪の値を揺らぎの値とする。 
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5 実験の目的と机上検討 

5.1 実験の目的と呼称 

実証実験では 2 つの仮説を検証することを目的とする。一つ目は物理層の品質

要因が IP 層に影響を与えうるのか、また相関関係があるのかを実験するもので、

これを「物理層実験」と呼ぶ。もう一つは IP 層の品質が最終的に映像品質に影響

しうるのか、また相関関係があるのかを実験するものでこれを「IP 層実験」と呼

ぶ。それぞれの実験において設定した項目との相関及び閾値が妥当であることを

実証し、伝送品質に関する技術的条件の策定に資する。 
 

5.2 物理層品質と IP 層の関係性 

現在の品質省令における技術基準として 64QAM(Quadrature Amplitude 
Modulation)の変調方式による場合、入力信号の条件として、地上基幹放送は

BER=1×10-4以下、衛星基幹放送は BER=1×10-8以下と規定しており、受信者端

子における規定は搬送波の雑音レベル比が 26dB 以上としている。これは入力信号

が伝送路上で劣化しなければ、STB への入力時点で CN 比(Carrier to Noise Ratio)
を制御することで結果的に BER の値を制御しうるということであり、CN 比と

BER の間には相関関係が成り立つことを示している。 
 
品質省令に規定された RF 方式と同様に考えた場合、入力信号の条件は同様であ

るため考慮するべきは受信者端子（STB）の入力となるが、BER の値を 1×10-11

としてパケット誤り率 PER(Packet Error Ratio)の値は、Packet size (P) と
BER(Bit Error Ratio)から値を求めることができる。 

 
PER = 1 – ( 1 – BER) P 

 
IP 放送のパケットサイズを 188（TS のパケットサイズ）×8（ビット長）×7

（IP に収納されている TS のパケット数）として PER の値を以下のとおり求める 
PER = 1 – ( 1 – 1 × 10 -11) (188×8×7) ≒ 1 × 10-7 
 
STB に入力される IP 放送のパケット誤り率（PER）が 1×10-7であって、受信

者端子に至るまでの伝送路でこれよりも低い誤り率を保てるのであれば受信者端

子での入力値は結果的に BER が 1×10-11であると仮定する。このとき、伝送路が

GE-PON であれば、規格上 BER は 10-12であり入力信号よりも誤り率が低い。仮

に図 5-1 の測定点 a から測定点 b の間の伝送路が PON のシステムのみであった

場合、b の受光パワーが規格を満たしているとき、理論上は ONU から出力される
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信号が入力時よりも劣化することがないと言えるため、受信者端子への入力も担

保しうる可能性がある。また、a と b の間に PON 以外の伝送路があった場合でも、

OLT への入力信号が PER=1×10-7であれば同じことがいえる。 
 

 
図 5-1 入力信号の BER と STB の入力信号の PER の関係 

 
この方式は誤りを検知する必要があるが、ONU の出力では既に誤りのあるパケ

ットが破棄されている点に問題がある。つまり、ONU の出口で検知しえるのは既

に破棄されたパケットの損失という状態であり、誤りという形では検知できない。 
 

5.3 物理層品質とトランスポート層の関係性 

入力された放送波は復調後に MPEG-2 TS の TS パケットを抽出され、場合によ

ってはタイムスタンプを付与された後、RTP パケットに格納される。またその後

段では UDP ストリームとして配信される。仮に、UDP に格納された RTP パケッ

ト及び TS パケットが放送波の品質状態を保っているとして、受信者端末まで到達

した場合、UDP のペイロードにあるビット誤りを見ることで入力信号と同等の品

質を保っているかを検証することができる。 
 
実験では試験信号として UDP のペイロードにランダムなビットを書き込み、こ

れを配信と受信で比較することでビット誤りを測定する。また、このときの伝送路

の品質状態と UDP の BER に相関性があれば伝送路品質によって UDP ペイロー

ド（映像コンテンツ）の品質を担保することと規定することが可能である。 
 



 

16  
Japan Cable Laboratories 

 
図 5-2 入力信号の BER と UDP の BER 

 
また、UDP のヘッダにはチェックサムが付加されており、これをもってフレー

ムの破棄を検知することができる。つまりパケット損失としてカウントすること

もできるため、5.4 の映像品質との関係性実験にも利用可能である。 
 

5.4 IP 層品質と映像品質の関係性 

前述の BER と PER の関係とは違い、入力信号の BER と受信者端子で検知し

える IP パケット損失には直接的な関係性は証明できない場合がある。つまり、ビ

ット誤りが頻発し、IP ヘッダのチェックサム誤りによる損失につながる場合に起

きる経路上の IP パケットの損失だけではなく、中継網での輻輳や経路切り替えな

ど、何らかの要因によってパケットが破棄される場合や、STB への IP 到達遅延が

結果としてパケットの破棄と同等の結果となる場合があるという意味で、BER と

PER の関係ほど単純ではない。IP 層の品質実験はこういったネットワーク環境の

複雑性を考慮し、何らかの要因でパケットが損失または遅延したと仮定して、これ

が映像品質にどのような影響を与えるのかを検証する。 

 
図 5-3 パケット損失と遅延と揺らぎ 

 



日本ケーブルラボ 
 IP 放送伝送品質実証実験仕様報告書案 

 
 

17 
Japan Cable Laboratories 

ただし、伝送路の品質を保つための技術的基準を定めるにあたっては優先制御

における値を検討する必要があるため GE-PON であれば LLID(Logical Link  
Identifier)の値であり、L3(Layer 3)スイッチや DOCSIS であれば QoS(Quality of 
Service)の値を検討し IP パケットの損失を防ぐための指標とする。 

 
映像品質については MPEG-2 TS の符号的な誤りを検知することで正常、非正

常を判断するため、STB 内で RTP から取得した MPEG-2 TS の正常性(コンプラ

イアンス)を確認することになる。結果として映像品質の正常性を認められれば伝

送路上で誤りが発生しなかった、もしくは誤り訂正によって復元可能な状態程度

に損失していたということになり、パケットの状態から状況的に伝送路品質が担

保されていたことを推測することが可能かを検証する。 
 

 
6 実証実験要件 

実証実験の要件を以下のとおりとする。 
No. 要件 備考 
１ RF 方式による放送の伝送品質と同

等程度で柔軟性の高い技術基準を

検討するための実験結果を提示す

ること 

具体的に考慮する点は主に「入力信

号の品質の確保」、「伝送路上での信

号品質の劣化への対処」、「STB への

入力信号品質の確保」 
2 実際のサービスネットワークを模

し、可能な限り現状の機器構成に準

ずること 

特殊な仕様の機器を排除し、実サー

ビスで利用されている機器を使用

する等 
3 実フィールドにおいて検証可能な

測定であること 
現実的な測定基準であり、容易に入

手可能な測定機器を利用すること 
4 測定の結果、品質を担保する技術的

な値が判断できるものであること 
特になし 

5 測定において伝送の品質劣化が映

像品質に影響することを証明し、ま

たその改善も影響する相関を証明

すること 

特になし 
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7 実験環境 

7.1 物理層実験環境 

 
図 7-1 物理層実験環境 

 
(a)の測定器の UDP ジェネレータによって発生した UDP/IP ストリームを (b)

のエミュレータに入力してトラフィックに負荷をかける。ここでは中継網以上で

発生しえる伝送路の状態を模すことが想定される。次にエミュレータから出力さ

れたストリームは伝送装置に送られる。FTTHのアクセス網を模したOLTとONU
間は優先制御を施し、UDP/IP の帯域を確保する。同様に HFC のアクセス網を模

した CMTS(Cable Modem Termination System)と CM(Cable Modem)の区間は

QoS を設定し、帯域を確保する。アクセス網はそれぞれ(c)受光パワーと(e)CN 比

を測定する。ONU と CM から出力された UDP/IP は宅内環境を模したルータな

どを経て測定器へ入力される。測定器では (e)パケット損失 (f) UDP の BER を測

定し、確認する。 
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7.2 IP 層実験環境 

 
図 7-2 IP 層実験環境 

 
(a)のリアルタイムエンコーダ（配信サーバ）によって発生させた MPEG-2 TS

の RTP ストリームを(b)のエミュレータにて変化を加える。主な変化パラメータは

IP パケットの欠損、IP パケットの遅延、IP パケットの遅延揺らぎである。ここで

は中継網以上で発生しえる伝送路の状態を模すことが想定される。FTTH のアク

セス網を模した OLT と ONU 間は優先制御を施し、UDP/IP の帯域を確保する。

同様に HFC のアクセス網を模した CMTS と CM の区間は、QoS の設定を行い、

帯域を確保する。ONU と CM から出力された UDP/IP は宅内環境を模したルー

タなどを経て測定器へ入力される。(c)RTP 及びペイロードの(d)MPEG-2 TS の TS
ストリームを TS アナライザで測定する。また、(e)パケット損失、(f)パケット遅延、

(g)パケット遅延揺らぎを測定器で測定する。 
なお、音声や映像などのデータストリームを伝送する RTP(Real-time Transport 

Protocol)は IPTV フォーラム等の規格でも採用されており、一般的に普及してい

るプロトコルである。 
 

7.3 優先制御 

7.3.1 FTTH における優先制御 

GE-PON における優先制御は、ToS(Type of Service)によるクラシフィケーショ

ン及び最低帯域保障により行う。IP 放送を想定した UDP(RTP)/IP ストリームは

ToS=5 に設定し、GE-PON の LLID（Logical Link ID）=1 に割り当て、負荷とな

る UDP/IP ストリームは ToS=0 に設定し、LLID=2 に割り当てる。さらに、最低

保証帯域は、LLID1=100Mbps、LLID2=0Mbps（帯域保障しない）に設定する。



 

20  
Japan Cable Laboratories 

なお、今回の実験では優先制御機能の効果を確認するため、OLT~ONU 間の帯域

をアグリゲートシェイパー(Aggregate Shaper)機能により 500Mbps に制限した。

こ れ に よ り 、 IP 放 送 ス ト リ ー ム (ToS=5)=80Mbps 、 負 荷 ス ト リ ー ム

(ToS=0)=500Mbps の合計 580Mbps のストリームを流した場合、ToS=5 のストリ

ームは帯域保障によりパケット損失が発生せず、ToS=0 の負荷ストリームは残り

帯域の 420Mbps だけ伝送され、80Mbps 分は破棄される。 
 

7.3.2 HFC における優先制御 

今回 HFC ネットワーク環境における実験で使用した CMTS（Cable Modem 
Termination System）と CM（Cable Modem）は CableLabs®の DOCSIS(Data 
Over Cable Service Interface Specification)3.1 仕様に準拠したもので、

DOCSIS3.1 の１つ前の仕様である DOCSIS3.0 仕様からは複数の搬送波を使用し

て下りの帯域拡張を行うチャンネルボンディングとマルチキャストに対する QoS
機能が実装されている。今回の実験においても、そのマルチキャストに対する QoS
機能を使用して、マルチキャストに対する優先制御を適用した上で実験を実施し

た。 
DOCSIS3.0 での QoS 機能については DOCSIS3.0 仕様書の１つである“MAC 

and Upper Layer Protocols Interface Specification”(CM-SP-MULPIv3.0-C01-
171207) のセクション 7.5.8 QoS Support for Joined IP Multicast Traffic に記載

されており、その概要は以下のとおりである。  
  
（1） QoS を適用するマルチキャストの識別/設定方法 
（2） QoS を適用するマルチキャストトラフィックの CMTS からの伝送方法 
（3） 動的に QoS を適用するための IGMP/MLD を利用した CMTS―CM 間で

のシグナリング方法 
（4） QoS を適用するマルチキャストトラフィック以外のマルチキャストトラ

フィックの取り扱い方法 
  
DOCSIS 仕様においては、サービスフロー（SF）と呼ばれる論理的な伝送パイ

プを規定しており、そのサービスフロー毎に QoS を適用することが出来るように

なっている。サービスフロー毎に優先順位や最大伝送帯域幅等の設定を行うこと

が可能となっており、トラフィック（パケット）のサービスフローへの振り分け（割

り当て）はクラシファイヤーと呼ばれるパケット識別により、IP アドレスやその

レンジ、TOS ビットの設定内容等で優先順位を決めたそれぞれのサービスフロー

にトラフィックの振り分けを行うことができるようになっている。 
DOCSIS2.0 まではユニキャストのみにこの仕組みが適用されていたが、
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DOCSIS3.0からマルチキャストについてもグループサービスフローという概念を

導入し、同様な QoS の適用が動的な帯域割り当てとともに行われるようになった。 
今回の実験においては、以上の仕様に従ったマルチキャストの優先制御を以下

の設定の下で QoS の適用を行った。 
  
A. 実験で使用するマルチキャストグループアドレスへのみ優先制御が行われ

るように設定。優先制御は特定のマルチキャストグループアドレスもしく

はレンジに対して設定可能。優先制御をかけるマルチキャストの間で最大

256 段階の重み付け設定を行うことも可能。（今回の実験では未使用） 
B. 優先制御を行うマルチキャストグループアドレスに対する上限帯域幅＝

200Mbps、下限帯域幅＝1Mbps に設定。 
 
マルチキャストに対する優先的な帯域割り当ては、マルチキャストを受信（リッ

スン）する CPE（IP-STB 等）からの IGMP/MLD ジョイン(JOIN)により動的に

行われ、マルチキャストが伝送されている期間は維持される。視聴が終わると

IGMP/MLD のリーブ(LEAVE)、もしくはタイムアウトで帯域割り当ては削除され

るため、該当するマルチキャストが伝送されていない時間は他のトラフィックで

帯域を共有することが可能となっている。 
上限帯域幅の設定については、当初 100Mbps と設定していたが、8.6.2 で記載

のとおり、パケットの揺らぎをエミュレータで最大 500msec 加えた際に最大

200Mbps 程度のバースト的なマルチキャストストリームが CMTS に入力され、

CMTS から出力される際に 100Mbps の上限設定速度を超えたことからパケット

シェーピングが行われた。このとき、IP-STB で正しく再生できないことが確認さ

れたため、バースト上限に近い 200Mbps の上限帯域幅を設定して実験を行った。 
8.3.1 に記載のとおり、今回の実験は下り QAM 搬送波を 8 波ボンディングし、

実質的な伝送可能なペイロード帯域としては 280Mbps であるため、IP 放送相当

のマルチキャストストリームを 80Mbps で流している状態で、他のデータ通信ト

ラフィックを想定したユニキャストトラフィックを 300Mbps で同時に流した場

合、マルチキャストストリームは優先制御によりパケットの損失がなくネットワ

ークアナライザに到達が確認され、ユニキャストトラフィックについては、 
  300Mbps - (280Mbps -80Mbps) = 100Mbps  

がネットワークアナライザで観測されれば、想定通りに DOCSIS3.0 仕様のマルチ

キャストに対する優先制御(QoS)が適用されていることを確認できる。 
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7.4 実験データと計測時間 

7.4.1 実験データ 

実験データとして以下のデータとビットレートを用いる 
No. データ内容 ビットレート 備考 
1 UDP ストリーム ※１ 12Mbps 信号発生器から出力する UDP

ストリームでペイロードには

ランダムなビット列を格納す

る 

2 30Mbps 
3 60Mbps 
4 80Mbps 
5 RTP ストリーム ※2 12Mbps リアルタイムエンコーダから

出力される RTP のストリーム

でペイロードにMPEG-2 TSを

格納する 

6 30Mbps 
7 60Mbps 
8 80Mbps 
※1 UDP ストリームと記載しているが実際は RTP のパケットである。※2 のス

トリームと区別するために便宜的に記載している。 
※1※2 ともにビットレートは TS のみのビットレートで FEC の容量を含まな

い。 
 
なお、4K と 8K の映像音声もサービスとしては対象となるが、平成 30 年 6 月

現在では TLV/MMT の IP 再放送運用仕様はなく、実験するためのデータ及び伝送

方法はない。TLV/MMT のパケットは仕様上 Ethernet の規定パケットサイズを超

える可能性があるが、一般的な機器設備をパケットが通過することを考慮すると

Ethernet の規定パケットサイズに収まることが推測される。その場合、UDP のペ

イロード構造が MPEG-2 TS と違うという課題が残るが、実験において検知しえ

るデータである必要から、この問題は本実験の対象外とする。 
 

7.4.2 BER 計測時間 

実験データの誤りを得る測定時間は、測定時間 t、信頼度 c（Confidence Level)、
ビット誤り率 b、伝送速度 r として次の式によって定める。 

 

t =  −
ln(1 − c)

b ∗ r
 

 
BER の値を 1×10-11とし、信頼度 c を 95%として計算した結果を以下の表にま

とめる。 
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No. ビットレート 測定時間 

1 12Mbps 23807 秒（6 時間 36 分） 
2 30Mbps 9523 秒（2 時間 36 分） 

3 60Mbps 4761 秒（79 分） 
4 80Mbps 3571 秒（60 分） 
 

7.4.3 PLR 計測時間 

IP パケットの誤りを得る測定時間は、測定時間 t、パケット誤り率 b、映像のビ

ットレート r、パケット長 p として次の式によって定める。 
 
t = b / ( r / 8 / p ) 
 
誤り率を 1×10-3から 1×10-7として、ビットレートを 12Mbps から 80Mbps、

パケット長を 1500 で計算した結果を表 7-1 にまとめる。 
 

表 7-1 PLR 一覧 
No. ビットレート 誤り率 測定時間 
1 12Mbps 1×10-3 1 秒 
2 1×10-4 10 秒 
3 1×10-5 100 秒 
4 1×10-6 16.7 分（1000 秒） 
5 1×10-7 2.8 時間（166.7 分） 
6 30Mbps 1×10-3 0.4 秒 
7 1×10-4 4 秒 
8 1×10-5 40 秒 
9 1×10-6 6.7 分（400 秒） 
10 1×10-7 1.1 時間（66.7 分） 
11 60Mbps 1×10-3 0.2 秒 
12 1×10-4 2 秒 
13 1×10-5 20 秒 
14 1×10-6 3.3 分（200 秒） 
15 1×10-7 33.3 分（2000 秒） 
16 80Mbps 1×10-3 0.2 秒 
17 1×10-4 1.5 秒 



 

24  
Japan Cable Laboratories 

18 1×10-5 15 秒 
19 1×10-6 2.5 分（150 秒） 
20 1×10-7 25 分（1500 秒） 
 
 

7.4.4 データ量の想定 

当実験における背景データなどのデータ量を以下のとおり定義する。 
No. ビットレート ストリームの本数 備考 

1 12Mbps（UDP） 9+10 地デジ＋BS 相当 
2 6Mbps（UDP） 51 自主放送相当 
3※1 6Mbps（TCP） 2 OTT 相当 
※1 宅内環境における動画視聴を想定する場合に使用する 

 
7.4.5 前方誤り訂正(FEC)について 

ビットレートについて 7.4 に記載のものはTSのペイロードにおけるビットレー

トであり、FEC を含まない。なお、アプリケーションレイヤに係る FEC は実験に

おいてリアルタイムエンコーダによって付与されることを前提とする。 
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8 実施結果 

8.1 FTTH の物理層実験結果と見解 

8.1.1 優先制御の確認 

計測器の UDP ジェネレータの送出設定を 80Mbps と 500Mbps の UDP の 2 ス

トリームとし、PON の設備を 7.3.1 のとおりに設定した。この状態で 80Mbps に

設定した UDP ストリームが全量受信できていることを確認し、500Mbps に設定

した UDP ストリームが損失として計測されていることを確認した。これは事前に

想定した通りの結果である。 
 
8.1.2 机上検討と実験結果の違い 

机上検討 5.2 ではUDP/RTP のペイロードにあるTS パケットにビット誤りが発

生すればこれを比較することを想定していたが、測定器で検知することができる

状態はパケットの損失であり、ビット誤りではない。これは、途中経路上でビット

誤りが発生した場合、ONU がチェックサム誤りと判断し IP パケットを破棄して

しまうためである。なお、信号発生側でランダムなビット誤りパターンをペイロー

ドに挿入する実験も行ったが、ビット誤りが発生した場合前述の理由でパケット

が破棄されてしまうため、測定器が受け取った段階ではビット誤りではなくパケ

ットの損失として検知される。そのため、本実験では測定する対象を BER から IP
パケット損失率に変更した。 
 
8.1.3 受光パワーの計測と結果 

本実験では、現在商用で提供されているインターネット接続サービスのアクセ

ス技術の主流である GE-PON（IEEE 802.3 ah）のうち 1000BASE-PX20 を対象

とした。GE-PON の受信仕様は表 8-1 のとおりであり、1000BASE-PX20-U が D-
ONU にあたる。 

 
表 8-1 1000BASE-PX20 の受信仕様（IEEE 802.3ah：Table 60-8） 
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受信仕様ではビット誤り率が最大 10-12とされており、これを満たすための各種

項目が規定されている。光信号波のタイミングの時間軸方向の揺らぎの許容値は

D-ONU 入力において 352(ps) 以下[IEEE 802.3ah：Table 60-10]であるが、D-
ONU のフレーム復元処理において吸収されるため、出力信号のビット誤り率への

影響は受信感度（Receiver Sensitivity）が支配的である。そこで本実験における

物理層実験として ONU 入力の受光レベルと出力の IP パケット損失率の相関性を

検証する。 
本実験に提供された試験機 D-ONU の製品仕様における許容受光レベルは−3～−

25.5(dBm) (IEEE 802.3ah では− 3～−24dBm)であることから、実験手順

（Appendix 2.1.2 参照）では受光レベルを−25.5(dBm)以下としたときの IP パケ

ット損失率の測定を行った。 
測定により得られた結果を表 8-2、図 8-1、表 8-3、図 8-2 に示す。なお、伝送

した UDP ストリームのビットレートは 80Mbps と 12Mbps とし、波長は下り

（OLT→ONU）：1490nm、上り（ONU→OLT）：1300nm である。 
 

表 8-2 80Mbps における受光レベルと IP パケット損失率 
受光レベル(dBm) IP パケット損失率 

-32.50 1.69E-01 
-32.00 2.35E-02 
-31.50 1.53E-03 
-31.00 1.27E-04 
-30.70 4.69E-06 
-30.50 2.32E-06 
-30.30 4.63E-07 
-30.00 < 1.00E-07 
-25.50 < 1.00E-07 
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図 8-1 80Mbps における受光レベルと IP パケット損失率の関係 
 
 

表 8-3 12Mbps における受光レベルと IP パケット損失率 
受光レベル(dBm) IP パケット損失率 

-32.50 1.53E-01 
-32.00 3.01E-02 
-31.50 1.50E-03 
-31.00 1.09E-04 
-30.70 5.21E-06 
-30.50 < 1.00E-07 
-25.50 < 1.00E-07 
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図 8-2 12Mbps における受光レベルと IP パケット損失率の関係 
 
得られた受光レベルと IP パケット損失率との相関係数|R|を求めると、 
80Mbps  |R|≒0.739 
12Mbps  |R|≒0.810 
であり、強い相関がみられる。したがって、IP パケット損失率は受光レベルか

ら推測可能であると考えられる。 
IP 伝送路では、誤りを含む IP パケットを検知した箇所で破棄する。そのため、

IP 伝送路の始点～終点における IP パケット損失には誤りにより破棄された IP パ

ケットが含まれる。また、IP パケット化時に IP パケットとして整合性が担保され

るため、IP パケット化処理の入力信号の誤りは IP 伝送路上の誤りとしてカウント

されない。そのため、入力信号の誤りがそのまま受信機へ伝送され、HE 入力品質

は IP 伝送路品質に影響しない。 
 
5.2 節から、本実験が目標とする IP パケット損失率は 1×10-7以下であり、GE-

PON においては、図 8-1 と図 8-2 から−30.2(dBm)以上で満たしている。IEEE 
802.3ah 仕様および D-ONU 製品仕様のいずれの最低受光レベルも−30.2(dBm)よ
りも大きいことから、仕様に準じて運用することで PON 区間の信号品質は IP パ

ケット損失率の基準を満たすことが可能である。  
このほかの PON の方式についても、各方式の仕様におけるビット誤り率を 10-

12以下とする前提で物理層が規定されており、同様に結論づけることができる。 
また GE-PON では前方誤り訂正（FEC）の利用が必須でないため、本実験では

FEC を利用していない。FEC を利用することでビット誤り率が低減されるため、
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IP 伝送路の品質によっては FEC の利用により受信信号の品質を担保することが

可能である。 
以上から、FTTH アクセス網伝送区間における IP パケット損失率は物理層の信

号条件により担保可能である。ただし、PON 方式により最低受光レベルが異なる

ため、利用する方式が定める最低受光レベルにより運用する必要がある。 
 
 

8.2 FTTH の IP 層実験結果と見解 

8.2.1 パケット損失の計測と結果 

本実験ではリアルタイムエンコーダから送出された UDP/RTP のストリームを

測定器のエミュレータによって 1×10-3から 1×10-6 ※１までの幅でパケットを欠損

させ TS アナライザによって、発生した MPEG-2 TS のコンプライアンス違反を観

察した。なお、同時に IP-STB でも映像音声の状態を観察しているため、参考情報

として画面の撮影データを掲載する。撮影した画面で映像に問題が発生している

フレームを赤枠で囲っている。 
 
※1 本来は 10-7以下まで測定すべき事項であるが、エミュレータの性能限界のた

め、誤り率を 10-6までの範囲で測定を行った。ただし、HFC の物理層実験で

はノイズの挿入によって CN を変化させることで 10-7相当の誤り率を実現で

きたため、HFC の IP 層実験に 10-7時の観察結果を掲載する。 
 

No. ビ ッ ト

レート 
誤り率 エラー、映像の状態 

1 80Mbps 1×10-3 約 50msec～200msec ごとに Continuity_Count エ
ラー 
 

 

 
短いフレーム間隔でブロックノイズが入る 

2 1×10-4 約 1.2 秒～1.5 秒ごとに Continuity_Count エラー 
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動きの多いシーンでブロックノイズが入る 

3 
 

1×10-5 約 7 秒～23 秒の間隔で Continuity_Count エラー 
 

 

 
稀にブロックノイズが入る 

4  1×10-6 約 2 分～3 分の間隔で Continuity_Count エラー 
 

 
誤り検知時点の映像を見ると一瞬フレームがずれた

ように見えたが肉眼での認知は難しい 
 
Continuity_Count はTSパケットの連続性を確認するためのカウンターであり、

TS パケットの欠損を検知している。この誤りの検知は多少の揺らぎがあるものの
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誤り率の範囲内であり想定通りの頻度である。誤り出現率が下がることで欠損す

るフレームが I フレーム以外の B フレームか P フレームである確率が増えること

で画像の乱れは認知し辛くなる。 
 

実験で使用したストリームのビットレートは 7.4.1 の RTP ストリームで

12Mbps、30Mbps、60Mbps、80Mbps の 4 種だが、実験結果は誤り検出頻度の違

いであり、その頻度は 7.4.3 と一致するためここでは 80Mbps のデータのみを掲載

する。また、IPv4 と IPv6 の IP アサインによって実験結果に変化はなく、

Continuity_Count の出現頻度・映像のブロックノイズは同様だった。 
 

8.2.2 パケット遅延と揺らぎの計測と結果 

本実験ではリアルタイムエンコーダから送出された UDP/RTP のストリームを

測定器のエミュレータによって定量的な遅延を発生させることと、遅延量を変化

させて揺らぎの状態を生成することで、ネットワーク上で発生しえるパケットの

状態が映像に与える影響を測定し映像を観察した。 
 
実験では 80Mbps のビットレートで送出を行い、500msec の定量遅延を入れた

状態と揺らぎの量を 500msec から 100msec の間で変化させ TS アナライザで

MPEG-2 TS のコンプライアンスを確認した。TS アナライザによって確認された

誤り内容は図 8-3 のとおりである。なお、TS アナライザでは IP パケットのバッ

ファリングを行わないため、純粋に TS のストリームとしてコンプライアンスを測

定している点に留意されたい。 
揺らぎの幅 エラーの状態 
100msc PCR 周波数ドリフトエラー 

PCR オーバーオールジッタ エラー 
PMT 周期エラー 
PIT オーバーリミット 

150msec 100msec に同じ 
200msec 100msec に同じ 
300msec 100msec に同じ 
500msec 100msec に同じ 

図 8-3 IP パケット遅延揺らぎの実験とエラーの一覧 
 

遅延及び揺らぎの実験では誤りの発生量は異なるものの内容は同じものである。

実験中に IP-STBが出力していた映像に乱れはなかったがTSアナライザで確認可

能な映像のサムネイルは破たんしていたことから IP-STB にバッファがない場合
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は正常に再生できない。これは IP-STB が持つ IP パケットのバッファが本来発生

するであろう MPEG-2 TS のコンプライアンス違反を吸収しているものと思われ

る。また、IP-STB から出力された揺らぎ量は実験で挿入した量の遅延量と比して

変化はするが、同量に変化しない点から実験に使用した IP-STB の特性によって吸

収されているものと思われる。 
 

8.3 HFC の物理層実験結果と見解 

8.3.1 QoS の確認 

測定器のUDPジェネレータで発生させるUDP/RTP のビットレートを 80Mbps
とし、背景トラフィックとして発生させる TCP の疑似データを 300Mbps に設定

した。CM が受信できるビットレートは IP ヘッダなどを除いて 280Mbps 程度で

あり、理論的には保護されていない TCP のデータが 100Mbps 分欠損することに

なる。7.3.2 のとおり CMTS を設定し、計測器にて測定したところ想定通り TCP
のデータが欠損し、UDP/RTP のパケットは全量受信できていることを確認した。 

 
8.3.2 机上検討と実験結果の違い 

8.1.2 と同様、測定の対象を BER から IP パケット損失率に変更した。 
 

8.3.3 CN の計測と結果 

本実験では、現在商用で提供されているケーブルテレビのネットワークによる

インターネット接続サービスの通信方式として主流である DOCSIS 3.0 を対象と

した。DOCSIS 3.0 仕様における端末（ケーブルモデム）の単一周波数チャンネル

（6MHz）の下りストリーム受信処理性能は図 8-4 のとおりである。 
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図 8-4 DOCSIS 3.0 下りストリーム（256QAM）の受信処理性能 

（CM-SP-PHYv3.0-C01-171207：6.3.3.2） 
 
特定の入力信号のレベルと CN 比の条件に対し誤り訂正後の BER が 10-8以下と

なることが受信性能として規定されている。また、伝送路符号化方式は ITU-T 勧
告 J.83 Annex B を採用しており、RF 方式で採用している ITU-T 勧告 J.83 
Annex C と同様に CN 比と BER との間に強い相関がある。そのため、入力信号

の条件を変更することで誤り訂正後の BER を低減することが可能である。 
DOCSIS 3.0 の 256QAM のときの下り伝送データレートは 1 周波数チャンネル

（6MHz）で約 40Mbps であり、複数の周波数チャンネルを束ねて伝送帯域を大容

量化することが可能である（チャンネルボンディング）。そこで本実験における物

理層実験として、チャンネルボンディング時の端末の入力信号の CN 比と出力の

IP パケット損失率の相関性を検証する。 
本実験では 8 チャンネルを束ねて下り伝送容量を約 320Mbps とし、入力信号に

ホワイトノイズを印加して CN 比の変化に対する IP パケット損失率の測定を行っ

た。 
測定により得られた結果を表 8-4、図 8-5、表 8-5、図 8-6 に示す。なお、伝送

した UDP ストリームのビットレートは 80Mbps と 12Mbps とし、下り伝送周波

数は 450MHz～498MHz の連続した 8 チャンネル、CM の入力信号レベルは各チ

ャンネルとも 6(dBmV)である。 
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表 8-4 80Mbps における CN 比と IP パケット損失率 

CN 比(dB) IP パケット損失率 
28.70 <1.00E-07 
28.60 2.03E-07 
28.50 9.29E-07 
28.40 1.16E-06 
28.30 5.46E-06 
28.20 2.16E-06 
28.10 2.34E-06 
28.00 1.02E-04 
27.90 2.17E-04 
27.50 1.29E-03 
27.00 6.96E-02 

 

 

 
図 8-5 80Mbps における CN 比と IP パケット損失率の関係 

 
表 8-5 12Mbps における CN 比と IP パケット損失率 

CN 比(dB) IP パケット損失率 
28.60 <1.00E-07 
28.30 3.62E-06 
28.00 6.25E-06 
27.80 6.08E-06 
27.70 4.35E-05 

1.00E-07

1.00E-06

1.00E-05

1.00E-04

1.00E-03

1.00E-02

1.00E-01

1.00E+00

26.50 27.00 27.50 28.00 28.50 29.00 29.50

IP パケット損失率 

CN 比（db） 
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27.60 3.52E-04 
27.30 5.44E-03 
27.00 4.47E-02 

 

 
 

図 8-6 12Mbps における CN 比と IP パケット損失率の関係 
 
得られた CN 比と IP パケット損失率との相関係数|R|を求めると、 

80Mbps  |R|≒0.741 
12Mbps  |R|≒0.744 

であり、強い相関がみられる。したがって、IP パケット損失率は CN 比から推測

可能であると考えられる。 
IP 伝送路では、誤りを含む IP パケットを検知した箇所で破棄する。そのため、

IP 伝送路の始点～終点における IP パケット損失には誤りにより破棄された IP パ

ケットが含まれる。また、IP パケット化時に IP パケットとして整合性が担保され

るため、IP パケット化処理の入力信号の誤りは IP 伝送路上の誤りとしてカウント

されない。そのため、入力信号の誤りがそのまま受信機へ伝送され、HE 入力品質

は IP 伝送路品質に影響しない。 
FTTH と同様に 5.2 節から、本実験が目標とする IP パケット損失率は 1×10-7以

下であり、DOCSIS 3.0 においては、図 8-5 と図 8-6 から 28.8(dB)以上で満たし

ている。DOCSIS 3.0 仕様が受信処理性能の基準とする BER の 10-8は 5.2 節の式

から、 
PER = 1 − (1− 1 × 10−8)(188×8×7) ≒ 1 × 10−4 

 
であり、CN 比が 27.8(dB)以上のときに満足する。したがって、DOCSIS3.0 の標

準的な CN 比の基準に対し 1(dB)程度の向上により目標とする IP パケット損失率
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を満たすと考えられる。 
 このほか、IP マルチキャスト方式をサポートする DOCSIS 方式として DOCSIS 
3.1が存在する。DOCSIS 3.1の伝送路符号化方式は、DOCSIS 3.0が採用する ITU-
T 勧告 J.83 Annex B のチャンネルボンディングのほかに、OFDM によるブロッ

ク単位（最大 192MHz）構成が可能となっている。OFDM では FEC 方式として

LDPC + BCH を採用しており、CN 比と BER との関係は本実験と異なる特性を

示す。ただし、その関係は連続的であり、CN 比の確保により BER を保証するこ

とが可能であることから、本実験の結果と同様に一定の CN 比を担保することで

IP パケット損失率の基準を満たすことが可能である。 
 以上から、CMTS の入力 IP パケットの品質が担保されていれば、アクセス網伝

送区間における品質は物理層の信号条件により担保可能である。本実験では

256QAM の入力信号レベルが 6(dBmV)のときの標準的な CN 比に対し 1(dB)程度

の向上により満たすことを確認したが、実運用においては伝送信号条件と製品の

処理性能を確認した上で適切な入力信号の CN 比を求めておくことが望ましい。

また、DOCSIS 方式の伝送路符号化方式は複数規定されており、それぞれ受信処

理性能が異なるため、利用する伝送路符号化方式で求められる CN 比を確認した

上で運用する必要がある。 
 

8.4 HFC の IP 層実験結果と見解 

8.4.1 パケット損失の計測と結果 

本実験ではリアルタイムエンコーダから送出された UDP/RTP のストリームを

測定器のエミュレータによって 1×10-3から 1×10-6 までの幅でパケットを欠損さ

せ TS アナライザによって発生した MPEG-2 TS のコンプライアンス違反を観察

したものと、1×10-7の値が得られるよう HFC の物理層で CN を変化させ、パケ

ットを欠損させた状態の実験を行った。 
 
物理的系が FTTH であれ HFC であれ、パケットが欠損する場合の MPEG-2 TS

のコンプライアンスは同様の誤り内容で現象に違いはなかった。ここでは 1×10-7

の実験結果について記載する。 
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No. ビ ッ ト

レート 
誤り率 エラーの状態 

1 80Mbps 1×10-7 約 10 分～30 分ごとに Continuity_Count エラー 
 

 
 
エラー検知時点の映像を見ると一瞬ブロックノイ

ズが入ったように見えたが肉眼での認知は難しい 
 

8.4.2 パケット遅延と揺らぎの計測と結果 

本実験ではリアルタイムエンコーダから送出された UDP/RTP のストリームを

測定器のエミュレータによって定量的な遅延を発生させることと、遅延量を変化

させて揺らぎの状態を生成することで、ネットワーク上で発生しえるパケットの

状態が映像に与える影響を測定し映像を観察した。ただし、実験結果は 8.2.2 の

FTTH の実験結果と同様であり、経路による違いは生じなかった。 
 

8.5 アクセス網における優先制御の考え方 

7.3.1 及び 7.3.2 で記述したとおり、今回の実験においては FTTH、HFC それぞ

れのアクセス網において、適切な優先制御(QoS)を IP 放送で使用されるマルチキ

ャストストリームのみに適用し、想定通りに IP 放送のマルチキャストストリーム

が負荷ストリームに優先して伝送されることが確認できた。 
HFC アクセス網(DOCSIS)の場合はデジタル放送と同様に、IP 放送専用の QAM

搬送波を設定することで QoS を適用せずに IP 放送を提供することも可能である

が、FTTH の場合や DOCSIS でもデータ通信と伝送帯域を共有して IP 放送を実

施する場合、アクセス網において IP 放送提供に必要な品質を担保するための優先

制御を適用する必要がある。 
HFC に関しては 7.3.2 で記述のとおり、DOCSIS3.0/3.1 においてはマルチキャ

ストに対する QoS が仕様として定義されており、CMTS、CM ともにその仕様を

実装することが必須であるため、機種の違いによる実装の違いは生じないと思わ

れるが、FTTH においては機種によって実装方法が異なる可能性があるため、必要

な機能が実装されているかどうかの確認を行う必要があると思われる。 
また、今回の実験内容には含まれていないが、優先制御（QoS）以外に検討すべ
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きアクセス網における問題として、アクセス網の伝送可能帯域を超えるマルチキ

ャストストリームに対する対応を考える必要がある。 
一般的にはアドミッション・コントロールと呼ばれるもので、アクセス網で伝送

可能な帯域を超えたマルチキャスト視聴のリクエストがあった場合にそれを制限

するものである。 
予め配信するマルチキャストストリームの総帯域をアクセス網の帯域幅以内に

制限する場合は必要ないが、CH 数が多数となりそのような管理が困難である場合

には、アドミッション・コントロールの適用が必要と思われる。 
 

8.6 パケット遅延と揺らぎが映像に与える影響 

8.6.1 パケット遅延 
遅延時間の測定はパケットに付与されているタイムスタンプを利用する方法も

あるが、送信側と受信側で厳密に時刻を同期させるか、受信側から送信側にもタイ

ムスタンプに関する情報を送信するなどの方法が必要となり、容易に測定するこ

とはできない。 
今回の実験では遅延に対する映像への影響を確認することが目的のため、遅延

時間の測定には映像信号の時間差を測定する装置を用いて以下の構成で計測を行

った。 

 
図 8-7 パケット遅延計測環境 

 
遅延測定装置から出力した計測用映像信号をリアルタイムエンコーダで符号化

して発生させた 80Mbps のストリームがエミュレータで中継され、FTTH/HFC 網

を経由して宅内環境に設置した IP-STB で受信する。そして IP-STB で復号した受
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信後映像信号を遅延測定装置に入力して、映像の時間差を測定することにより遅

延を計測した。 
エミュレータで遅延を付加しない場合、測定器で計測した遅延は 1.6 秒であっ

た。この値はエンコード遅延、ネットワーク伝送遅延、IP-STB の受信・デコード

遅延を合計した値である。 
次にエミュレータで 500msec の一定の遅延を付加したストリームを IP-STB で

再生したところ、計測器で測定した遅延も 2.1 秒となった。IP-STB はネットワー

ク伝送遅延を意識せず、受信したストリームを遅延がないストリームと同様に再

生処理するだけであった。左記の結果から、伝送区間中で発生する一定の遅延量に

ついては、IP-STB の動作には影響がないことが確認できた。 
 
8.6.2 パケット遅延揺らぎ 
パケット遅延揺らぎ（ジッタ）の測定は机上検討段階では測定器を利用する想定

だったが、実際の測定に即した方法を同時に検討すべく、図 8-9 のような測定用

ラップトップ PC で行った。本実験ではパケットに付与されているタイムスタンプ

を利用する方法でパケット遅延揺らぎを測定している。RTP プロトコルを規定し

ている RFC 3550 ではジッタの算出方法について以下のように記載されている。 

 

図 8-8 ジッタの算出方法 
 

今回の実験では以下の構成で実験を行った。 
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図 8-9 パケット揺らぎ計測環境 

 
実験に使用したリアルタイムエンコーダはパケットの送出時刻に合わせて RTP

のタイムスタンプを正確に付与しているためジッタの算出に適しているが、規格

によっては RTP のタイムスタンプの付与方法が異なるためジッタ測定時に使用す

るストリームには注意が必要である。 
また、キャプチャ端末としては汎用 PC とオープンソースのソフトウェアによる

簡易な構成を用いたが、PC の能力や稼働状況、ソフトウェアの性能によって、測

定結果に影響がでることも注意が必要である。 
 

実験では最初に揺らぎを付加しない状況でのジッタを確認するため、エミュレ

ータで遅延を付加せずストリームを中継し、キャプチャ端末で算出したジッタと

パケット間差分の最大値 Dmaxは以下の結果であった。 

 FTTH HFC 
最大遅延幅 ジッタ Dmax ジッタ Dmax 

なし 0.03msec 0.28 0.42msec 4.82 

 FTTH/HFC ともにジッタは 1msec 以下の非常に小さい値で、実験で構築し

たネットワークではほとんど揺らぎがないことが確認できた。 
 

次にエミュレータで最大 100～500msec の遅延量を徐々に変化させることで揺

らぎを発生させたとき、キャプチャ端末で測定したジッタは以下の結果であった。 
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 FTTH HFC 
最大遅延幅 ジッタ Dmax ジッタ Dmax 

100msec 0.59msec 4.22 0.53msec 4.88 
150msec 0.50msec 4.80 2.30msec(※) 24.31 
200msec 1.92msec 6.30 0.74msec 6.33 
300msec 0.86msec 6.39 0.89msec 6,33 
500msec 3.63msec 10.38 1.37msec 10.40 

※ キャプチャ端末で起動中の別アプリケーションの影響でパケットの 
取りこぼしがあり、計測誤差が大きくなったと思われる。 

 
図 8-10 最大遅延幅とジッタの関係 

 
最大遅延幅が大きくなるほどジッタの値も大きくなる傾向は見られたが、付加

した遅延幅と比較してかなり小さなジッタ値が算出された。これはエミュレータ

が徐々に遅延量を変化させたため、RFC 3550 で規定されている計算方法のパケッ

ト間差分が小さく、その統計的な加算結果をもとにジッタを算出しているためと

考えられる。 
また、FTTH に対して HFC の方が小さなジッタ値が観測されたのは、HFC 区

間の上限ビットレートを 200Mbps に設定していたことが関係している可能性が

ある。揺らぎを付加したことによりトラフィックにバーストが発生するが、下図の

ように 80Mbps のストリームが瞬間的に 2.5 倍の 200Mbps 程度のビットレートと

なることもあり、ビットレートを制限するキューで一時的な滞留が発生し、揺らぎ

が平滑化されたのではないかと考えられる。実際に当初 HFC 区間の上限ビットレ

ートを 100Mbps に設定した際は、バーストトラフィックをキューで吸収すること
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ができず伝送区間内でパケットが廃棄され、受信側でもパケット損失が検出され

た。 

 
図 8-11 HFC で 500msec の遅延変動を付加した際の受信ストリームの変動 

 
以上の結果から、伝送区間のキューイング処理によって、揺らぎが変動したりパ

ケット廃棄が発生したりする可能性があるため、伝送するビットストリームにあ

わせた帯域設計と機器の設定が必要となる。 
 

実際にジッタを付加した際の映像への影響については、使用した IP-STB は揺ら

ぎを吸収可能なだけのバッファを有していたと思われるため、映像品質には特に

影響はなかった。なお、バッファ制御を含めた再生の挙動については IP-STB の商

品企画・仕様によるため詳細については不明である。 
一方、使用した TS アナライザは揺らぎを吸収せず、到着した RTP パケットか

ら TS パケットを取得し ASI(Asynchronous Serial Interface)で TS 解析部に送信

して TS 解析処理を行う動作のため、PCR(Program Clock Reference)や
PMT(Prgoram Map Table)エラー等が検出されていた。PCR や PMT の到着間隔

や単位時間当たりの挿入頻度が揺らぎにより規定の範囲外と判断されたためと考

えられる。 
上記の結果より、IP-STB が揺らぎを吸収するバッファを有していれば、映像品

質には影響がないことは分かったが、ネットワークでの揺らぎと測定したジッタ

値との関係性を導くことはできなかった。 
 

 今回の検証では RFC 3550 の RTP プロトコルに従って RTP のタイムスタン

プを使用したジッタの算出を行ったが、RTP のタイムスタンプについては伝送す

るメディアストリームの形式や、各種サービスの運用仕様によって異なる使用方

法が規定されている。 
実際のサービスで使用されている例として、IPTV フォーラムや日本ケーブルラ

ボの IP 放送仕様では RTP タイムスタンプについては以下のように規定されてい

る。 

80Mbps 
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 タイムスタンプは、RTP データパケットの最初のオクテットのサンプルを取

得した時刻を表す 
 送信運用規定：基本的には 90kHz で運用する。ただし、本値は厳密に運用し

なくてもよい。 
上記の仕様では RTP タイムスタンプには基本的にはパケットを送出した時間で

はなく、サンプルを取得した時間すなわちフレームの時間から算出した値が付与

されている。このため、データ量が多いイントラフレームやビットレートが高いス

トリームの場合、１つのフレームが複数の RTP パケットに分割して送信され、同

一の RTP タイムスタンプが付与された RTP パケットが連続して伝送されること

になる。 
このようなパケットでは送出時間と RTP タイムスタンプ自体に揺らぎが含まれ

ているため、正しくネットワークのジッタを測定することは困難である。ネットワ

ークのジッタを測定するためには、測定用の専用ストリームを別途伝送して計測

する必要があると考えられる。 
 
また、ビットレートに変動のない CBR ストリームを想定した場合は、パケット

の送出間隔、到着間隔が一定で揺らぎがない伝送環境が理想的ではあるが、ビット

レートに変動がある VBR ストリームではパケットの送出間隔は一定ではなく、揺

らぎの要因が伝送方式・仕様に起因するものか、伝送環境に起因するものか判断が

できない場合もあると思われる。 
 

8.7 パケットの揺らぎと STB のバッファ量 

ここでは、パケットの揺らぎが STB に与えるバッファ量の変化の影響について説

明する。パケットの揺らぎはネットワーク上に流れる他のパケットの増減による影

響や経路変更による影響など起こりうると考えられる。 
 

8.7.1 想定するパケット揺らぎのパターン 

以下に想定できるパケット揺らぎのパターンを図示し、揺らぎ発生時の STB への

パケットの届き方を説明する。通常、IP 放送のパケット群（UDP/IP ストリーム）

は一定の間隔で送信されることを想定するが、揺らぎが起こると一定の送信間隔が

崩れ、パケットの間隔が広がったり短くなったりする。 
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想定する揺らぎパターン１ 

 
図 8-12 想定する揺らぎパターン１ 

 
本パターンでは、パケットの送信間隔が徐々に広がって、その広がりが全体的に積

み重なって大きな遅延（区間 A1）になり、その後、徐々にパケットの送信間隔が短

くなっていって（区間 B1）一定の送信間隔に戻るパターンである。 
 

想定する揺らぎパターン２ 

 

図 8-13 想定する遅延パターン２ 
 

本パターンでは、一定間隔で送信されていたパケットが突然受信側に届かなくな

り（区間 A2）、その後、届かなくなっていたパケット群が突然、短間隔でバースト

的に大量に流れ込んでくる（区間 B2）パターンである。 
 

8.7.2 IP 放送対応受信機の構成 

下図 8-14 に IP 放送対応受信機の構成例を示す。 
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図 8-14 IP 放送受信機の構成例 

 
受信機が IP 放送用の UDP/IP ストリームを受信してからデコードするまでの流れ

を説明する。IP 放送対応受信機は、ネットワーク I/F で UDP/IP ストリームを受信

し、通信処理部に UDP/IP パケット単位で渡す。通信処理部は、受信した UDP/IP
パケットから RTP パケットを取り出し、そこから TTS パケット群を取り出し、後

段の TTS/TS 変換部に出力する。TTS/TS 変換部は、TTS のタイムスタンプを参照

しながら、適切なタイミングで TS 化を行って後段のデスクランブラに出力する。

デスクランブラは既定の限定受信方式に対応した暗号復号処理を行い TS デマルチ

プレクサに暗号復号後の TS パケットを出力する。TS デマルチプレクサは TS のデ

コードタイミングに合わせて映像デコーダ、・音声デコーダにデータを出力して映

像・音声の出画を実現する。 
このような構成において、前述のパケットの揺らぎを吸収するために、受信機には

バッファを設ける必要がある。バッファを設けるブロックは受信機商品企画マター

であるが、一般的に TTS/TS 変換処理部以降の TS 出力に揺らぎの影響を与えない

ようにバッファが構成される。 
 

8.7.3 パケットの揺らぎと受信機のバッファ使用量の関係 

ここではパケットの揺らぎが発生したときの、受信機のバッファに対する影響に

ついて説明する。 
図 8-15 は受信機が IP 放送のパケットを受信しているときのバッファ使用量の変

化について模擬的に示した例である。 
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図 8-15 IP 放送受信時のバッファ使用量変化の例 

 
 受信機は IP 放送用のパケットの受信を開始すると（①）、バッファにある程度

データを蓄積してからデコード処理を開始する（②）。その後、ネットワークが安定

しており、一定の転送量で IP 放送用のパケットが受信できれば、受信するデータ量

とデコードするデータ量が均衡し、バッファ使用量が安定する（③）。 
ネットワーク上に揺らぎが発生すると、受信するデータ量とデコードするデータ

量の均衡が破れ、バッファ使用量が減少する。例えば、前述の想定する揺らぎパタ

ーン１が起こると、パケットが遅延して到着するため、バッファの消費スピードに

追いつかなくなり、受信機内のバッファ使用量が徐々に減少する（④区間 A1）。そ

の後、遅延が解消すると、遅延していた分のパケットが定常よりも早い間隔で転送

されるため、バッファ使用量が回復し（⑤区間 B1）、バッファ使用量が安定する。 
また、前述の想定する揺らぎパターン２の場合は急激にバッファ使用量の増減が

発生する。IP 放送用のパケットが全く受信できない区間においては、バッファ内の

データ消費のみが発生し（⑥区間 A2）、その後バースト的にデータ送信され、バッ

ファ使用量が急激に回復する。 
この例は、パケット到達の揺らぎを想定して受信機内にバッファとして十分にデ

ータを蓄積しているため実現可能な動作である。 
一方、揺らぎを十分に考慮せずにバッファ量を設計すると、前述の揺らぎパターン

１、２でそれぞれ問題が発生する。図 8-16 に問題が発生する場合のバッファ使用量

の変化の例を示す。 
 



日本ケーブルラボ 
 IP 放送伝送品質実証実験仕様報告書案 

 
 

47 
Japan Cable Laboratories 

 
図 8-16 揺らぎを十分に考慮していない IP 放送受信時のバッファ使用量変化の例 

 
問題が発生する場合の一つはバッファアンダーフローである。IP 放送用のパケッ

トの受信開始後、データをバッファに十分に蓄積せずにデコード処理を開始した場

合、揺らぎが起こって、データの受信量がバッファの消費量よりも少なくなる状態

が継続すると、バッファにあるデータが枯渇したタイミングでバッファアンダーフ

ローが発生（区間 A1,A2）し、出画ができなくなってしまう。 
もう一つはバッファオーバーフローである。受信機側で十分なバッファ量を確保

していない場合、例えばバースト的にデータが流れてきたとき（区間 B2）に受信し

たデータをバッファに蓄積できなくなり、バッファオーバーフローが発生し、正常

な出画ができなくなってしまう。 
このように、受信機のバッファはネットワーク等により生じるデータの到着時間

の揺らぎの影響を吸収するうえで重要な役割を果たしている。ただし、バッファは

メモリにより構成されているため、バッファ量を大きくすれば受信機コストが上昇

することに留意が必要である。更に図 8-15、図 8-16 示したようにバッファ処理を

行うことにより、IP 放送用のパケットの受信を開始してから実際にデコードするま

でに時間を要することになるため、出画の遅延の要因にもなる。 
このように、揺らぎへの対処はコスト上昇、出画遅延と直接関連しているため、シ

ステム全体として許容できる揺らぎ幅の規定は必要となる。 
 

8.8 パケット損失率が映像に与える影響 

8.8.1 パケット損失率と主観画質について 

本実験において、IP パケット損失率1 × 10−2～1 × 10−4では映像視聴に問題があ

った。例えば、まれにしか映像が動かない動作や、フリーズ動作などが頻繁に発生

するなどである。一方で、IP パケット損失率が1 × 10−5程度であれば映像視聴自

体は可能であった。ただし、動きのないシーンでフリーズ動作と見分けが付かなか

った、落ち着いて映像視聴をすると不快になる可能性があることは否定できない。

以下では、より定性的な考察を試みる。 
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8.8.2 パケット損失が映像に与える影響 

圧縮映像のエレメンタリーストリーム、すなわち広義のヌルパケットや SI 情報

を除く、復号に必須となるビットストリーム（バイトストリーム）において、1bit
でも誤りがあると、少なくとも当該フレームの復号は出来ず、さらに当該フレーム

が参照フレーム（復号順で後続のフレームから参照されるフレームのこと）であれ

ば、後続のフレームも復号できない。最も影響が大きい場合は、I フレームが復号

できない場合であり、次の I フレームまでは復号が出来ない。反対に、最も影響が

少ない場合は、非参照フレーム（B フレームなど）が復号できない場合であり、当

該フレームのみが復号できない。ここでは、復号できない、またはフレーム途中ま

での復号などを含めて、映像が乱れると表現するが、かならずしも映像が破綻する

ことを意味しない。例えば、映像をフリーズさせておけば主観的な影響は一定程度

抑えられる。なお、多くのデコーダでは、可能な限り復号を継続し、また誤り隠蔽

技術により主観画質への影響を抑制する処理が含まれている。これは商品企画に

分類されるものであり、ここでは扱わない。 
一般に I フレーム間隔はチャンネル切り替えが可能なタイミングと符号化効率

のトレードオフとして考慮される。その結果、ARIB 規格では 0.5 秒～1.0 秒程度

の間隔で I フレームを挿入することを求めている。ただし、実運用上は 2.0 秒程度

でも問題ない場合がある。ビット誤りやパケット損失が生じると、最大で I フレー

ム間隔時間は映像が乱れることになる。 
次に、1 つの IP パケットに 7 つの TS パケットが含まれている場合に、IP パケ

ットに含まれるフレーム数を考察する。そのためには、符号化構造（いわゆる GOP
構造）の仮定が必要である。具体的には、4K UHD 放送（59.94P）、30Mbps を対

象に、I フレーム間隔は 0.5 秒程度（59.94fps において 32 枚間隔）、階層 B 構造と

する。この場合、イントラフレーム間隔の間に到達する符号量は約 16Mbits とな

り、イントラフレーム間隔で消費される符号量のうち、I フレーム、I フレーム以

外の参照フレーム、非参照フレームが占める割合をそれぞれ 40%、35%、15%とす

る。すなわち、最も符号量の少ないフレームは非参照フレームであり、約 1%に対

応する 160kbits≈15TS となる。ここから、1bit 誤りにより TS パケットが 1 個失

われても、1 IP パケット損失により TS パケットが 7 個連続で失われても、対応

するフレームはほぼ 1 フレームに限定されることが分かる。また、当該フレーム

が非参照フレームであった場合も、影響を受ける後続フレーム数には 1bit 誤りで

も 1 IP パケット損失でも関係ない。 
HD 放送（59.94i）を対象として考えた場合、より低ビットレートとなるため、

1bit 誤りよりも１IP パケット損失により復号できないフレーム数は増加すると考

えられる。ただし、1 IP パケットに複数フレームが含まれるのは依然として非参

照フレームである可能性が高く、復号できないフレーム数は限定的である。また、
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参照フレームであれば、1bit 誤りか 1 IP パケット損失かによらず、復号できない

フレーム数は同じである。したがって、主観的に知覚でき、かつその継続時間の長

さには大きな差があるとはいえない。 
 

8.9 パケット損失と FEC 

パケット損失による再生映像品質の影響を低減させるために、アプリケーショ

ンレイヤの前方誤り訂正（Forward Error Correction; FEC）を適用することがで

きる。リニア映像配信におけるアプリケーションレイヤの FEC の一例として、本

稿では Pro-MPEG FEC COP3 を取り上げ、当該 FEC によるパケット損失率の低

減を具体的に報告する。なお、ここでは伝送路に適用する FEC については検討の

対象外とする。 
 

8.9.1 Pro-MPEG FEC COP3 

Pro-MPEG FEC COP3 は、L*D 個の RTP パケットを 2 次元に配置し、D 方向

に各パケットに対する XOR 演算を適用して FEC パケットを得る 1D FEC と、D
方向と L 方向にそれぞれ FEC パケットを得る 2D FEC とがある。L*D の選択は

自由であるが、以下の制約がある。 
𝐿𝐿 × 𝐷𝐷 ≤ 100, 
1 ≤ 𝐿𝐿 ≤ 20, 

4 ≤ 𝐷𝐷 ≤ 20. 
IPTV フォーラムでは、より具体的な組み合わせとして 1D FEC L*D=10*10、

1D FEC L*D=20*5、2D FEC L*D=10*10、2D FEC L*D=20*5 が規定されてい

る。 
以下では、各パケットの損失する確率は一定であり（定常性）、かつ過去のパケ

ットとは無関係である（独立性）と仮定する。バースト性の損失は、その連続パケ

ット損失数が L よりも十分小さければ、2 次元に配置するときに D 方向に対して

は無関係なパケット損失と見なせる。 
 

8.9.2 Pro-MPEG 1D FEC 

1D FEC は D 方向に 1 パケットまでの損失を修復可能である。ここでは、FEC
前 IP パケット損失率と、FEC 後 IP パケット損失率の関係を考察する。なお、議

論を簡素化するため、L*D=10*10 と L*D=20*5 の 2 種類に限定する。また、IP パ

ケット損失率は FEC バッファサイズ（100 パケット）に比べて十分小さいため、

発生頻度は二項分布に従うと仮定する。 
ここで、1D FEC は D 個のパケットのうち、パケットがたかだか 1 個の訂正（回

復）が可能である。したがって、FEC バッファ（100 パケット）全てが利用可能



 

50  
Japan Cable Laboratories 

となる確率は以下で求められる。 
 

P1D(IPLR) = (1 − IPLR)(𝐿𝐿∗𝐷𝐷) + D(1− IPLR)𝐿𝐿∗𝐷𝐷−1IPLR 
 
ここで、パケット損失率(IPLR: IP packet Loss Ratio)を1 × 10−4、L*D=10*10

のとき、P1D=10(1 × 10−4) = 1.0− 4.5 × 10−7となる。ただし、実際にはパケットが

2 個以上損失している場合であっても、FEC バッファ内に存在する損失していな

いパケットは有効である。そこで、パケット単位での利用可能な確率は以下で求め

られる。 
 

P1D′ (IPLR) = (1− IPLR)𝐷𝐷 + D(1− IPLR)𝐷𝐷−1IPLR

+ � CnD
D

n=2

(1 − IPLR)𝐷𝐷−𝑛𝑛(IPLR)𝑛𝑛
D − n

D
   

= 1−� CnD
D

n=2

(1− IPLR)𝐷𝐷−𝑛𝑛(IPLR)𝑛𝑛
n
D

 

 
ここで、CnDは二項分布係数であり、D 個のパケットから n 個のパケットが損失

した場合の位置の組み合わせ数を表す。再び IPLR を1 × 10−4、L*D=10*10 とす

ると、P1D=10′ (1 × 10−4) = 1.0− 9.0 × 10−8となる。すなわち、L*D=10*10 の 1D 
FEC は、IPLR = 1 × 10−4において9.0 × 10−4 ≈ 1 × 10−3の訂正能力があるといえ

る。なお、FEC の訂正能力は IP パケット損失率 IPLR に依存するため、注意され

たい。 
ここまでの考察をまとめ、IPLR を変数として FEC 前と FEC 後の関係を D=5, 

10 について計算すると、図 8-17 のようになる。 
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図 8-17 1D FEC による IP パケット損失率の関係。 
 

8.9.3 Pro-MPEG 2D FEC 

2D FEC は L*D 個の FEC バッファに含まれるパケットのうち、パケットがた

かだか 3 個の損失に対しては必ず復元可能である。1D FEC と同様に n 個のパケ

ット損失に対して復元できる損失パターンを数え上げると原理的には陽に利用可

能なパケットの確率を導出できる。しかしながら、1D FEC と異なり一般化が難し

く、さらに 1 つの FEC バッファ内で複数のパケットが損失する可能性は十分に低

い（1 × 10−9～1 × 10−12）ため、パケットがたかだか 4 個損失された場合を数え上

げ、5 個以上損失した場合には復元できないと仮定する。なお、すでに 1D FEC で

示したように、1 × 10−4以下のパケット損失率であれば、D=5、10 のいずれにおい

ても FEC 後パケット損失率は1 × 10−7を実現可能である。したがって、ここでは、

1 × 10−3程度の FEC 前パケット損失率であっても、2D FEC によって1 × 10−7程

度にパケット損失率を下げられることを示す。 
ここで、2D-FEC は L*D 個のパケットのうち、パケットがたかだか 3 個の訂正

（回復）が可能であり、4 個が損失した場合、L*D 個のパケットに散らばっていれ

ば同様に訂正（回復）が可能である。訂正不可の場合は、D 方向と L 方向とに同

時に 2 個のパケットが損失する場合のみである。すなわち、C4L∗Dパターンのうち、

C2LC2D個は復元が出来ない。さらに、簡便のためにパケットが 5 個以上損失した場

合は FEC バッファ全てが利用できないとし、パケットが利用可能となる確率は以

下で求められる。 
 

P2D(IPLR, 4) = �𝐶𝐶𝑛𝑛𝐿𝐿∗𝐷𝐷(1− IPLR)𝐿𝐿∗𝐷𝐷−𝑛𝑛(IPLR)𝑛𝑛
4

𝑛𝑛=0

−
𝐿𝐿 ∗ 𝐷𝐷 − 4
𝐿𝐿 ∗ 𝐷𝐷

𝐶𝐶24𝐶𝐶24(1− IPLR)𝐿𝐿∗𝐷𝐷−4(IPLR)4 

 
ここで、IPLR=0.001 のとき、P2D(1 × 10−3, 4) = 1 − 7.1 × 10−8となる。すなわ

ち、L*D=10*10 の 2D FEC は、IPLR = 1 × 10−3において7.1 × 10−5 ≈ 1 × 10−4の

訂正能力があるといえる。なお、FEC の訂正能力は IP パケット損失率 IPLR に依

存するため、注意されたい。 
ここまでの考察をまとめ、IPLR を変数として FEC 前と FEC 後の関係を D=5, 

10 について計算すると、図 8-18 のようになる。なお、IPLR が高い場合には、D=5
と D=10 とで訂正能力はほぼ同一となり、グラフの線は重なっている。 
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図 8-18 2D FEC によるパケット損失率の関係 

 
8.10 測定方法についての考察 

8.10.1 実験環境における測定 

本実証実験では、図 7-1 の物理層実験環境にある信号発生器兼測定器（Anritsu 
データ クオリティ アナライザ MD1230B）によって物理層実験の数値を測定して

いる。物理層実験における測定項目は以下のとおり。 
 優先制御が正常に動作しているかを測るため試験用パケットの送信量と受

信量 
 FTTH の受光パワー／HFC の CN 値変化によるパケット損失率の変化を測

るため試験用パケットの送信量と受信量 
 上記 2 項目におけるパケット損失量 
 
また IP 層実験では図 7-2 の IP 層実験環境にある TS アナライザ（Tektronix 

MPEG アナライザ）によって MPEG-2 TS のコンプライアンス違反を測定してい

る。 
 

8.10.2 フィールドでの測定 

フィールドでは、送信側と受信側が物理的・地理的に離れた位置にあるため、今

回の実験環境と同様の測定は実施不可である。また必ずしも事業者で今回と同程

度の測定器を利用可能とは限らない。以上を踏まえ本節ではフィールドの測定方

法について考察を行う。 
測定方法としては、試験パケットを利用するアクティブ計測とネットワークに

流れる商用パケットを計測するパッシブ計測の 2 種類が利用可能である。アクテ
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ィブ計測については、試験パケット内にシーケンス番号や送信時のタイムスタン

プを付与したストリームを利用する方法が考えられる。IPTV フォーラムや日本ケ

ーブルラボの IP 放送仕様を含めて、IP マルチキャストで映像を伝送する場合に一

般的には RTP プロトコルが使用されている。RTP プロトコルにはパケットの順番

を表すシーケンス番号と、パケットの時刻を表すタイムスタンプがヘッダに含ま

れている。パッシブ計測では、この RTP ヘッダの情報を利用する方法が考えられ

る。 
 

8.10.2.1 測定に関する時間と場所 
測定するにあたっては、ネットワークを構築した後に終端装置を設置するフィ

ールドで測定する方法と、HE 内に疑似フィールド環境を構築し、終端装置を設置

して行う 2 つの方法が考えられる。測定の目的に応じて、フィールドで測定する

方法、疑似フィールド環境を利用して測定する方法等のいずれかを適切に選択し

て実施することが望ましい。また、計測するタイミングについては、放送のトラヒ

ックが優先制御されたネットワークであり、伝送帯域が十分に用意されているこ

とが前提であるが、通信のトラフィックの時間的変動や地理的変動が極端に大き

いことを踏まえ、放送の視聴状況等も勘案して、測定の時期、時間帯、場所等を適

切に選定して、測定を実施する必要がある。 
 
測定時間に関してはパケット損失率の測定であれば 7.4.2 にある BER の計測時

間と同等の時間とすることが望ましい。これは、IPLR=1×10-7を BER に単純換

算すると 1×10-11であり、パケット損失率を計測するに当たっても測定時間は同等

であると考えられるからである。なお、遅延及び遅延揺らぎについてはこの限りで

はないが、キャプチャしたデータから遅延揺らぎを求める場合はパケット損失率

測定のために取得したキャプチャデータを流用して算出してもよいし、別途測定

を行ってもよい。フィールドにおける測定か疑似フィールド環境による測定か等

に応じて、適切な測定時間を検討する必要がある。 
 

8.10.2.2 パケット損失率の測定 
パケット損失率をアクティブ計測で測定する場合は、試験パケット内に損失を

検知するためのシーケンス番号相当の情報を付与する必要がある。送信側装置は

当該試験パケットをマルチキャストアドレスにてネットワーク側に等間隔で送信

する。受信側装置は IGMP /MLD ジョイン(JOIN)によって該当試験パケットを受

信し、パケット内のシーケンス番号の欠落から損失の有無を判断する。 
一方、パッシブ計測を利用する場合は、RTP 等によって商用サービスのパケッ

ト内にシーケンス番号相当の情報が付与されている必要がある。受信側は、STB に
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解析機能を具備したり、ネットワークタップ等を介してパケットを一般的な PC で

キャプチャし、オフライン解析したりする。PC のパケットキャプチャツールとし

ては tcpdump や WireShark などが有名である。図 8-19 はオープンソースのキャ

プチャソフト WireShark でパケットをキャプチャ後、RTP ヘッダの解析を行った

結果の一例である。 
 

 
図 8-19 RTP ヘッダ解析の一例 

 
 
赤線で示した部分がパケット損失の解析結果で、上記の例では 80,142 個の RTP

パケットを受信した際の損失は 0 個であったとわかる。 
パケットキャプチャソフトは多機能で様々な解析を汎用 PC で行うことができ

るが、すべてのパケットを取得する必要があるため、パケットを保存する容量や同

時に起動しているソフトウェアの影響などから、パケットの取りこぼしなどが発

生しないように注意が必要である。また、キャプチャ時間が長くなればパケットデ

ータが膨大になり、解析結果を得るのに多くの時間が必要になる場合がある。 
一方、TS アナライザには RTP パケットをリアルタイムで解析して損失を検出

する機能があり、パケットを保存しないため長時間の観測も負担なく行うことが

できる。ただ、今回の実験で使用した TS アナライザは多機能で信頼性も高いが、

筐体が大きく可搬性がよいとは言えない装置である。 
今回の実験ではパケットを受信しながらRTPヘッダを解析する簡易なツールも

併せてパケット損失の確認に使用した。使用したツールは Linux 上で動作する簡

単なソフトウェアで、RTP のシーケンス番号に不連続が発生した場合に、欠落し

たシーケンス番号を出力する機能があり、今回の検証で使用した TS アナライザと

同じパケット損失を検出できていることを確認している。このようなツールを可
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搬性の高いラップトップや小型筐体で動作させることにより、容易にパケット損

失をリアルタイムで測定することが可能になる。 
 

8.10.2.3 遅延の測定 
遅延値をアクティブで計測する場合、試験パケット内に送信時のタイムスタン

プ付与が必要であるのに加えて、送信側装置と受信側装置の時刻同期が必要とな

る。送信者側で生成したパケットをマルチキャストアドレスにて送信し、受信装置

側でパケット毎に付与されている送信時のタイムスタンプと受信者装置側での受

信時刻の差分をそのパケットの遅延値として算出する。測定時間内の全てのパケ

ットの平均を遅延値とする。 
パッシブ計測でも基本的に送信側と受信側での時刻同期が必要になる。また、受

信側から送信側に受信したことを報告するパケットを送る仕組みを利用する場合

がある。RTP の規格では RTCP(RTP Control Protocol)による報告パケットで遅延

量を確認する手段が規定されているが、マルチキャストでは RTCP を使用するこ

とは難しく、IPTV フォーラムの IP 放送仕様でも RTCP は使用しないと規定され

ている。 
報告パケットを使用しない場合、受信側で受け取ったパケットがいつ送信され

たのかを確認して、その時刻差分から遅延を算出することが可能であるが、送信側

で測定対象のパケットを送出した時刻を記録し、送信側と時刻同期がとれた受信

環境で測定対象のパケットを受信した時刻を記録する必要があり、受信側だけで

簡易に測定することは困難である。 
上述のとおり、厳密な片方向の遅延測定に関しては送信側装置と受信側装置の

時刻同期が必要である。一方で GPS による時刻同期などがコスト面から実施困難

であるケースも考慮して、ping などのユニキャストによる代替手法も検討が必要

である。この場合、RTT(Round Trip Time)での測定となるため、実施結果を 1/2
倍にする。 

 
実際に ping で測定する際には、 
 ユニキャストの ICMP パケットのためマルチキャストの RTP パケット

と異なる経路、優先キューで伝送される可能性がある 
 伝送区間の混雑状況の影響を受けた場合、測定結果に大幅な変動が含ま

れる可能性がある 
 伝送区間内に ICMP パケットを中継・応答しない機器が存在する可能性

がある 
 上りと下りの伝送時間が異なる場合、単純に応答時間(RTT)の半分が伝送

遅延とできない 
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等の注意が必要となる。 
 
このような方法で遅延の測定は可能ではあるが、絶対的な遅延量については再

生する映像品質には影響がなく、参考値としては把握しておいた方がよい情報と

考えられる。 
 

8.10.2.4 遅延揺らぎ（ジッタ）の測定 
揺らぎも遅延の一種であることから、アクティブ計測、パッシブ計測ともに遅延

測定と同等の測定が利用可能である。得られたパケット毎の遅延値をもとに遅延

揺らぎの定義にしたがって、遅延揺らぎの値を算出する。この場合も送信側装置と

受信側装置の時刻同期は必要である。アクティブ計測の場合は送信側で試験パケ

ット内に送信時刻情報(タイムスタンプ)を付与して、受信側でタイムスタンプとパ

ケット受信時刻の差分から遅延揺らぎを算出する方法となる。一方で遅延測定を

時刻同期不要な代替手法で実施する場合を考慮し、遅延揺らぎについても代替手

法の検討が必要と考える。例えば、アクティブ計測の場合、送信側装置から等間隔

でパケットが送信されている前提のもとで、受信側でキャプチャしたパケット受

信時刻の等間隔からの差分を遅延揺らぎとして測定する方法等が考えられる。 
 
パッシブ計測では、RTP ヘッダ内のタイムスタンプと受信時刻の差分から算出

可能である。しかしながら、本手法は RFC 3550 に従った RTP の送出に準拠して

いることが前提であり、送出側で付与するタイムスタンプ値が必ずしも測定に利

用できる値とは限らない。 
 
実際のサービスで使用されるストリームでは、各種仕様によって RTP タイムス

タンプの付与方法は異なっており、送出時刻が付与されているとは限らないため

である。次節では改めて揺らぎを定義するとともに、RTP を前提とした場合の測

定方法についての具体的な記述を試みる。 
 

8.10.2.5 遅延揺らぎの測定における揺らぎ値の定義 
実験前の机上検討において遅延と揺らぎの定義は、揺らぎの平均量を遅延とし

最悪値を揺らぎの値と定義した。また、実験中においては 8.6.2 に記載した値とし

て RFC 3550 の計算式とそこから導き出される値を掲載した。WireShark で表示

される Max Jitter もこの値であるが、この揺らぎ量は平均化された値であり、本

実験が目的とする STB バッファ量の指標としては相応しいとは言えないことがわ

かった。本 EG では改めて揺らぎ量を導き出す式として ITU-T 勧告 Y.1541 
(07/2016)の付録Ⅱに規定されている IP 遅延変動（IPDV：IP packet delay 
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variation）を採用することとして、ＩＰ遅延変動の定義は以下の式で表される。 
 
IPDV = IPTDupper − IPTDmin 
ここで 

・IPTDupper は評価期間における IPTD の 1-10-3分位点 
・IPTDmin は評価期間における最小 IPTD 
 

 また、ITU-T 勧告 Y.1541 では IP 遅延変動について、ある短い測定期間中の

最大 IPTD－最小 IPTD で定義してもよく、 
 
IPDV = IPTDmax − IPTDmin 
ここで 

・IPTDmax は測定期間中に記録される最大 IPTD  
・IPTDmin は測定期間中に記録される最小 IPTD 

 
ここで IP パケット遅延 IPTD は ITU-T 勧告 Y.1540 (07/2016) にある 6.2.4 

End-to-end 2-point IP packet delay variation （IPDV : IP packet delay variation） 
から算出する。この算出方法式は 2 点間の IP パケットの遅延を Vk = Xk – d1,2で

求める。図 8-20 に転載した概念のとおり MP1（送信側）と MP2（受信側）の 2
点間でパケット 0 を基準点として、パケット 1 がそれぞれ a1,1と a2,1でそれぞれ時

間情報を持ち、パケット kまでの間どれだけ時間量に差異があるのかを導き出す。 
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図 8-20 ITU-T Y.1540(16) F09 抜粋 
 

8.10.2.6 遅延揺らぎの具体的測定方法 
8.10.2.2 で紹介したパケット損失率を測定するための WireShark には Max 

Jitter を表示する機能があるが、これは RFC 3550 の計算方法を用いるため平均

化されていることは前述のとおりだが、ITU-T 勧告 Y.1540 のパケット遅延変動

値（IPDV）Vk は WireShark の RTP 統計情報内で Skew 値に相当する。実験用

テストストリーム 80Mbps を使用し 500msec の遅延量を挿入した場合の Skew の

値を例に ITU-T 勧告 Y.1541 の IPDV の値を求めると以下のようになる。 
 
IPDV = IPTDmax － IPTDmin 
 ＝PDVmax－PDVmin 

= Skew_max － Skew_min 
   = 31.02 － (－306.66) 
   = 337.68 
 
この値の様に実験中 337.68msec の振れ幅があったということが判る。なお、

IPDV はパケットの 0 番を基準に数値化しているため最小値が負の数になる場合

があるが、IPDV はあくまでも遅延揺らぎの量であり最大幅を数値化している。 
 

 
図 8-21 WireShark の Skew を降順にソート 

 



日本ケーブルラボ 
 IP 放送伝送品質実証実験仕様報告書案 

 
 

59 
Japan Cable Laboratories 

 

図 8-22 WireShark の Skew を昇順にソート 
 

 
 

8.11 宅内環境についての考察 

8.11.1 ホームゲートウェイ 

ここでは、実験に利用したホームゲートウェイの諸元と、期待される機能につい

て述べる。 
テレビや電話を含む FTTH サービスでは、ONU によって OLT を終端する。

ONU の出力は Ethernet となっており、国内では一般的には L3 スイッチ（宅内

ルータ）により WAN 側と LAN 側のネットワークを異なるネットワークアドレス

として分断する。電話サービスが提供されている場合は、一般的に L3 スイッチを

含むホームゲートウェイが通信事業者から提供（レンタル）される。電話サービス

が提供されていない場合は、ONU には個人が購入したブロードバンドルータと呼

ばれる機器を導入する。ただし、通信事業者によっては電話サービスの提供有無に

よらずホームゲートウェイを提供（レンタル）する。 
テレビサービスの利用には IP マルチキャスト対応のセットトップボックス（Set 

Top Box; STB）が必要であり、ホームゲートウェイの LAN 側に接続される。国内

では IP マルチキャスト対応の STB は基本的にレンタルである。実験に利用した。

ホームゲートウェイは NEC PF 製 Aterm BL900HW であり、主な機能は、ブロー

ドバンドルータ機能、USB ストレージ機能、電話機能、内蔵無線 LAN 親機機能

（IEEE802.11a/b/n）である。また、本機は IPv4 マルチキャスト機能に調整され

ており、ブロードバンドルータ機能には、IGMP をプロキシする機能が含まれてい

る。ただし、あくまでプロキシ機能であるため、ルータと直接 PIM(Protocol 
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Independent Multicast)プロトコルをやり取りすることはない。また、IGMP スヌ

ーピング機能や優先制御機能が含まれている。なお、無線 LAN 親機機能も有して

いるが、STB 初期設定時には有線接続を必須としている。言い換えると、初期設

定後は無線 LAN 接続によるテレビ視聴も機能の上では可能である。 
以上のプロードバンドルータ機能のうち、安定的な映像再生を実現するために

は、End-to-End での優先制御が必須である。すなわち、OLT よりも上位のネット

ワークにより付与された優先制御クラスをホームゲートウェイにおいても尊重し、

他のインターネットトラヒックに優先して配信する必要がある。同時に、視聴の継

続とチャンネル切り替えを行うためには、子機からラストホップルータ(Last Hop 
Router)に戻る IGMP パケットについても、優先的に処理必要がある。 
マルチキャストのうち、IPv4 に対応する廉価なルータはレンタル品しか存在し

ない。ただし、最近では海外ベンダから廉価な IPv4 に対応するルータも市場に投

入されてきた。一方、IPv6 に対応するブロードバンドルータはテレビ対応ブロー

ドバンドルータとして複数のメーカから市販されている。なお、これまでの検証に

より、極端に廉価なルータの場合はマルチキャスト処理（パケット複製処理）が

CPU 実装となっており、高ビットレートのマルチキャストストリームを安定的に

配信できない、もしくは、通常のユニキャスト通信がほとんどできなくなる事象が

報告されている。 
 

8.11.2 無線 LAN 

無線 LAN でマルチキャストを伝送する場合、無線 LAN ルータのマルチキャス

ト伝送速度の設定によって、十分な帯域が確保されていない場合がある。また、こ

の帯域以内のマルチキャストストリームでも、電波の状況によってはパケットが

損失する場合がある。無線 LAN 機器によっては無線区間のマルチキャストをユニ

キャストに変換して伝送する機能があり、この機能を利用することによって安定

した伝送が可能になる場合もある。今回の実験では以下の図の構成で無線 LAN を

用いたマルチキャストストリームの伝送品質の確認を行った。 
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図 8-23 無線 LAN を使用した実験環境 

 
無 線 LAN ル ー タ で は ONU/CM か ら 受 信 し た パ ケ ッ ト を

802.11a/g/n(5.4GHz)の IPv6 マルチキャストで無線区間を伝送し、１ｍ程度離

れた位置に設置した無線中継器が受信した無線パケットを有線に戻して IP-
STB および TS アナライザで確認を行った。 
無線 LAN のマルチキャスト伝送速度を 54Mbps に設定して、実際に 30Mbps 

の映像ストリームを流したところ、パケット損失率は 2.5% 程度で、再生映像は

常時乱れた状態であった。本実験では FEC を使用していないが、損失のパター

ンを確認したところ、多くのパケット損失は FEC により回復可能と想定できた

が、連続的に 10 パケット以上損失している部分もあり、すべてのパケット損失

を FEC で回復することは難しいと考えられる。 
次に無線 LAN のユニキャスト変換について確認した。このユニキャスト変換

は無線伝送区間でマルチキャストパケットの MAC アドレスを宛先端末の MAC
アドレスに変換してユニキャストとして伝送する機能で、受信端末のアプリケ

ーションは特別な対応を行うことなく通常のマルチキャストとして処理するこ

とができる。ユニキャスト変換を有効にして検証を行った結果、30Mbps のス

トリームを 4 分間流しても、映像に全く乱れはなく、パケット損失も発生しな

かった。ユニキャスト通信ではパケット欠落時の再送が可能であり、電波が不安

定な状況においても安定して伝送できたためと考えられる。また、このときのジ

ッタは 0.89msec で揺らぎも小さかったと考えられる。 
 
無線 LAN のユニキャスト変換を利用することによりにより、高ビットレート

の IP マルチキャストパケットを安定して伝送できることが確認できた。 
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9 エキスパートグループからの提言 

9.1 IP 放送に関する技術的条件とする値について 

9.1.1 IP パケットの損失率 

IP パケットの損失率は実験結果が確認された値として PLR = 1×10-7以下とす

る。ただし、AL-FEC を実施する場合はその FEC の誤り訂正能力を考慮し誤り訂

正前の IP パケット損失率による判断も可能とする。例えば誤り訂正能力が 103程

度あれば 10-4を基準として測定が可能と考えるものであり、Pro-MPEG FEC 
COP3方式の誤り訂正能力については参考として 8.9 節に記載したが本報告書で

AL-FEC の方式を定めるものではない。 
 

9.1.2 IP パケットの遅延 

伝送路に定量的にあるパケット遅延は MPEG-2 TS 再生へ悪影響を及ぼすもの

ではなく、実験の結果からも遅延に関して適当な値が見当たらず、ここで遅延量を

定めることはできない。 
 

9.1.3 IP パケットの揺らぎ 

パケット遅延の揺らぎは IP-STB のバッファによって吸収し MPEG-2 TS 再生

への悪影響を抑制されえるものであるが、バッファサイズの設計にとっては重要

な指標であり、これを定めることが望ましい。よって実験で挿入した値のうち、

100msec の揺らぎ量を妥当とする。 
 

9.2 IP 放送に関する技術的条件に係る測定方法について 

9.2.1 IP パケットの損失率の測定 

IP パケットの損失率は RTP パケットの損失数と RTP ストリーム（ペイロード

の）ビットレートによる測定時間によって算出できる。具体的な測定方法について

は 8.10.2.2 節を、ビットレートに対する測定時間の算出方法は 7.4.2 節を参照され

たい。 
 

9.2.2 IP パケットの遅延測定 

パケット遅延の測定については受信者端子側から配信サーバ側へ PING を送信

した戻り値の 2 分の 1 を参考値とすることが可能だが、マルチキャストのネット

ワークを通過する RTP とは違うため、厳密な意味での遅延量は測定しえない。詳

細については 8.10.2.3 節を参照されたい。 
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9.2.3 IP パケットの揺らぎ測定 

パケット遅延の揺らぎについては送信側が RTP のタイムスタンプを等間隔に打

刻していることを前提に、8.10.2.6 に示した方法で揺らぎ量を測定することが可能

である。また、計測時間についてはパケット損失率の測定データを利用可能だが、

個別に測定する場合は数分のキャプチャデータでも揺らぎ量を測定できる。これ

は、定常的な遅延揺らぎ量を STB のバッファとして吸収することを想定しており、

経路切り替えなどで発生するバースト的な揺らぎ量は最終的にパケット損失とし

て検知されると考えられる。仮に伝送経路上揺らぎを発生させる問題があれば数

分のキャプチャデータでも検知しえる。なお、遅延の測定を PING で代替えする

ことを許容できる程度であれば、複数回測定した PING 値から IPDV の算出にお

ける IPTDmax と IPTDmin を割り当てることも考えられる。 
 

9.2.4 測定点について 

物理層実験においては 8.1.3 節及び 8.3.3 節のとおり ONU の受光パワーもしく

は CM の CN 比と IP パケット損失率との間に相関関係が見られたため、IP パケ

ット損失率の測定においては代替手段となり得ると考えられる。ただし、測定項目

が遅延、揺らぎである場合この限りではない。 
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10 今後の課題 

10.1.1 MMT・TLV に関する課題 

本報告書では MPEG-2 TS の TS パケット長を基に IP パケットの計算をしてお

り、一般に MMT や TLV のパケット長とは異なる。また、MMT や TLV を IP 伝

送する仕様は平成 30 年 7 月現在策定されておらず、伝送実験を実施できていない

ため今後の課題とする。 
 

10.1.2 測定に関する課題 

本報告書では IP パケットの揺らぎについて RTP パケットのタイムスタンプを

利用した測定を参考値としているが、本来であれば RTP パケットの送出側の仕様

を踏まえ、どのように測定すべきかを検討する必要があり、本報告書では汎用的か

つ安易な測定方法を導き出すには至っていない。揺らぎの測定方法については引

き続き民間標準化団体等で検討することが妥当である。 
 

10.1.3 宅内環境についての課題 

本報告書内の実験では宅内環境の影響が反映できるようにホームゲートウェイ

と無線 LAN を使用した。これについては 8.11 節に考察を記載しているが、本実

験に使用した機器は限定されており十分ではない。宅内環境で想定される機器の

構成と仕様については別途これを民間標準化機関等において検討し、民間規格等

を別途定めるべきである。 
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Appendix 

 
1 参考資料（実験データ） 
 
2 実験手順 

2.1 物理層実験 

2.1.1 期待される実験結果 

（1） 伝送網に入力される BER と受信機から出力される UDP の BER が相関

している 
（2） 伝送路の品質が劣化することで BER が悪化する相関がある 

2.1.2 実験手順 

FTTH の物理層実験 
No. 実施内容 期待する動作 
a-1 事前設定 

・GE-PON で、マルチキャスト

(IP 放送)用と通常トラフィッ

ク用の LLID を個々に割り当

てる。 
・当該 LLID に ToS（優先制御）

を設定する。 
 マルチキャスト ToS=5 
 通常トラフィック ToS=0 

・各 LLID に最低保証帯域及び

最大保証帯域を設定する。 
(1)最低保証帯域マルチキャ

スト：100Mbps 
通常トラフィック：0Mbps 

(2)最大保証帯域 
マルチキャスト：200Mbps 
通常トラフィック：1Gbps 

・OLT～ONU 間の Aggregate 
Shaper 値を 500Mbps*1 に設

*1：Aggregate Shaper 値は暫定値 
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定する。 
・信号発生器のマルチキャスト

ストリームのビットレートを

5.3.1 の表の No.1 の値に、通常

トラフィックのビットレート

を 5.3.3 の表の値に設定する。 
・マルチキャストと通常トラフ

ィックを同一 VLAN（tag）に

信号発生器を設定する 
a-2 信号発生器とPONのシステムが

接続され、測定器からの IGMP 
JOIN によって UDP のストリー

ムを受信でき、環境構築に問題が

ないことを確認する。 

測定器で UDP ストリームが受信可

能になること 

a-3 ONUの受光レベルが規格上の最

低受光レベル（-25.5dBm）にな

るように光アッテネータを調整

する。 

測定器で UDP ストリームが受信可

能になること 

a-4 マルチキャストのビットレート

に対応した 5.3.2 の表の時間、信

号発生器でパケットを送出し、測

定器で、パケット損失、パケット

遅延、揺らぎ、UDP BER を測定

する 

パケット損失：0 

a-5 信 号 発 生 器 で デ ー タ の

PRBS(Pseudo  Random 

Binary Sequence)誤り（又は

UDP チェックサム誤り）を発生

させ、受信側の測定器で誤りを観

測する 

受信誤りレートが挿入された誤り

レートと同一 

a-6 光アッテネータにより ONU の

受光電力をさらに減衰させ、パケ

ット損失が発生させる。 

パケット損失の発生 

a-7 このときのパケット損失、パケッ

ト遅延、揺らぎ、UDP BER を測

定する 
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a-8 マルチキャストのビットレート

を 5.3.1 の表の No.2～No.4 に設

定して、上記同様の実験を実施す

る 

 

 
 
HFC の物理層実験 

No. 実施内容 期待する動作 
b-1 事前設定 

・CMTS 信号発生器と

DOCSIS の設定を使用するケ

ーブルモデム(CM)システムが

接続され、測定器からの仕様

（DS8CHxUS2CH）IGMP 
JOIN に併せて DS(Down 
Stream)：８CH ボンディン

グ、US(Up Stream)：4CH
よって UDP のボンディング

２CH ボンディング設定とす

る。 
・ 使用する変調方式は

DS：256QAM、

US:16QAM ストリームを

受信でき、環境構築に設定

する。 
・ CMTS に優先制御を行

うで、マルチキャストグル

ープ(IP 放送)用のレンジを

以下のとおり設定する。 
12Mbps： 
239.1.1.1~239.1.1.255 
30Mbps: 
239.2.1.1~239.2.1.255 
60Mbps: 
239.3.1.1.1~239.3.1.255 
80Mbps: 

・CM が CMTS で設定したパラメ

ータとコンフグファイルの設定パ

ラメータに従って正しく起動（w-
online）すること受信機から UDP
ストリームが出力され、測定器で測

定可能になること 
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239.4.1.1~239.4.1.255 
・ 表５.３.１に従って、マ

ルチキャストグループレン

ジ毎に適用する Max-Rate
及び Min-Rate 最大保証帯

域を設定する。 
(1) ビットレート

80Mbps：Max-
Rate:100Mbps/Min-
Rate:1Mbps 

(2) ビットレート

60Mbps：Max-
Rate:72Mbps/Min-
Rate:1Mbps 

(3) ビットレート

30Mbps：Max-
Rate:36Mbps/Min-
Rate:1Mbps 

(4) ビットレート

12Mbps：Max-
Rate:14.4Mbps/Min-
Rate:1Mbps 
 

・ CM コンフィグファイル

を DS/US の物理層速度

の最大値である DS：３

２Mbps、US：２０

Mbps とし CM を起動さ

せ、CMTS で w-online
となる問題がないことを

確認する。 
・ 信号発生器のマルチキャ

ストストリームのビット

レートを 5.3.1 の表の

No.1 の値に、通常トラ

フィックのビットレート
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を 5.3.3 の表の値に設定

する。 
マルチキャストと通常トラフィ

ックの信号発生器の出力信号を

同一の CMTS アップリンクポー

ト（10GE）に入力する。 
b-2 信号発生器と CMTS/CM が接続

され、測定器からの IGMP JOIN
によって UDP のストリームを受

信でき、環境構築に問題がないこ

とを確認する。 

測定器でUDPストリームが受信可

能になること 

b-3 CM の DS(Down Stream)受信レ

ベルが規格上の最低レベル（ -
15dBm）になるように CMTS の

設定又はアッテネータを調整す

る。 

測定器でUDPストリームが受信可

能になること 

b-4 マルチキャストのビットレート

に対応した 5.3.2 の表の時間、信

号発生器でパケットを送出し、測

定器で、パケット損失、パケット

遅延、揺らぎ、UDP BER を測定

する 

パケット損失：0 

b-5 信 号 発 生 器 で デ ー タ の

PRBS(Pseudo  Random 

Binary Sequence)誤り（又は

UDP チェックサム誤り）を発生

させ、受信側の測定器で誤りを観

測する 

受信誤りレートが挿入された誤り

レートと同一 

b-6 CMTS 出力レベル設定、アッテネ

ータにより CM の受信電力をさ

らに低下させ、パケット損失が発

生するポイントまで低下させる。 

パケット損失の発生 

b-7 このときのパケット損失、パケッ

ト遅延、揺らぎ、UDP BER を測

定する 

 

b-8 マルチキャストのビットレート  
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を 5.3.1 の表の No.2～No.4 に設

定して、上記同様の実験を実施す

る 
b-9 ノイズ発生器の白色雑音出力レ

ベルを調整し、CM の受信 CN 比

を DOCSIS 仕様の伝送路に求め

られる DS(Down Stream)の C/N
比である２５dB に設定する。 

測定器でUDPストリームが受信可

能になること 

b-10 マルチキャストのビットレート

に対応した 5.3.2 の表の時間、信

号発生器でパケットを送出し、測

定器で、パケット損失、パケット

遅延、揺らぎ、UDP BER を測定

する 

パケット損失：0 

b-11 ノイズ発生器の白色雑音出力レ

ベルを調整し、CM の受信 C/N 値

を更に低下させ、パケット損失が

発生するポイントまで低下させ、

CN 比を測定する。 

パケット損失の発生 

b-12 このときのパケット損失、パケッ

ト遅延、揺らぎ、UDP BER を測

定する 

 

b-13 マルチキャストのビットレート

を 5.3.1 の表の No.2～No.4 に設

定して、上記同様の実験を実施す

る 
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2.2 IP 層実験手順 

2.2.1 期待される実験結果 

（1） IP パケットの品質状況と映像品質に相関がある 
（2） 伝送網の優先制御（もしくは QoS）と映像品質に相関がある 

2.2.2 実験手順 

FTTH の IP 層実験 
No. 実施内容 期待する動作 
c1-1 【受信確認】 

配信サーバ信号発生器と PON
のシステムが接続され、TS ア

ナ ラ イ ザ 測 定 器 か ら の

IGMP/MLD JOIN によって

RTP/UDP のストリームを受

信でき、環境構築に問題がない

ことを確認する。 

TS アナライザ測定器で RTP/UDP ス

トリームが受信可能になること 

c1-2 【視聴確認】 
上記実験の TS アナライザの

代わりに IP-STB を使用し、

IGMP/MLD JOIN によって

RTP ストリームを受信して再

生できることを確認する。 

IP-STB で TS ストリームを再生でき

ること 

c2-1 【パケット損失動作確認】 
トラフィックエミュレータで

フレーム損失を発生させ、TS
アナライザでパケット損失と

して検知できること。また、損

失発生を停止すると、パケット

損失も検知しなくなることを

確認する。 

TS アナライザによるパケット損失検

知が確認できること 
計測区間でのパケット損失の有無が

確認できること 

c2-2 【パケット損失率】 
トラフィックエミュレータで

損失率を変化させ、TS アナラ

イザで相応のパケット損失が

検知できること。また、IP-STB
で再生した映像品質の劣化度

パケット損失率と映像品質への影響

が確認できること 
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合いを確認する。 
c2-3 【FEC による回復】 

上記実験で FEC を送信し、受

信側での損失の修復度合いを

確認する。 

損失率がある程度低くなると FEC に

よるパケット損失修復が可能となる

こと 

c2-4 【PON 区間での損失】 
OLT-ONU 間のアッテネータ

を調整して発生した損失が、ト

ラフィックエミュレータの損

失と同等の特性を示すことを

確認する。 

損失の要因に関わらず、パケット損失

を検知した際の映像品質の劣化が同

等であること 

c2-5 【損失の検出】 
RTP のシーケンス番号を確認

する簡単なツールにより、TS
アナライザと同じパケット損

失を検出できることを確認す

る。 

簡単なツールにより、実フィールドで

容易に伝送品質(パケット損失)を測定

できること 

c3-1 【パケット遅延】 
リアルタイムエンコーダから

送出したストリームにトラフ

ィックエミュレータで遅延量

を変化させ、IP-STB での再生

遅延を確認する。 

適切に遅延を付加できていること 

c3-2 【遅延の影響】 
上記実験で遅延量を変化させ

ても、TS アナライザでパケッ

ト損失が検出されないことを

確認する。 
また IP-STB での映像品質に

劣化がないことを確認する。 

IP パケットの遅延がパケット損失と

映像品質の劣化に影響がないこと 

c3-3 【ジッタ】 
リアルタイムエンコーダから

送出したストリームにトラフ

ィックエミュレータでジッタ

量を変化させ、TS アナライザ

でジッタ量を確認する。 

適切にジッタを付加できていること 
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c3-4 【ジッタの影響】 
最大のジッタ量を吸収できる

受信バッファを有する IP-
STB で再生した場合に、映像

品質に影響がないことを確認

する。 

IP-STB のジッタ吸収機能が正しく動

作していること 
※バッファ量を把握できる IP-STB が

実験に必要 

c3-5 【ジッタの影響】 
最大のジッタ量を吸収できな

い受信バッファを有する IP-
STB で再生した場合に、映像

品質に影響がでることを確認

する。 

IP-STB でジッタを吸収できない場合

の動作と映像品質が確認できること 
※バッファ量を把握・設定できる IP-
STB が実験に必要 

c3-6 【バッファ量】 
IP-STB のバッファ量を変化

させた場合の再生開始から表

示されるまでの時間を確認す

る。 

IP-STB のバッファリングによる表示

開始まで時間が確認できること 
※バッファ量を設定できる IP-STB が

実験に必要 

c4-1 【宅内ルータ】 
IPTV に対応した複数の宅内

ルータを比較し、ビットレート

や揺らぎを変化させた場合の

伝送品質を確認する。 

宅内ルータの伝送品質を把握し、伝送

区間以外での品質劣化を考慮したサ

ービス提供、端末設計に活用する 

c4-2 【Wi-Fi 伝送品質】 
Wi-Fi 区間でのユニキャスト

変換の有無を設定し、TS アナ

ライザで伝送品質の差異を確

認する。 
また、IP-STB による再生品質

の差異を確認する 

IP マルチキャストを Wi-Fi 経由で受

信する場合の品質を確認し、ユニキャ

スト変換機能で大幅に伝送品質が改

善すること 

 
HFC の IP 層実験 

No. 実施内容 期待する動作 
d1-1 【受信確認】 

配 信 サ ー バ 信 号 発 生 器 と

CMTS DOCSIS のシステムが

接続され、CMに接続されたTS

TS アナライザで RTP 受信機から

UDP ストリームが受信出力され、測

定器で測定可能になること 
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ア ナ ラ イ ザ 測 定 器 か ら の

IGMP/MLD JOIN によって

RTPUDP のストリームを受信

でき、環境構築に問題がないこ

とを確認する。 
d1−2 【視聴確認】 

上記実験のTS アナライザの代

わりに IP-STB を使用し、

IGMP/MLD JOIN によって

RTP ストリームを受信して再

生できることを確認する。 

IP-STB で TS ストリームを再生でき

ること 

d2−1 【パケット損失動作確認】 
トラフィックエミュレータで

フレーム損失を発生させ、TS
アナライザでパケット損失と

して検知できること。また、損

失発生を停止すると、パケット

損失も検知しなくなることを

確認する。 

TS アナライザによるパケット損失検

知が確認できること 
計測区間でのパケット損失の有無が

確認できること 

d2−2 【パケット損失率】 
トラフィックエミュレータで

損失率を変化させ、TS アナラ

イザで相応のパケット損失が

検知できること。また、IP-STB
で再生した映像品質の劣化度

合いを確認する。 

パケット損失率と映像品質への影響

が確認できること 

d2-3 【FEC による回復】 
上記実験で FEC を送信し、受

信側での損失の修復度合いを

確認する。 

損失率がある程度低くなると FEC に

よるパケット損失修復が可能となる

こと 

d2-4 【DOCSIS 区間での損失 1】 
b-6 で設定した CM 
の受信レベルで発生したパケ

ット損失が、トラフィックエミ

ュレータの損失と同等の特性

を示すことを確認する。 

損失の要因に関わらず、パケット損失

を検知した際の映像品質の劣化が同

等であること 
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d2-5 【損失の検出】 
RTP のシーケンス番号を確認

する簡単なツールにより、TS
アナライザと同じパケット損

失を検出できることを確認す

る。 

簡単なツールにより、実フィールドで

容易に伝送品質(パケット損失)を測

定できること 

d2-6 【DOCSIS 区間での損失 2】 
b-11 で設定した CM の受信点

における CN 比で発生したパ

ケット損失が、トラフィックエ

ミュレータの損失と同等の特

性を示すことを確認する。 

損失の要因に関わらず、パケット損失

を検知した際の映像品質の劣化が同

等であること 

d2-7 【損失の検出】 
RTP のシーケンス番号を確認

する簡単なツールにより、TS
アナライザと同じパケット損

失を検出できることを確認す

る。 

簡単なツールにより、実フィールドで

容易に伝送品質(パケット損失)を測

定できること 

d3-1 【パケット遅延】 
リアルタイムエンコーダから

送出したストリームにトラフ

ィックエミュレータで遅延量

を変化させ、IP-STB での再生

遅延を確認する。 

適切に遅延を付加できていること 

d3-2 【遅延の影響】 
上記実験で遅延量を変化させ

ても、TS アナライザでパケッ

ト損失が検出されないことを

確認する。 
また IP-STBでの映像品質に劣

化がないことを確認する。 

IP パケットの遅延がパケット損失と

映像品質の劣化に影響がないこと 

d3-3 【ジッタ】 
リアルタイムエンコーダから

送出したストリームにトラフ

ィックエミュレータでジッタ

量を変化させ、TS アナライザ

適切にジッタを付加できていること 
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でジッタ量を確認する。 
d3-4 【ジッタの影響】 

最大のジッタ量を吸収できる

受信バッファを有する IP-STB
で再生した場合に、映像品質に

影響がないことを確認する。 

IP-STBのジッタ吸収機能が正しく動

作していること 
※バッファ量を把握できる IP-STB
が実験に必要 

d3-5 【ジッタの影響】 
最大のジッタ量を吸収できな

い受信バッファを有する IP-
STB で再生した場合に、映像品

質に影響がでることを確認す

る。 

IP-STBでジッタを吸収できない場合

の動作と映像品質が確認できること 
※バッファ量を把握・設定できる IP-
STB が実験に必要 

d3-6 【バッファ量】 
IP-STB のバッファ量を変化さ

せた場合の再生開始から表示

されるまでの時間を確認する。 

IP-STBのバッファリングによる表示

開始まで時間が確認できること 
※バッファ量を設定できる IP-STB
が実験に必要 

d3-7 【宅内ルータ】 
IPTV に対応した複数の宅内ル

ータを比較し、ビットレートや

揺らぎを変化させた場合の伝

送品質を確認する。 

宅内ルータの伝送品質を把握し、伝送

区間以外での品質劣化を考慮したサ

ービス提供、端末設計に活用する 

d3-8 【Wi-Fi 伝送品質】 
Wi-Fi区間でのユニキャスト変

換の有無を設定し、TS アナラ

イザで伝送品質の差異を確認

する。 
また、IP-STB による再生品質

の差異を確認する 

IP マルチキャストを Wi-Fi 経由で受

信する場合の品質を確認し、ユニキャ

スト変換機能で大幅に伝送品質が改

善すること 
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3 実験結果データ 
 

FTTH での物理層実験結果データ（80Mbps） 
dB 受信パケット ロスト 総パケット数 ロス率 

32.50 1,018,561 206,685 1,225,246 1.7E-01 

32.00 1,243,859 29,988 1,273,847 2.4E-02 

31.50 1,272,727 1,946 1,274,673 1.5E-03 

31.00 1,271,226 162 1,271,388 1.3E-04 

30.70 1,280,501 6 1,280,507 4.7E-06 

30.50 2,158,886 5 2,158,891 2.3E-06 

30.30 2,158,073 1 2,158,074 4.6E-07 

30.00 14,002,192 0 14,002,192 0.0E+00 

25.50 1,285,671 0 1,285,671 0.0E+00 

 
FTTH での物理層実験結果データ（12Mbps） 
dB 受信パケット ロスト 総パケット数 ロス率 

32.50 157,606 28,516 186,122 1.5E-01 

32.00 184,943 5,730 190,673 3.0E-02 

31.50 193,193 291 193,484 1.5E-03 

31.00 192,044 21 192,065 1.1E-04 

30.70 192,025 1 192,026 5.2E-06 

30.50 193,444 0 193,444 0.0E+00 

25.50 192,506 0 192,506 0.0E+00 

 
HFC での物理層実験結果データ（80Mbps）レベル +6dB 
dB 受信パケット ロスト 総パケット数 ロス率 

35.00 1,286,271 0 1,286,271 0.0E+00 

33.00 1,286,271 0 1,286,271 0.0E+00 

28.70 13,011,071 1 13,011,072 7.7E-08 

28.60 9,833,000 2 9,833,002 2.0E-07 

28.50 5,381,163 5 5,381,168 9.3E-07 

28.40 2,578,029 3 2,578,032 1.2E-06 

28.30 1,283,020 7 1,283,027 5.5E-06 

28.20 1,389,295 3 1,389,298 2.2E-06 
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28.10 1,283,917 3 1,283,920 2.3E-06 

28.00 1,288,765 131 1,288,896 1.0E-04 

27.90 1,279,098 277 1,279,375 2.2E-04 

27.50 1,339,943 1728 1,341,671 1.3E-03 

27.00 1,189,853 89044 1,278,897 7.0E-02 

 
HFC での物理層実験結果データ（12Mbps）レベル +6dB 

dB 受信パケット ロスト 総パケット数 ロス率 

28.60 820993 0 820,993 0.0E+00 

28.30 827935 3 827,938 3.6E-06 

28.00 159,993 1 159,994 6.3E-06 

27.80 164,488 1 164,489 6.1E-06 

27.70 160,803 7 160,810 4.4E-05 

27.60 162071 57 162,128 3.5E-04 

27.30 159,600 873 160,473 5.4E-03 

27.00 158,959 7,436 166,395 4.5E-02 

 
パケット損失 IP 層実験結果データ（80Mbps）10-1 

EventID State Time Packet Message 

37121 4096 
2018/06/21 

11:11:36.479 JST 
14749775 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー end 

12594 12288 
2018/06/21 

11:11:34.618 JST 
14650772 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 

12594 12288 
2018/06/21 

11:11:34.387 JST 
14638487 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 

12594 12288 
2018/06/21 

11:11:34.274 JST 
14632523 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 

12594 12288 
2018/06/21 

11:11:34.160 JST 
14626433 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 
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パケット損失 IP 層実験結果データ（80Mbps）10-2 

EventID State Time Packet Message 

37121 4096 
2018/06/21 

11:03:14.567 JST 
37625051 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー end 

12594 12288 
2018/06/21 

11:03:12.281 JST 
37503462 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 

37121 12288 
2018/06/21 

11:03:12.099 JST 
37493741 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー start 

37121 4096 
2018/06/21 

11:03:11.321 JST 
37452380 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー end 

12594 12288 
2018/06/21 

11:03:10.987 JST 
37434631 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 

 
パケット損失 IP 層実験結果データ（80Mbps）10-3 

EventID State Time Packet Message 

37121 4096 
2018/06/21 

11:17:32.135 JST 
14900765 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー end 

37121 12288 
2018/06/21 

11:17:31.320 JST 
14857432 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー start 

12594 12288 
2018/06/21 

11:17:31.003 JST 
14840542 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 

37121 4096 
2018/06/21 

11:17:24.821 JST 
14511725 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー end 

37121 12288 
2018/06/21 

11:17:23.793 JST 
14457076 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー start 
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パケット損失 IP 層実験結果データ（80Mbps）10-4 

EventID State Time Packet Message 

37121 4096 
2018/06/22 

16:29:35.696 JST 
21783972 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー end 

12594 12288 
2018/06/22 

16:29:35.305 JST 
21763197 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 

12594 12288 
2018/06/22 

16:29:33.951 JST 
21691174 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 

37121 12288 
2018/06/22 

16:29:33.224 JST 
21652517 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー start 

12594 12288 
2018/06/22 

16:29:32.669 JST 
21622973 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 

37121 4096 
2018/06/22 

16:29:32.410 JST 
21609237 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー end 

12594 12288 
2018/06/22 

16:29:31.121 JST 
21540674 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 

37121 12288 
2018/06/22 

16:29:29.973 JST 
21479605 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー start 

 
パケット損失 IP 層実験結果データ（80Mbps）10-5 

EventID State Time Packet Message 

37121 4096 
2018/06/22 

16:36:12.771 JST 
42904876 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー end 

37121 12288 
2018/06/22 

16:36:11.972 JST 
42862380 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー start 
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12594 12288 
2018/06/22 

16:36:10.570 JST 
42787774 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 

37121 4096 
2018/06/22 

16:35:59.762 JST 
42212896 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー end 

37121 12288 
2018/06/22 

16:35:58.977 JST 
42171129 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー start 

12594 12288 
2018/06/22 

16:35:58.067 JST 
42122753 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 

37121 4096 
2018/06/22 

16:35:50.817 JST 
41737114 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー end 

37121 12288 
2018/06/22 

16:35:49.990 JST 
41693102 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー start 

 
パケット損失 IP 層実験結果データ（80Mbps）10-6 

EventID State Time Packet Message 

37121 4096 
2018/06/22 

16:42:06.757 JST 
61733947 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー end 

12594 12288 
2018/06/22 

16:42:04.708 JST 
61624991 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 

37121 12288 
2018/06/22 

16:38:41.236 JST 
50801964 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー start 

12594 12288 
2018/06/22 

16:38:40.327 JST 
50753578 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 
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パケット損失 IP 層実験結果データ（80Mbps）10-7 

EventID State Time Packet Message 

37121 4096 
2018/06/29 

15:09:48.392 JST 
6.07E+08 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー end 

37121 12288 
2018/06/29 

15:09:47.546 JST 
6.07E+08 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー start 

12594 12288 
2018/06/29 

15:09:47.154 JST 
6.07E+08 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

4112 [0x1010] 

12594 12288 
2018/06/29 

15:09:47.149 JST 
6.07E+08 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 

12356 12288 
2018/06/29 

15:09:37.744 JST 
6.07E+08 

PCR 周波数オフセットエラー: pid 

512 [0x200](オフセット: -811Hz) 

start 

37121 4096 
2018/06/29 

15:08:55.353 JST 
6.04E+08 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー end 

37121 12288 
2018/06/29 

15:08:54.543 JST 
6.04E+08 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 TS 

Continuity Count エラー start 

12594 12288 
2018/06/29 

15:08:53.596 JST 
6.04E+08 

TR 101 290 エラー1.4 

(Continuity_Count エラー) : pid 

512 [0x200] 
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遅延挿入 IP 層実験結果データ（100msec） 
EventID State Time Packet Message 

12357 8192 
2018/06/27 

18:44:51.738 JST 
36163800 

PCR 周波数ドリフトエラー: pid 512 

[0x200](ドリフト: 1771146mHz/s) 

end, duration 108866ms 

12357 12288 
2018/06/27 

18:43:02.872 JST 
30372980 

PCR 周波数ドリフトエラー: pid 512 

[0x200](ドリフト: 16631mHz/s) start 

12357 8192 
2018/06/27 

18:43:02.589 JST 
30358084 

PCR 周波数ドリフトエラー: pid 512 

[0x200](ドリフト: -9268224mHz/s) 

end, duration 67809ms 

12357 12288 
2018/06/27 

18:41:54.779 JST 
26751390 

PCR 周波数ドリフトエラー: pid 512 

[0x200](ドリフト: -9268224mHz/s) 

start 

12356 12288 
2018/06/27 

18:41:53.944 JST 
26706702 

PCR 周波数オフセットエラー: pid 

512 [0x200](オフセット: -

1114841Hz) start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:41:43.164 JST 
26133206 

PCR オーバーオールジッタ エラ

ー: pid 512 [0x200](ジッタ: -

40679us) end, duration 29ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:41:43.135 JST 
26131344 

PCR オーバーオールジッタ エラ

ー: pid 512 [0x200](ジッタ: -

40679us) start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:41:42.952 JST 
26122034 

PCR オーバーオールジッタ エラ

ー: pid 512 [0x200](ジッタ: -

43334us) end, duration 25ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:41:42.927 JST 
26120172 

PCR オーバーオールジッタ エラ

ー: pid 512 [0x200](ジッタ: -

43334us) start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:41:42.737 JST 
26110862 

PCR オーバーオールジッタ エラ

ー: pid 512 [0x200](ジッタ: -

40705us) end, duration 24ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:41:42.713 JST 
26109000 

PCR オーバーオールジッタ エラ

ー: pid 512 [0x200](ジッタ: -

40705us) start 
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遅延挿入 IP 層実験結果データ（150msec） 
EventID State Time Packet Message 

12355 8192 
2018/06/27 

18:36:01.388 JST 
8470676 

PCR オーバーオールジッタ エラー: pid 

512 [0x200](ジッタ: -44419us) end, 

duration 24ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:36:01.363 JST 
8468814 

PCR オーバーオールジッタ エラー: pid 

512 [0x200](ジッタ: -44419us) start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:36:01.323 JST 
8466952 

PCR オーバーオールジッタ エラー: pid 

512 [0x200](ジッタ: -45379us) end, 

duration 30ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:36:01.294 JST 
8465090 

PCR オーバーオールジッタ エラー: pid 

512 [0x200](ジッタ: -45379us) start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:36:01.067 JST 
8453918 

PCR オーバーオールジッタ エラー: pid 

512 [0x200](ジッタ: -45936us) end, 

duration 125ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:36:00.942 JST 
8446470 

PCR オーバーオールジッタ エラー: pid 

512 [0x200](ジッタ: -44587us) start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:36:00.723 JST 
8435298 

PCR オーバーオールジッタ エラー: pid 

512 [0x200](ジッタ: -47381us) end, 

duration 98ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:36:00.625 JST 
8429712 

PCR オーバーオールジッタ エラー: pid 

512 [0x200](ジッタ: -43821us) start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:36:00.402 JST 
8418540 

PCR オーバーオールジッタ エラー: pid 

512 [0x200](ジッタ: -46388us) end, 

duration 128ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:36:00.274 JST 
8411092 

PCR オーバーオールジッタ エラー: pid 

512 [0x200](ジッタ: -44378us) start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:36:00.226 JST 
8409230 

PCR オーバーオールジッタ エラー: pid 

512 [0x200](ジッタ: -41356us) end, 

duration 25ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:36:00.201 JST 
8407368 

PCR オーバーオールジッタ エラー: pid 

512 [0x200](ジッタ: -41356us) start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:36:00.084 JST 
8401782 

PCR オーバーオールジッタ エラー: pid 

512 [0x200](ジッタ: -48657us) end, 

duration 124ms 
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遅延挿入 IP 層実験結果データ（200msec） 
EventID State Time Packet Message 

12357 12288 
2018/06/27 

18:29:33.639 JST 
1.45E+08 

PCR 周波数ドリフトエラー: pid 512 

[0x200](ドリフト: 33740mHz/s) start 

12357 8192 
2018/06/27 

18:29:33.615 JST 
1.45E+08 

PCR 周波数ドリフトエラー: pid 512 

[0x200](ドリフト: -115120264mHz/s) 

end, duration 768490ms 

12355 8192 
2018/06/27 

18:28:58.433 JST 
1.43E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: -41278us) 

end, duration 28ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:28:58.405 JST 
1.43E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: -41278us) 

start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:28:58.086 JST 
1.43E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: -44341us) 

end, duration 30ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:28:58.056 JST 
1.43E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: -44341us) 

start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:28:58.016 JST 
1.43E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: -42535us) 

end, duration 68ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:28:57.948 JST 
1.43E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: -42535us) 

start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:28:57.904 JST 
1.43E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: -41985us) 

end, duration 28ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:28:57.876 JST 
1.43E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: -41985us) 

start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:28:57.658 JST 
1.43E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: -48736us) 

end, duration 57ms 
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遅延挿入 IP 層実験結果データ（300msec） 
EventID State Time Packet Message 

12355 8192 
2018/06/27 

18:25:24.505 JST 
1.32E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: 40962us) end, 

duration 36ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:25:24.469 JST 
1.32E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: 40962us) start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:25:23.882 JST 
1.32E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: 42224us) end, 

duration 76ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:25:23.806 JST 
1.32E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: 40580us) start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:25:23.215 JST 
1.32E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: 43919us) end, 

duration 43ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:25:23.172 JST 
1.32E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: 43919us) start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:25:22.546 JST 
1.32E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: 42380us) end, 

duration 70ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:25:22.476 JST 
1.32E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: 40481us) start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:25:21.882 JST 
1.32E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: 42790us) end, 

duration 40ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:25:21.842 JST 
1.32E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: 42790us) start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:25:02.002 JST 
1.31E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: 40921us) end, 

duration 70ms 

12355 12288 
2018/06/27 

18:25:01.932 JST 
1.31E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: 40309us) start 

12355 8192 
2018/06/27 

18:25:01.338 JST 
1.31E+08 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: 40629us) end, 

duration 36ms 
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遅延挿入 IP 層実験結果データ（500msec） 
EventID State Time Packet Message 

12355 12288 
2018/06/27 

17:47:37.995 JST 
13296984 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: -42610us) 

start 

14420 12288 
2018/06/27 

17:47:37.500 JST 
N/A 

IF IP pkt interarrival time リミット エラ

ー 10135463 (threshold 10000000) 

start 

36871 12288 
2018/06/27 

17:47:37.444 JST 
13271094 

セッション 172.10.10.5 から 

239.1.1.1:6000 VLTag:0x0 IP PIT オー

バーリミット (10135us) start 

12355 8192 
2018/06/27 

17:47:36.974 JST 
13242986 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: -46615us) end, 

duration 103ms 

12355 12288 
2018/06/27 

17:47:36.871 JST 
13237400 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: -40512us) 

start 

14420 8192 
2018/06/27 

17:47:36.000 JST 
N/A 

IF IP pkt interarrival time リミット エラ

ー 5227472 (threshold 10000000) 

end, duration 500ms 

12355 8192 
2018/06/27 

17:47:35.854 JST 
13183402 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: -49428us) end, 

duration 102ms 

12355 12288 
2018/06/27 

17:47:35.752 JST 
13177816 

PCR オーバーオールジッタ エラー: 

pid 512 [0x200](ジッタ: -43323us) 

start 

12640 8192 
2018/06/27 

17:47:35.671 JST 
13173757 

TR 101 290 エラー 1.5.a (PMT 周期

エラー2) : PMT 周期が設定値を超え

た プログラム program 1 [0x1] pid 

256 [0x100] end, duration 133ms 

12640 12288 
2018/06/27 

17:47:35.668 JST 
N/A 

TR 101 290 エラー 1.5.a (PMT 周期

エラー2) : PMT 周期が設定値を超え

た プログラム program 1 [0x1] pid 

256 [0x100] start 
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はじめに 

 

 

 これまで、有線一般放送の品質に関する技術基準（平成23年総務省令第95号）のデジタル有線

テレビジョン放送方式の256QAMのCN比等の規格については、64QAM規格を制定した当初の試

験データを利用して規定したが、その後のSTBの技術進歩を鑑み見直しが必要な段階に来ている。 
このため、JLabs SPEC-018【デジタル放送 高度リマックス運用仕様（i-HITS）】相当品のSTB
が256QAM方式を使った放送の端末として利用されると推定されることから、複数社のSTBを使

用して再評価を行うことで所要CN比の見直しを行うものとする。
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1. 256QAMデジタル有線テレビジョン信号の搬送波帯幅と帯域外輻射レベルの特性 
  本試験では、測定の基本データを得るための256QAMデジタル有線テレビジョン放送信号(以
下「256QAM信号」とする)の信号レベル・帯域外輻射レベルと搬送波帯幅をスペクトラムアナラ

イザで測定する。 
 
1.1 測定系統図 
測定系統図を図1-1に示す。 

 

 
 

 図1-1 256QAM信号の信号レベル・搬送波帯幅および帯域外輻射レベルの試験系統図 

 
 
1.2 測定条件 
測定条件を表1-1に示す。 
 

表1-1 測定条件 

CN比 雑音付加なし 

スペアナ 

スパン 10MHz 
分解能帯域幅（RBW） 100kHz 
映像帯域幅（VBW） 1MHz 
測定モード 平均値 
検波モード SAMPLE 
アベレージ機能 1000回 
チャンネルパワー帯域幅 6MHz 

 
1.3 測定結果 

測定結果を表1-2および図1-2、図1-3に示す。 
 

1.3.1 信号レベルと帯域外輻射レベル 
表1-2 測定結果 

項目 条件 変調器 
信号レベル  90dBμV 
帯域外輻射レベル注)  －61dB以下 
注) 帯域外輻射レベルは、測定周波数は479/761MHzの悪い方の値 

  

可変
ATT

256QAM
変調器A 50/75Ω スペアナ75/50Ω
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1.3.2 搬送波帯幅 
変調器：測定チャンネル周波数  U14（479MHz） 

 
図1-2 256QAM信号U14（479MHz）の搬送波帯幅と帯域外輻射レベルの測定結果（変調器） 

 
変調器：測定チャンネル周波数  U61（761MHz） 

 

図1-3 256QAM信号U61（761MHz）搬送波帯幅と帯域外輻射レベルの測定結果（変調器） 
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2. 256QAM 信号のCN比とBERの測定 
  本試験では、256QAM 信号にガウスノイズが重畳されたときの信号電力（C）とノイズ電力

（N）の比に対するBERを複数社のSTBで測定する。 
 

2.1 測定系統図 
測定系統図を図2-1に示す。 

 
図2-1 256QAM信号のCN比とBER測定の試験系統図 

 
<変調器A設定条件>： 
 出力レベル＝91.5dBμV/479MHz, 92.8dBμV/761MH 

   （設定File名：D:data/256qam-479MHz-160624.savrd） 
<ATT設定> 

・STB受信レベル66dBμV： 479MHz/12.3dB、761MHz/11.3dB 
・STB受信レベル55dBμV： 479MHz/23.4dB、761MHz/22.4dB 

 
2.2  BER（RS-OFF）が1×10－4となるCN比の測定結果 

BER（RS-OFF）が1×10－4となるCN比を測定した結果を表2-1に示す。 
なお、測定条件を表2-2に示す。 
測定は、標準入力レベル（66dBμV）と最低入力レベル（55dBμV）において行う。 

 
表2-1 BER（RS-OFF）が1×10－4となるCN比測定値（256QAM 1波の時） 

項目 入力レベル 66dBμV 55dBμV 

BER（RS前）が1×10-4となる 
CN比（dB） 

 
（理論値30.5dB） 

STB1 30.8 / 30.8  31.0 / 31.1 
STB2 30.8 / 30.8 31.0 / 31.1  
STB3 31.5 / 31.6 31.8 / 31.8  
STB4 31.0 / 31.0 31.3 / 31.3 
STB5 30.7 / 30.7 30.7 / 30.8 
STB6 30.7 / 30.7 30.7 / 30.8 

注1）測定周波数はU14（479MHz）/ U61（761MHz） 
注2） STBにはRS-OFF時のBERを外部BER測定器で測定する機能がないため、STBの 
  RS-OFF時のBERとしてはSTB内部処理で算出したBER表示値を使用した。 

  

可変
ATT

256QAM
変調器A 50/75Ω

混合器
STB1

4分配器

スペアナ75/50Ω

BER読取器

STB2 BER読取器

STBn BER読取器

75Ω終端器 
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注3）RS-OFF時のBER理論値は、下記の理論式より求めた。 

絶対同期検波の場合；BER256QAM = 15/64 erfc(C/N / 170)1/2 

 

表2-2 CN比測定条件 

測定周波数 U14（479MHz）/ U61（761MHz） 

スペアナ 
設定 

スパン 20MHz 
分解能帯域幅（RBW） 100kHz 
映像帯域幅（VBW） 1kHz 
レベル測定モード 平均値 
検波モード SAMPLE 
アベレージ機能 1000回 
チャンネルパワー帯域幅 6MHz 
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2.4  測定詳細       
 測定はU14chおよびU61chで標準入力レベル（66dBμV）と最低入力レベル（55dBμV）で行い、

ほぼ同様の結果が得られた。それを図2-2～図2-5に示す。 

 
図2-2 256QAM CN比対BER特性（U14）、入力レベル66dBμVの時 

 
図2-3 256QAM CN比対BER特性（U61）、入力レベル66dBμVの時 

標準入力レベル（66dBμV）の時の測定結果である図 2-2 および図 2-3 より、STB の差は、0.9dB
以内に収まっている。 
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図2-4 256QAM CN比対BER特性（U14）、入力レベル55dBμVの時 

 

 
図2-5 256QAM CN比対BER特性（U61）、入力レベル55dBμVの時 

最低入力レベル（55dBμV）の時の測定結果である図 2-4 および図 2-5 より、STB の差は、1.1dB
以内に収まっている。 
標準入力レベル（66dBμV）と最低入力レベル（55dBμV）との差は、0.3dB以内に収まっている。 
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2.5  試験結果 
測定結果は、RS-OFF時のBERは絶対同期検波の理論値より最大1.5dB以内の劣化範囲にある。 

 今回測定したSTBのBER（RS-OFF）が1×10－4以下となるCN比は、標準入力レベル（66dBμV）
のとき、31.6dB 以上のため、チューナのバラツキ等も考慮して、受信者端子における所要 CN 比と

しては33dB＊1とすることが望ましい。 
 
 

<参考1> 測定チャンネルのノイズ付加のスペクトラム波形例 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊1：チューナ部の雑音指数および復調部の各バラツキを考慮。  
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3. 多チャンネル伝送時の256QAM信号のCN比とBERの測定 
  本試験では、多チャンネルの 256QAM（デジタル有線テレビジョン放送）信号を 110 波伝送し

た時における 256QAM 信号にガウスノイズが重畳されたときの信号電力（C）とノイズ電力（N）

の比に対するBERを複数社のSTBで測定する。 
 

3.1 測定系統図 
測定系統図を図3-1に示す。 

 
図3-1 多チャンネル信号時における256QAM信号のCN比とBER測定の試験系統図 

 
<変調器A設定条件>： 

出力レベル＝91.5dBμV/479MHz, 92.8dBμV/761MH 
（設定File名：D:data/256qam-479MHz-160624.savrd） 

<変調器B設定条件>： 
109chすべて256QAM(J.83C)、C27（249MHz）,U14（479MHz）,U61（761MHz）はOFF 

（設定File名：J83C/J83C-256QAM-110ch-160624rev1.cfg） 
 <ATT設定>： 

 受信レベル66dBμV： 479MHz/12.8dB、761MHz/13.0dB 
 
 
3.2 多チャンネル伝送波形 
本試験に使用した多チャンネルの256QAM信号を110波伝送した時の測定波形を図3-2に示す。 
 
測定ファイル：CATV-Allch-CF399MHz.dfl  

STB1
4分配器

可変
ATT

256QAM
変調器A 50/75Ω

スペアナ75/50Ω

混合器
BER読取器

256QAM
変調器B

(109波)

STB2 BER読取器

STBn BER読取器
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図3-2 多チャンネル（110波）信号時における256QAM信号試験信号 

 
<参考2> 測定チャンネル付近のスペクトラム波形例 
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3.3  BER（RS-OFF）が1×10－4となるCN比の測定結果 
BER（RS-OFF）が1×10－4となるCN比を測定した結果を表3-1に示す。 
なお、測定条件を表3-2に示す。 
測定は、標準入力レベル（66dBμV）と最大入力レベル（81dBμV）及び最低入力レベル

（55dBμV）において行う。 
 

表3-1 BER（RS-OFF）が1×10－4となるCN比測定値（256QAM 110波の時） 

項目 入力レベル 66dBμV 81dBμV 55dBμV 

BER（RS前）が1×10-4となる 
CN比（dB） 

 
（理論値30.3dB） 

STB1 31.1 / 31.1 31.1 / 31.1 31.1 / 31.2 
STB2 31.2 / 31.1 31.1 / 31.1 31.2 / 31.2 
STB3 31.6 / 31.6 31.5 / 31.6 31.7 / 31.8 
STB4 31.2 / 31.2 －注4) 31.3 / 31.4 
STB5 30.9 / 30.8 31.2 / 31.0 30.9 / 31.0 
STB6 30.8 / 30.8 31.0 / 31.0 31.1 / 31.1 

注1）測定周波数はU14（479MHz）/U61（761MHz） 
注2） STBにはRS-OFF時のBERを外部BER測定器で測定する機能がないため、 

STBのRS-OFF時のBERとしてはSTB内部処理で算出したBER表示値を使用した。 
注3） RS-OFF時のBER理論値は、下記の理論式より求めた。 

絶対同期検波の場合；BER256QAM = 15/64 erfc(C/N / 170)1/2 

注4）測定データが正常ではないと判断したため、このデータは除いた。 
 

 
表3-3 CN比測定条件 

測定周波数 U14（479MHz）/U61（761MHz） 

スペアナ 

スパン 20MHz 
分解能帯域幅（RBW） 100kHz 
映像帯域幅（VBW） 1kHz 
レベル測定モード 平均値 
検波モード SAMPLE 
アベレージ機能 1000回 
チャンネルパワー帯域幅 6MHz 

多CH（110波）のレベル誤差 ±0.5dB以内 
測定チャンネルの隣接信号とのレベル差 ±0.2dB以内 
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3.4  測定詳細       
 測定はU14chおよびU61chで標準入力レベル（66dBμV）と最大入力レベル（81dBμV）及び最低

入力レベル（55dBμV）で行い、ほぼ同様の結果が得られた。それを以下に示す。 
なお、測定結果は、RS-OFF時のBERは絶対同期検波の理論値より1.3dB以内の劣化範囲にあ

る。 

 

図3-3 110CH伝送時における256QAM CN比対BER特性（U14）、入力レベル66dBμVの時 

 

 
図3-4 110CH伝送時における256QAM CN比対BER特性（U61）、入力レベル66dBμVの時 

標準入力レベル（66dBμV）の時の測定結果である図3-3および図3-4より、STBの差は、0.8dB
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以内に収まっている。 

 
図3-4 110CH伝送時における256QAM CN比対BER特性（U14）、入力レベル81dBμVの時 

 

 
図3-5 110CH伝送時における256QAM CN比対BER特性（U61）、入力レベル81dBμVの時 

 
最大入力レベル（81dBμV）の時の測定結果である図3-5および図3-6より、STBの差は、0.6dB

以内に収まっている。 
標準入力レベル（66dBμV）と最大入力レベル（81dBμV）との差は、0.3dB以内に収まっている。 
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図3-6 110CH伝送時における256QAM CN比対BER特性（U14）、入力レベル55dBμVの時 

 

 
図3-7 110CH伝送時における256QAM CN比対BER特性（U61）、入力レベル55dBμVの時 

 
最低入力レベル（55dBμV）の時の測定結果である図 3-7および図 3-8より、STB の差は 0.8dB 以

内に収まっている。 
標準入力レベル（66dBμV）と最低入力レベル（55dBμV）との差は、0.3dB以内に収まっている。 
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4. 変調器の確認 
 今回、STBのBER/CN比の測定に使用した変調器Aは測定器用のものであるため、参考にケーブ

ルテレビ事業者向けに販売されている変調器（C社製）の特性と比較した。 
その結果、変調器（C社製）の周波数特性はほとんどないことが確認でき、上限周波数での比較で

も、変調器Aとの差は、BERが1×10－4の時に、約0.2dB以内となっている。 
 
  

 
図4-1 変調器のBER/CN比特性の比較  
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5. 関連する品質基準について 
 所要CN比が変更になることで、有線一般放送の品質に関する技術基準（平成23年総務省令第

95号）を見直す必要があると考える。 
 
5.1 所要CN比 
現在、受信者端子における256QAMの所要CN比は34dB以上となっているが、今回の試験結果

より33dBに変更することが望ましい。 
 
5.2 搬送波のレベル 
 受信者端子における256QAMの搬送波のレベルは、57～81dBμV（75Ωの時）と定められている

が、所要CN比が34dBより33dBに変更になることで、下限値が変更となり、以下の値にすること

が望ましい。 
尚、下限値は雑音レベル23dBμVに所要CN比を加えた値となる。 
・56 ～ 81dBμV（75Ωの時） 
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6. 試験日、試験場所及び測定器 
   
試験場所 ：一般社団法人 日本ＣＡＴＶ技術協会 7F会議室 
試験日  ： 平成28年6月28日（火）  
 

表5-1 256QAMスペクトルマスク検証試験の日程と内容 

スケジュール 報告書項番と内容 備考 

6月28日 

午

前 

-機器設置  
項１． 256QAMデジタル有線テレビジョン信号の搬送波帯幅と 
    帯域外輻射レベルの特性 

 

項２．256QAM信号のCN比とBERの測定  

午

後 

項２．256QAM信号のCN比とBERの測定  
項３．多チャンネル伝送時の256QAM信号のCN比とBERの測定  
-最終レビューの実施  

注) 項1.搬送波帯幅と帯域外輻射レベルの特性及び、項4.変調器の確認は、事前測定を実施した。 
 
本試験に使用した測定器等を表5-2に示す。 

表5-2 試験に使用した計測器一覧 

No 機器名 型式 メーカー名 備考 
1 変調器A BTC ローデ・シュワルツ CN比測定信号 
2 変調器B CLG ローデ・シュワルツ 多CH信号 
3 スペクトル・アナライザ FSV ローデ・シュワルツ  
4 4分配器 4SPED マスプロ電工  
5 混合器 2SPED マスプロ電工 2分配器 
6 可変アッテネータ TRA－602C 多摩川電子 可変アッテネータ 
7 インピーダンス変換器1 Z7550－FFNM+ Mini-Circuits ﾄﾗﾝｽ型ロス0.4dB 

8 インピーダンス変換器2 PE7070 Pasternack Enterprises 抵抗型ロス5.7dB  

9 STB1 入力信号分配付き A社 2013年製 JLabs SPEC-018 
10 STB2 入力信号分配付き A社 2014年製 JLabs SPEC-018 
11 STB3 入力信号分配付き B社 2013年製 JLabs SPEC-018 
12 STB4 入力信号分配付き B社 2014年製 SPEC-018相当品 
13 STB5 入力信号分配付き C社 2014年製 JLabs SPEC-018 
14 STB6 入力信号分配付き C社 2015年製 JLabs SPEC-018 
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背景と目的 
現在、品質省令の規定は、STBの内部構成として最も基本的なものを前提としている。 

他方、今回の試験測定に使用した全ての STB は、内部構成として入力信号の分配回路等を有してい

る。 
そのため、得られた測定結果から入力信号の分配回路等を有していない STB における CN 比を机上

計算により算出する必要がある。 

 
1.. 256QAM 信号びおけるCN比とBERの測定とその試験結果 
 
2.1 256QAM_CN比実験報告書より、C/N対BERの測定結果を表1に示す。 

表1 BER（RS-OFF）が1×10－4となるCN比測定値（256QAM 1波の時） 

項目 入力レベル 66dBμV 55dBμV 

BER（RS前）が1×10-4となる 
CN比（dB） 

 
（理論値30.5dB） 

STB1 30.8 / 30.8  31.0 / 31.1 
STB2 30.8 / 30.8 31.0 / 31.1  
STB3 31.5 / 31.6 31.8 / 31.8  
STB4 31.0 / 31.0 31.3 / 31.3 
STB5 30.7 / 30.7 30.7 / 30.8 
STB6 30.7 / 30.7 30.7 / 30.8 

 
2.2  試験結果 
測定結果は、RS-OFF時のBERは絶対同期検波の理論値より最大1.5dB以内の劣化範囲にある。 

 今回測定したSTBのBER（RS-OFF）が1×10－4以下となるCN比は、標準入力レベル（66dBμV）
のとき、31.6dB 以上のため、チューナの個体差等も考慮して、受信者端子における所要 CN 比とし

ては33dB＊1とすることが望ましい。 
 
2. 入力信号分配回路の有無による所要CN比の検討 
  現在市場で使われているSTBは、入力信号をSTB内部で分配し、その分配出力の一部をテレビ

ジョン等の外部機器に接続する為の「入力信号分配回路」を内蔵している。 
 今回、CN 比を測定した STB は、全てこの構成と成っていた為、ここで得た所要 CN 比をこれま

での標準STB にそのままあてはめる事は出来ないので、STB の内部構成を確認し、格段の信号品質

を計算する事により、標準STBの所要CN比の検討を行った。 
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2.1 被測定STBの内部構成図 
   測定したSTB1～5の内部構成図は、細部を除き以下の構成（図1）から成っている。 

図1 被測定STBの内部構成図 

2.2 旧 STD-007-6.0等に定められている標準STBの構成図 
   規格書 STD-007-1.0~6.0 及び品質省令は、入力信号分配機能の無い構成（図 2）から成って

いる。 
 

図2 標準STBの内部構成図 

 
2.3 被測定STBのCN比から標準STBへのCN比の計算 
  CN比の計算は、以下式を用いて、内部構成格段の利得等を入力し、復調 ICへの信号を計算し

た。 
 CN比計算式＝Cno=Psi/((Psi/Cni)+kTB(F-1))  
  ここで、 
 ・Cno：出力C/N [倍] 
 ・Cni：入力C/N [倍] 
 ・Psi：入力レベル [W] 
 ・k：ボルツマン定数 1.38×10-23[J/K]   
 ・T：STB内周囲温度 316[K]=43℃で計算   
 ・B：帯域幅 5.274×106 [Hz]   
 ・F：NF（雑音指数） [倍]  
 とする。 
  



 

3 

2.3.1 分配機能有りSTBによる256QAM C/N劣化検討（STB個体差含む） 
  内部回路を以下の図3のブロックとして、復調 IC前のC/Nを算出し、その結果を表2に示す。 

図3 

 
表2 

※単位はdB 
※出力C/Nは入力レベル55dBµV、入力C/N=32dBで計算 
 
この結果、分配機能ありの測定値はC/N=31.8dB（入力レベル55dBµV、ノーマル品）。 
分配機能ありの個体差によるCN比劣化度の計算値は0.54dBで、分配機能ありのワーストC/Nは 
31.8+0.54dB=32.34dBとなり、分配機能ありの規格値はC/N=33dBが妥当である。 
 
2.3.2 分配機能無しSTBによる256QAM C/N劣化検討（STB個体差含む） 
  2.3.1と同様に、図4をもとに、C/N値を算出し、その結果を表3に示す。 

図4 
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表3 

※単位はdB 
※出力C/Nは入力レベル55dBµV、入力CN比=32dBで計算 
 
この結果、分配機能ありと分配機能なしの出力C/N差を計算すると、31.9-31.71=0.19dBで分配な

しの方がC/N劣化度が少ない。分配機能ありの測定値はC/N=31.8dB（入力レベル55dBµV 、ノー

マル品）で、分配機能ありの測定値から分配機能なしのC/Nを計算すると、C/N=31.8-
0.19=31.61dBとなる。分配機能なしの個体差によるC/N劣化度の計算値は0.16dBで、分配機能な

しのワーストC/Nは31.61+0.16dB=31.77dBとなり、規格値はC/N=32dBが妥当である。 
 
2.3.3 分配機能有りSTBによる64QAM C/N劣化検討（STB個体差含む） 
  参考として、64AQM信号に対して、分配機能の有無でCN比の規格値の見直しが必要か検討 
 し、分配機能有りのSTBの値を算出し、その結果を表４に示す。 
 

表4 

※単位はdB 
※出力C/Nは入力レベル49dBµV、入力C/N=26dBで計算 
 
この結果、分配機能ありの規格値は、C/N=25.27dB（入力レベル 49dBµV、ノーマル品）。分配機

能ありの個体差による C/N 劣化度の計算値は 0.54dB で、分配機能ありのワースト C/N は、

25.27.0+0.54dB=25.81dBとなり、分配機能ありの規格値はC/N=26dBが妥当である。 
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2.3.4 分配機能無しSTBによる64QAM C/N劣化検討（STB個体差含む） 
  2.3.3と同様に、分配機能無しのSTBの値を算出し、その結果を表5に示す。 
 

表5 

※単位はdB 
※出力C/Nは入力レベル49dBµV、入力C/N=26dBで計算 
 
この結果、分配機能ありと分配機能なしの出力 C/N 差を計算すると、25.9-25.71=0.19dB で分配な

しの方が C/N 劣化度が少ない。分配機能ありの測定値は C/N=25.27dB（入力レベル 49dBµV 、ノ

ーマル品）で、分配機能ありの測定値から分配機能なしの C/N を計算すると、C/N=25.27-
0.19=25.08dB となる。分配機能なしの個体差による C/N 劣化度の計算値は 0.16dB で、分配機能な

しのワーストC/Nは25.08+0.16dB=25.24dBとなり、規格値はC/N=26dBが妥当である。 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
規格書STD-007-6.2 

 256QAM CN比検討  
（STB入力信号分配回路の有無による 

所要CN比の検討） 

 
 
 

2018年6月 
一般社団法人日本ＣＡＴＶ技術協会 
〒160-0022 東京都新宿区新宿6-28-8 

        ラ・ベルティ新宿6F 
電話：03-5273-4671  FAX：03-5273-4675 

URL：http://www.catv.or.jp/ 



ARIB STD-B32 第 1 部 付属 5 

-131-

付属 5 テレビジョンサービスにおける HEVC 規格の運用ガイドライン 

第 1 章 一般事項

1.1 目的 

本運用ガイドラインは、デジタルテレビジョンサービスにおける映像信号と映像符号化方式に関し、実運

用において推奨される HEVC 規格の技術的条件を示すことを目的とする。 

1.2 適用範囲 

本運用ガイドラインは、「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式」

（省令）に準拠するテレビジョンサービスの映像信号のうち HEVC 規格によるものについて適用す

る。

1.3 引用文書 

1.3.1 準拠文書 

(1) Rec. ITU-T H.265 (2018) | ISO/IEC 23008-2:2017 - Information technology -- High efficiency

coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 2: High efficiency video

coding（以下「HEVC 規格」という。）

(2) Rec. ITU-T H.222.0 (2017) | ISO/IEC 13818-1:2018 - Information technology -- Generic

coding of moving pictures and associated audio information: Systems（以下「MPEG-2

Systems 規格」という。）

(3) ISO/IEC 23008-1:2017 - Information technology -- High efficiency coding and media delivery

in heterogeneous environments -- Part 1: MPEG media transport (MMT)（以下「MMT 規格」

という。）

(4) ARIB 標準規格 STD-B60 1.11 版(2018)：デジタル放送における MMT によるメディアトラン

スポート方式

1.4 用語 

1.4.1 HEVC 規格の略語 

AU  Access Unit 

AUD  AU Delimiter 

BLA  Broken Link Access 

CABAC Context-based Adaptive Binary Arithmetic Coding 

CB  Coding Block 

CBR  Constant Bit Rate 

参考資料１０
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テキストボックス
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 CRA  Clean Random Access 

 CPB  Coded Picture Buffer 

 CTB  Coding Tree Block 

 CTU  Coding Tree Unit 

 CU  Coding Unit 

 CVS  Coded Video Sequence 

 DCT  Discrete Cosine Transform 

 DPB  Decoded Picture Buffer 

 DST  Discrete Sine Transform 

 EOB  End of Bitstream 

 EOS  End of Sequence 

 HRD  Hypothetical Reference Decoder 

 IDR  Instantaneous Decoding Refresh 

 IRAP  Intra Random Access Point 

 LP  Leading Picture 

 NAL  Network Abstraction Layer 

 NALU  NAL Unit 

 PB  Prediction Block 

 POC  Picture Order Count 

 PPS  Picture Parameter Set 

 PU  Prediction Unit 

 RADL  Random Access Decodable Leading 

 RASL  Random Access Skipped Leading 

 RBSP  Raw Byte Sequence Payload 

 RPS  Reference Picture Set 

 SAO  Sample Adaptive Offset 

 SEI  Supplemental Enhancement Information 

 SOP  Structure of Pictures 

 SPS  Sequence Parameter Set 

 STSA  Step-wise Temporal Sub-layer Access 

 TB  Transform Block 

 TP  Trailing Picture 

 TSA  Temporal Sub-layer Access 

 TU  Transform Unit 

 VBR  Variable Bit Rate 
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 VCL  Video Coding Layer 

 VPS  Video Parameter Set 

 VUI  Video Usability Information 

 WPP  Wavefront Parallel Processing 

 

1.4.2 MPEG-2 Systems 規格の略語 

 CA  Conditional Access 

 CAT  Conditional Access Table 

 DTS  Decoding Time-Stamp 

 ECM  Entitlement Control Message 

 EMM  Entitlement Management Message 

 ES  Elementary Stream 

 GOP  Group of Pictures 

 NIT  Network Information Table 

 PAT  Program Association Table 

 PES  Packetized Elementary Stream 

 PID  Packet Identifier 

 PMT  Program Map Table 

 PSI  Program Specific Information 

 PTS  Presentation Time-Stamp 

 TS  Transport Stream 

 TMCC Transmission & Multiplexing Configuration Control 

 

1.4.3 MMT 規格の略語 

 AIT  Application Information Table 

 AMT  Address Map Table 

 AL-FEC Application Layer Forward Error Correction 

 BIT  Broadcaster Information Table 

 CA  Conditional Access 

 CDT  Common Data Table 

 CRI  Clock Relation Information 

 CRID  Content Reference Identifier 

 DCI  Device Capability Information 

 ECM  Entitlement Control Message 

 EIT  Event Information Table 
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 EMM  Entitlement Management Control 

 GFD  Generic File Delivery 

 HRBM Hypothetical Receiver Buffer Model 

 LCT  Layout Configuration Table 

 LDT  Linked Description Table 

 MFU  Media Fragment Unit 

 MMT  MPEG Media Transport 

 MMTP MMT Protocol 

 MPI  Media Presentation Information 

 MPT  MMT Package Table 

 MPU  Media Processing Unit 

 NIT  Network Information Table 

 PA  Package Access 

 PLT  Package List Table 

 SDT  Service Description Table 

 SDTT  Software Download Trigger 

 TLV  Type Length Value 

 URL  Uniform Resource Locator 
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表 4-20 Recovery point SEI パラメータ 

シンタックス要素 値 説明 

recovery_poc_cnt 0 Recovery point SEIを付加したAU
及び表示順で後のAUの正常復号を

保証する 
exact_match_flag 1 Recovery point SEIを付加したAU

及び表示順で後のAUの正常復号を

保証する 
broken_link_flag 0 直前IRAP AUから復号を開始して

も、復号異常は発生しない 

 

（解説） 

 CBR 動作を許容する。Filler 挿入は Filler SEI の利用と、Filler NALU の利用、の二通りがある

が、後者のみ可能とする。 

 EOB は、特に使用する理由が無いため、使用禁止とする。 

 PPS NALU の付加方法は、HEVC 規格に準じるものとする。一つの AU に付加される PPS は 0

個もしくは複数個でも良い。HEVC 規格が PPS の誤り耐性機能を有しており、特に制約を加えな

くても受信機側は確実に復号することが期待できる。ただし、受信機側のメモリを不必要に大きく

しないために、pps_pic_parameter_set_id の範囲を制限する。 

 

4.7 遅延時間に関する制約 

 表 4-21 に示す制約を設ける。 

表 4-21 遅延時間に関する制約 

項目 制約 

IRAP AU間隔 
RPSEI挿入間隔（フィール

ド符号化の場合） 

原則32/60秒以内、最大1.0秒 

CPBサイズ 1.0R [bit]以内とする。（Rは最大ビットレート） 
CPB遅延 AuNominalRemovalTime[ 0 ]を0.5秒以下にする。 
最大DPBサイズ sps_max_dec_pic_buffering_minus1は、フレーム符号化時には5以下、フ

ィールド符号化時には11以下とする。 

 

（解説） 

 本運用ガイドラインの「表示遅延」とは、復号開始 AU の復号時刻と、最初に表示される AU の

表示時刻との差（単位はフレーム時間）と定義する（図 4-8 参照）。CVS 先頭 SOP の構造によらず、

「表示遅延」は sps_max_num_reorder_pics に等しくなる。（順次走査画像の場合は 1/2 した値） 
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図 4-8 表示遅延の補足説明図 



IPTVFJ STD-0005 

第六編

地上デジタルテレビジョン放送 IP 再送信 

通信運用規定

参考資料１１
（一部抜粋）

013795
テキストボックス



IPTVFJ STD-0005 

 －6-84－ 

時間以上経過している場合に取得することが望ましい。 

なお、ライセンス更新通知情報取得に関わる十分な時間は 15 秒とする。15 秒たっても応答

のない場合の処理は実装依存とするが、一定間隔をおき数回リトライすることが望ましい。ま

た、ユーザーによる手動取得・更新の際にリトライを実施するも情報取得要求が出来なかった

場合は、ユーザーへ通知画面等を表示することが望ましい。 
 

7 通信品質の実現 

7.1 ストリーミング品質 

ストリーミング配信では、ネットワーク上でのパケットロスや非同期型通信によるクロック

ズレが映像・音声の乱れ等を招く恐れがある。よって、サービス事業者および受信機は長期間

の安定した再生を実現するために次に示すストリーミング品質向上のための実装を行うこと

が望ましい。 

なお、長期間の安定した再生の実現とは、輻輳のない定常状態にて受信機が１週間程度安定

してパケットロスのないTSストリームを受信することと想定する。 

7.1.1 FEC 
ネットワーク上でパケットロスが発生した場合、映像や音声に乱れを生じたりするため、パ

ケットロスへの対処が必要であり、FECを用いてパケットの復元を行う必要がある。 

送信側および受信機はそれぞれFECに対応することが可能であり、送受信で同一のFECを

用いた際にFECを利用することが可能である。なお、FECの搭載に関してはオプション扱い

とする。 

受信機にFECを搭載する場合には基本的にRFC2733およびその拡張に従うものとし、本運

用規定においてはPro-MPEG FEC Code of Practice #3 release2（以降、Pro-MPEG FEC） を

採用する。ただし、送出側、受信側ともに縦方向FECパケット（7.1.1.5項参照）のみしか処理

しない実装 (以降、Pro-MPEG 1D FEC) も許容する。また、サーバ側にてPro-MPEG FEC

において横方向FECパケット（7.1.1.5「Pro-MPEG FECの運用規定」参照）まで含め2次元に

て運用する場合(以降、Pro-MPEG 2D FEC)はもとより、さらには本運用規定において現在規

定していない他のFEC方式を採用する場合においても、FEC非搭載の受信機においても受信

が可能なようにメディアパケットとFECパケットのポートを分離して送受信できるFEC方式

を用いることとする。この場合、FEC非搭載の受信機はFECパケットを無視し、メディアパ

ケットのみを受信すればよい。以降、FECの手順について説明する。 

なお、サービス事業者は、長期間の安定した再生を実現するストリームを伝送するため、

利用する通信ネットワークの品質を考慮し、必要に応じて Pro-MPEG 1D FEC 以上の実装

を行うとともに、受信機も、Pro-MPEG 1D FEC を搭載することを推奨する。 
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7.1.1.1 FEC保護処理の方法 

図 7-1は、IPレイヤにおけるメディアパケットとFECパケットの構造である。 

 

 

図 7-1 メディアパケットと FEC パケットの構造 

 
保護対象のメディアパケットに対し、RTPヘッダの参照ならびに演算を行うことでFECヘッ

ダ、FECペイロードを生成する。 

RFC2733で定義されたFECヘッダの構成図を図 7-2に示す。 

 

 

図 7-2 FEC ヘッダの構成図 

 
FECヘッダの生成方法は以下の通りである。 

• SN base(16bits)：FEC で保護される RTP パケットの最小シーケンス番号。 
• Length recovery(16bits):FEC で保護される RTP パケット長の XOR 値。 

        パケットを復元する際に、復元するパケットのパケット長の計算に用いる。 
• E(1bit)：ヘッダ拡張のためのビット。通常 0。FEC ヘッダを拡張する際に 1 とする。 
• PT recovery(7bits)：RTP ヘッダのペイロードタイプの XOR 演算結果。 
• Mask(24bits)：FEC で保護される RTP パケットを示すフラグ。 

         シーケンス番号。N+i が保護対象のとき、i 番目のビットを 1 にする。 
• TS recovery(32bits)：RTP ヘッダの TimeStamp 値の XOR 演算結果。 
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FECペイロードの生成は、メディアパケットのRTPヘッダから特定フィールド、ペイロード、

(もしあれば)0でのパディングを連結し、生成されたbit stringに対しXOR演算を行うことによ

り実現される。ここで生成されたbit stringはFECパケット生成に使用され、FEC bit string

と呼ばれる。 

bit string生成のために連結する値は以下の通りである。 

 

• Padding Bit (1 bit) 
• Extension Bit (1 bit) 
• CC bits (4 bits) 
• Marker bit (1 bit) 
• Payload Type (7 bits) 
• Timestamp (32 bits) 
• CSRC List、ヘッダ拡張部分、ペイロード、パディングのトータルの長さ(16bits) 
• もし CC が 0 でない場合、CSRC List (可変長) 
• もし X が 1 の場合、Header Extension (可変長) 
• ペイロード (可変長) 
• もし、ある場合はパディング (可変長) 

 
各メディアパケットに対し、上記の値を連結した上でXOR演算をかけることによりFECペ

イロードが生成できる。FECパケット生成の概念図を図 7-3に示す。 
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図 7-3 FEC パケット生成の概念図 

 
FECパケットのストリームは、FEC機能を搭載していない受信機でも同じストリームを受

けて受信できるようにすることを考慮して、メディアパケットとは別のポート番号で送ること

とする。FEC機能を搭載していない受信機は、FECパケットを無視し、メディアパケットの

みを受信すればよい。 

 

7.1.1.2 FEC復元処理の方法 

メディアパケット、FECパケット合わせてT個の中で、あるメディアパケットxiを復元する

手順は以下の通り。 

 

(1) T 個の中のメディアパケットに対して、ビット列(bit string)を計算する 
(2) T 個の中の FEC パケットに対して、ビット列を計算する。ただし、Payload Type の代わり

に PT Recovery、Timestamp の代わりに TS Recovery を使用し、CSRC list, extension, 
padding は null として計算する 

(3) もし、FEC パケットから計算したビット列よりもメディアパケットから作成したビット列

のほうが短い場合、FEC パケットで生成したビット列と同じ長さになるまで埋める。 
(ビット列の最後を埋めること。埋める値は任意) 

(4) ビット列の向こう側に排他的か(パリティ)操作を実行し、リカバリビット列を作成する。 
(5) 12 バイトの標準の RTP ヘッダを生成し、ペイロードがない新しいパケットを作成する。 
(6) 新しいパケットのバージョンに 2 を設定する。  
(7) 新しいパケットの Padding bit にリカバリビット列の最初のビットをはめ込む。  
(8) 新しいパケットの Extension bit にリカバリビット列の 2 番目のビットをはめ込む。  
(9) CC フィールドにリカバリビット列の次の 4 ビットを設定する。 
(10) 新しいパケットの marker bit にリカバリビット列の次のビットをはめ込む。 
(11) 新しいパケットの Payload Type にリカバリビット列の次の 7 ビットをはめ込む。  
(12) 新しいパケットの SN field に xi をはめ込む。 
(13) 新しいパケットに TS field にリカバリビット列における次の 32 ビットをはめ込む。  
(14) リカバリビット列の次の 16 ビットを見て、これがどんな符号無し整数であっても、リカバ

リビット列からその 16 ビットの値分のビット列(これらは CSRC list、extension、ペイロー

ド、およびパディングに相当)を取ってきて新しいパケットに追加する。 
(15) 新しいパケットの SSRC に、保護しているメディアストリームの SSRC を設定する。 

 
 メディアパケット復元の概念図を図 7-4 に示す。 
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図 7-4 メディアパケット復元の概念図 

パケットロスが発生した際、そのパケットを復元するために十分なデータがあるかどうか判

別する方法は実装次第とされているが、RFC2733 の8.2 Determination of When to Recover”

にはそのアルゴリズムや関数の例が書かれている。 

 

7.1.1.3 FEC情報の通知方法 

FECパケットを受信し、FECのデコードを行うために受信機が知らなければならない情報

としては、以下のものがある。 

・FEC の方式 

・FEC のパラメータ 

・FEC パケットの source IP address 

・FEC パケットの destination ポート番号 

FECのパラメータに関しては、FECの方式によりパラメータ数やフォーマットが異なるた

め、これらをひとまとめにしてFECの種類を定義し、受信機に伝えることとする。 

FECの種類を通知する方法は、選局制御情報により通知する。 

マルチキャストストリームの場合は、選局制御情報中の、FEC_modeにFECの種別を記述す

る。表 7-1に、マルチキャストストリームにおけるFEC_modeを示す。 

 

表 7-1： マルチキャストストリームの FEC 種別 
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FEC_mode FEC 方式 パラメータ 
0x00 (*1) なし(FEC OFF) なし 
0x01 Pro-MPEC 1D FEC source IP address=メディアパケットと同じ 

dest_port=メディアパケット+2 
0x02 Pro-MPEG 2D FEC source IP address=メディアパケットと同じ 

dest_port=メディアパケット+2, +4 
(*1) FEC を適用しない場合には、FEC_mode を 0 とするのではなく、num_of_FEC を 0 として送出する。 

 
なお、Pro-MPEG FECの行列サイズのパラメータL,DはFEC_mode_infoの中の

L_parameter, D_parameterに記述する。使用可能な組み合わせは、(L, D) = (10, 10)：0x0a0a、 

(20, 5)：0x1405 とする 

複数のFECストリームを送信したい場合は選局制御情報の中にFEC種別ごとにFEC_mode

をloopで記述する。受信機側は、記述されたFEC種別の中で、上位優先で受信機が対応可能な

FECを選択してデコードを行う。また、新しいFEC種別を用いる場合は、新規にFEC_mode

を定義することとする。 

 

7.1.1.4 FEC機能のON/OFF 

通信ネットワークの品質の変化を考慮して、サーバ側でも受信機側でもFEC機能のON/OFF

ができるようにする。 

マルチキャストストリームにおいては、サーバ側でFECをOFFにする場合は選局制御情報

中の、FEC_modeに0を記載する。受信機側でFECをOFFにする場合は、FECパケットを無視

する。 

 

7.1.1.5 Pro-MPEG FECの運用規定 

(1) Pro-MPEG FEC を使用する場合の RTP ヘッダ追加制約 
Pro-MPEG FECの規定に従い、メディアパケットのRTPヘッダの運用に関して5.2.2.3項の

規定にさらに以下の制約を追加する。 

• padding (P) : 0 固定とする。 
• extension (X) : 0 固定とする。 
• CSRC count (CC) : 0 固定とする。 
• marker (M) : 0 固定とする。 

この制約および、もとより本運用規定により固定運用となるフィールドにより、受信機にお

いてはこれらのフィールドがFECパケットにおいても0固定となることが自明であるだけでな

く、FECの復元処理においてヘッダの復元処理を簡略化することが可能である。 

なお、FECパケットのRTPヘッダ中のSSRCについては、メディアパケットのSSRCと一致

させることとする。 
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(2) Pro-MPEG FEC の場合の FEC パケット生成方式/復元方法 
まず、Pro-MPEG FECにおけるFECパケット生成方法について説明する。 

Pro-MPEG 1D FECやPro-MPEG 2D FECを使用する場合は、RFC2733で定義されたFEC

ヘッダを拡張して使用する。拡張FECヘッダの構成図を図 7-5に示す。 

 

 

図 7-5 拡張 FEC ヘッダの構成図 

拡張 FEC ヘッダの生成方法は以下の通りである。 

• SNBase low bits(16bits)：FEC で保護される RTP パケットの最小シーケンス番号のうち、

下位 16 ビット。シーケンス番号が 16 ビットで足りる場合はシーケンス番号をそのま

ま入れる。 
• Length recovery(16bits):FEC で保護される RTP パケット長の XOR 値。 

        パケットを復元する際に、復元するパケットのパケット長の計算に用いる。 
• E(1bit)：ヘッダ拡張のためのビット。FEC ヘッダを拡張するため 1 とする。 
• PT recovery(7bits)：RTP ヘッダのペイロードタイプの XOR 演算結果。 
• Mask(24bits)：全て 0 とする。(代わりに NA フィールドを使用する) 
• TS recovery(32bits)：RTP ヘッダの TimeStamp 値の XOR 演算結果。 
• X(1bit)：0 とする。(将来のヘッダ拡張のための予約) 
• D(1bit)：縦方向(column)FEC の場合は 0、横方向(row)FEC の場合は 1 とする。 
• Type(3bits)：XOR 演算を行うため 0 とする。(XOR=0, hamming=1, Reed-Solomon=2) 
• Index(3bits)：XOR 演算の場合は 0 とする。(より複雑な FEC 処理を行うときに使用) 
• Offset(8bits)：メディアパケットの周期を示す。縦方向(column)FEC の場合は L、横方向

(row)FEC の場合は 1 とする。 
• NA(8bits)：保護しているメディアパケットの数を示す。縦方向(column)FEC の場合は D、

横方向(row)FEC の場合は L とする。 
• SNBase ext bits(8bits)：シーケンス番号が16ビットで足りない場合に使用する。MPEG2-TS
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の場合は 16 ビットで足りるため、0 とする。 
 

Pro-MPEG FEC(L×D=10×10)の場合の演算を図 7-6 に示す。Pro-MPEG 1D FECの場合は

行列の縦方向にFECヘッダならびにFECペイロードの演算を行い、縦方向(column)のFECパ

ケットを10個生成する。Pro-MPEG 2D FECの場合は、加えて横方向に演算を行い、横方向

(row)のFECパケットを10個生成する。 

 

 

図 7-6 Pro-MPEG FEC の FEC パケット演算 

 

 
Pro-MPEG 1D FECの場合、縦方向のFECパケットがメディアパケットのポート番号+2で

送信され、Pro-MPEG 2D FECの場合は、縦方向に加えて横方向のFECパケットがメディアパ

ケットのポート番号+4を用いて送信されるため、FEC機能を搭載している受信機はそれぞれ

のポートでパケットを受信する必要がある。Pro-MPEG FEC非搭載の受信機は、FECパケッ
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トを無視しメディアパケットのみを受信すればよい。 

次にPro-MPEG FECの場合の復元方法について説明する。Pro-MPEG 1D FECの場合、縦

方向のパケットはメディアパケットD個+FECパケット1個の計D+1個であり、メディアパケッ

トの1つがパケットロスにより消失しても、メディアパケットとFECパケットを合計でD個受

信していれば、上記の手順で残り1個のパケットを復元することが可能である。Pro-MPEG 2D 

FECの場合、縦方向のメディアパケットD個+FECパケット1個、横方向のパケットはメディア

パケットL個+FECパケット1個であるため、それぞれ合計D個、L個のパケットが受信できて

いれば、復元可能である。パケットの復元は、7.1.1.2「FEC復元処理の方法」の復元方法の演

算を縦方向、もしくは横方向に演算することにより可能となる。また、図 7-7のように、同じ

行もしくは列に2つ以上のパケットロスが存在する場合でも、一旦縦方向の復元を行った後に

横方向の復元を行うことによりパケットの復元が可能となる場合がある。 

 

図 7-7 Pro-MPEG 2D FEC の復元 

 
この例の場合、まず横方向の演算①でCのパケットを復元した後、縦方向の演算②、③でA,B
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のパケットを復元することにより、縦横それぞれで2個以上のパケットロスが発生した場合で

もパケットの復元が可能となる。 

 

(3) Pro-MPEG FEC の場合の FEC パケット生成・送出タイミングガイドライン 
FECによる保護対象となるメディアパケットのL×Dの行列は、長方形（正方形）のみを運用

する。すなわち、同一行列を保護するL個の縦方向FECパケットのSNBase値は連続した値と

なるようにFECパケットを生成・送出すること。 

また、全てのFECパケットは、当該FECパケットの保護対象となるメディアパケットの行

列が全て送出し終わった後、L×D＋L個後のメディアパケットが送出される以前には送出完了

するように運用すること。 

 

7.1.2 クロック同期 

IP伝送では電波でのRF伝送と異なり、非同期型通信となることから、明示的なクロック情

報の伝播が困難になる。しかしながら、長時間の安定した再生を実現するためには送信側から

受信側へ渡るクロック同期の機構が重要である。 

IP伝送では、ベストエフォートな伝送システムとなることから、パケットロス、ジッタ、バ

ーストといった各種のじょう乱を想定した上での堅牢なメカニズムが要求される。 

本規定では、性能・精度面、他規格との整合などの観点からARIB STD-B24で規定されてい

る、各TSパケット(188バイト)の先頭に4バイトの27MHzベースのタイムスタンプを付加した

タイムスタンプ付きTS(TTS)を導入する。 

IP再送信サービスにおいては、TTSを用いることとし、付加するタイムスタンプの27MHz

は、該当するTSが持つPCRと同期したものを用いることとする。受信機側では、TTSデコー

ド機能を備え、到着したTTSパケットをバッファリングするためのFIFOメモリに蓄え、タイ

ムスタンプによってもたらされる送出側27MHz情報に従属同期したローカルカウンタ値と

FIFO内TTSパケットのタイムスタンプ値を比較することで出力のためのゲーティング処理を

行う。 

 送出側と受信機側での TTS によるクロック同期の様子を図 7-8に示す。 
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図 7-8 クロック同期に関わるシステム構成 
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7.12 IP 再送信サービス送出運用ガイドライン 
IP 再送信サービスの安定した受信再生動作を実現するために、送信側は、IP 再

送信サービスの送出設備及びネットワークを介して、以下の式を満たすような形

でパケット送出を受信すること想定する。ただし、x、y の値については、下記の

値を参考に、受信機メーカ、サービス事業者が個々の商品企画により決めるもの

で、受信機・サーバの設計指針として要求するものではないがサービス事業者は、

本値に基づき運用することが望ましい。 
 

T – x*T – y < t < T + x*T + y 
  

T: ストリーミング時間[hour] 
 受信ストリームの任意の 2 点における TTS タイムスタンプ値の時間差分を示

す。 
t: T 時間に含まれるパケットが実際に IP 再送信サービスの受信機に受信された

時間 
 上記 T で表現された時間範囲に該当するパケットが実際に受信された時間を

示す。 
x: IP 再送信サービスの送出設備におけるクロックの精度を示す係数[ms/hour]

（注１） 
 PCR を生成した際に用いられた system clock 精度が継承されるとき 108 とな

る。 
y: パケット受信時のジッタ[ms]。 
 送出設備及びネットワークにおけるジッタの合計値である。受信機において

ストリーム受信再生動作を安定的かつ迅速に実現するため、100 以下にできること

が望ましい。ただし、当面は、送出運用上困難な場合に 300 程度となってしまう

ことも許容される。 
 

（注１） この係数には、IP 再送信サービス自体が持つ PCR 精度などのクロック誤

差成分は含まれていない。 
なお、受信機が受信するパケットのバースト性は、1 秒当たり最大 3125KB

（25Mbps※）(但し 50ms 当たり 157KB±100%)とする。 

なお、50ms 当たりのバーストは原則どちらか一方に連続しないよう運用すること。 
※ TS レート 18Mbps で ProMPEG 2D FEC 実装時のイーサネットパケットでのデ

ータ量 



IPTVFJ STD-0005 

－7-33－ 

 
次に、上記ガイドラインを満たすことを確認する方法について一例を挙げて説

明する。図 7-3はその測定方法である。IP 再送信サービス送出設備と、ネットワ

ークアナライザなどの測定器を直結し、送出されるストリームを直接ネットワー

クアナライザにて受信する。受信したパケットに含まれる TTS タイムスタンプ情

報と実際にパケットを受信したタイミング情報から、ガイドラインへの適合性を

確認することが可能となる。 

 

図 7-3  IP 再送信サービス送出設備の送出品質測定方法の一例 

 

7.13 送信設備状況による一部 ES の非送信 
IP 再送信サービスでは、IP 再送信の送信設備の状況により、マルチビューの 2

本目以降の映像 ES や、臨時サービスの映像が送信されないことがある。（9.2 節を

参照のこと）また、移動階層や部分受信階層のサービスは本版では規定しないた

め再送信の対象外となる。 
上記のような場合には、送出状況に合わせて PAT、PMT の変更を実施すること

測定器 

(ネットワークアナライザなど) 
IP 再送信サービス送出設備 

RTP パケット 

パケット受信時刻（注 1） TTS タイムスタンプ値 

T(0) TTS(a1) – TTS(an)（注 2） 

   ：    ： 

T(1) TTS(b1) – TTS(bn) 

   ：    ： 

TTS(bn) と TTS(a1)の時間差分を T(ab)[hour]とした場合、 
T(ab) – 108*T(ab) – y< T(1) – T(0) < T(ab) +108*T(ab) + y 
となっていることを確認することによって、測定が可能となる。 

（注 1）ネットワークの伝送ジッタは考慮していない。また、測定器のク

ロック精度は誤差範囲としている 

（注 2）１つの RTP パケットには複数の TTS パケットが含まれる 


